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日次 月 日 曜 種 別 場  所 開会時刻 摘  要 

１ ６月７日 水 

本会議 議会議場 午前１０時 
・開    会 

・提案理由説明 

休 会 委員会室 午後 １時 ・議 案 審 議 

２ ６月８日 木 本会議 議会議場 午前１０時 ・一 般 質 問 

３ ６月９日 金 本会議 議会議場 午前１０時 

・質 疑 

・討 論 

・表 決 

・閉 会 
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平成２９年第３回山江村議会６月定例会（第１号） 

 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ７ 日 

午前１０時００分開会 

於 議 場 

１．議事日程 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定について 

日程第 ３ 議案第 ７号 山江村債権管理条例の制定について（平成２９年第１回

議会定例会付託案件の総務文教常任委員長報告） 

日程第 ４ 議案第１５号 山江村営住宅条例及び山江村特定公共賃貸住宅管理条例

の一部を改正する条例の制定について（平成２９年第１

回議会定例会付託案件の産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ５ 報告第 １号 平成２８年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

日程第 ６ 報告第 ２号 平成２８年度繰越明許費(特別会計ケーブルテレビ事業)

の報告について 

日程第 ７ 承認第 ２号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村一般会計補正予算（第８号）） 

日程第 ８ 承認第 ３号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５

号）） 

日程第 ９ 承認第 ４号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）） 

日程第１０ 承認第 ５号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５

号）） 

日程第１１ 承認第 ６号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）） 

日程第１２ 承認第 ７号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３

号）） 

日程第１３ 承認第 ８号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年

度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４

号）） 
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日程第１４ 承認第 ９号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村税条

例の一部を改正する条例） 

日程第１５ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村国民

健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１６ 同意第 １号 山江村農業委員会委員の任命に係る要件の同意を求める

ことについて 

日程第１７ 同意第 ２号 山江村農業委員会委員の任命に関する同意を求めること

について 

日程第１８ 議案第２７号 平成２９年７月における山江村長の給与の減額に関する

条例の制定について 

日程第１９ 議案第２８号 公共工事請負変更契約の締結について 

日程第２０ 議案第２９号 平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第３０号 平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第１号） 

日程第２２ 議案第３１号 平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

１号） 

日程第２３  議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  北 田 愛 介 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  松 尾 充 章 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 
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健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会 計 管 理 者  迫 田 教 文 君 

 農 業 委 員 会 
         柳 瀬 真奈美 君   代表監査委員  木 下 久 人 君 事 務 局 長 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 平成２９年第３回山江村議会定例会を招集する旨の告示によ

り、その通知をいたしましたところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中

ご出席いただきまして、厚くお礼申し上げます。 

本定例会に提案されます議案につきましては、後刻、村執行部より説明がありま

す。慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

３月３０日の臨時議会以降の議会に関する諸般の報告をもってあいさつに代えさ

せていただきます。 

諸般の報告については、お手元に配付してあります。 

３月３０日、西川内地区公営住宅建設工事上棟式が工事現場で行われておりま

す。議員全員が参加しております。 

４月３日、山江村デジタル防災無線開局式が役場大会議室で開催されておりま

す。 

４月１１日、山田小、万江小、山江中学校の入学式が行われ、議員全員が参加し

ております。 

４月１４日、熊本地震犠牲者追悼式が県庁地下大会議室で行われまして、私が参

加しております。 

４月１５日、山江村戦没者慰霊祭が高寺院で開催されております。 

４月１６日、やまえつつじ祭が丸岡公園一帯で開催されております。 

４月２３日、山江村畜霊祭が永シ切の畜霊碑と山江村肉用牛振興会総会が山江温

泉ほたるで開催されております。 

４月２７日、山江村体育協会総会が山江温泉ほたるで開催されております。 

４月３０日、やまえ福祉まつりが山江村体育館で行われ、議員全員が参加してお

ります。 

５月１０日、郡定例議長会が開催されまして、役員改選がなされておりまして、

会長に多良木町議会議長の村山議長が選任されました。副会長にあさぎり町議会議

長山口議長が選任されました。副会長に球磨村選出の松野議長が副会長に選任され

ました。監事に水上村議会議長の富山議長が選任されまして、もう１人、私、秋丸

が下球磨のほうから選任されております。 

５月１５日、溝口幸治県議会副議長就任祝賀会があゆの里で開催されておりま

す。 

５月２１日、山田小学校、万江小学校、山江村物産館の総会が山江温泉ほたるで
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開催されております。 

５月２２日、県町村議長会研修が市町村自治会館で開催されております。「災害

と自治体の危機管理」ということで、兵庫県立大学大学院減災復興政策研究所、室

崎益輝氏から講演が行われております。 

５月２３日、議会常任委員会合同視察研修会があさぎり町松尾集落、球磨村内布

集落において議員全員で参加し、研修を行ったわけでございます。 

５月２４日、平成２９年度山江村文化協会総会が山江温泉ほたるで開催されてお

ります。 

５月２８日、山江村消防小型ポンプ操法大会が役場駐車場で開催され、議員全員

が参加しております。 

５月３０日、国道２１９号整備促進期成会同盟会総会が宮崎県西都市で開催さ

れ、産業厚生常任委員長の横谷議員のほうが参加されております。 

５月３１日、６月１日、第４２回全国町村議会正副議長会が中野サンプラザで開

催され、私と副議長が参加しております。報告は副議長のほうで報告させていただ

きます。 

６月１日、山江村防災連絡協議会に総務文教常任委員長の西孝恒議員が参加して

おります。 

６月５日、町村議会議長会臨時総会が市町村自治会館で開催されまして、役員改

選が行われまして、会長に芦北町議会議長の寺本修一氏が会長に就任されました。

副会長に高森町議会議長、田上更生氏が再任されました。また、副会長に美里町議

会議長、中川政司氏が再任されました。監事に大津町議会議長、桐原則雄氏が任命

されまして、もう１人が私、秋丸が監事に任命されております。 

以上で報告を終わります。 

以上を申し上げまして、議長の開会のあいさつに代えさせていただきます。 

次に、一部事務組合の議会が開催されております。関係議員の報告を質問席から

お願い申し上げます。 

なお、お手元に資料が配付されております。また５月３１日、６月１日にかけて

全国町村議会正副議長研修会が開催されましたので、研修報告を副議長からお願い

申し上げます。 

まず、人吉球磨広域行政組合議会議員、３番、森田俊介議員より報告をお願いい

たします。 

○３番（森田俊介君） おはようございます。平成２９年度第１回人吉球磨広域行政組

合定例会、２日目が３月２４日午前１０時から人吉球磨クリーンプラザ大会議室に

おいて開催されました。 
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日程第１、一般質問では、人吉市選出の１番、塩見寿子議員が、クリーンプラザ

延命について質問し、執行部の考えを質しました。 

次に日程第２、議案第８号、人吉球磨広域行政組合一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について。 

日程第３、議案第９号、人吉球磨広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。 

日程第４、議案第１０号、人吉球磨広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について。 

日程第５、議案第１１号、人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム福寿荘民営

化検討委員会設置条例の制定について。 

日程第６、議案第４号、平成２９年度人吉球磨広域行政組合一般会計予算。 

日程第７、議案第５号、平成２９年度人吉球磨広域行政組合人吉球磨ふるさと市

町村圏特別会計予算。 

日程第８、議案第６号、平成２９年度人吉球磨広域行政組合特別養護老人ホーム

特別会計予算。 

日程第９、議案第７号、平成２９年度人吉球磨広域行政組合一般会計経費の負担

の総額までの８件を一括して執行部の補足説明を受け、議案ごとに質疑、採決を行

い、異議なく原案どおり可決されました。 

次に、日程第１０、委員会の閉会中の継続調査については、議会運営委員会委員

長の申し出どおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。 

最後に、組合会議規則第４３条の規定により、議決された事件について、その条

項、字句、数字、そのほかの整理は議長に選任することが決定され、閉会しまし

た。 

以上、平成２９年度第１回人吉球磨広域行政組合定例会、２日目の会議結果につ

いて報告いたします。 

続きまして、平成２９年度第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時議会が５月２６

日午前１０時から人吉球磨クリーンプラザ大会議室において開催されました。 

まず、日程第１、議席の指定では、相良村議会議員の任期満了に伴う改選に至

り、新たに選出された議員の議席が相良村選出の茂吉隆典議員を１９番、中村重道

氏を２０番に指名され、併せて欠員が生じていた組合員の共同処理する事務に関す

る調査特別委員会委員に２名が指名されました。 

日程第２、会議録署名議員の指名は、１７番、米良哲議員、１６番、山崎隆浩議

員が指名されました。 

日程第３、会期の決定については、本日１日限りとすることに決定し、次に日程
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第４では、議会運営委員会の選任が行われ、同じく相良村議員の改選により欠員と

なっていた下球磨地区の委員の補充があり、１１番、藤川喜一氏（錦町）が選任、

指名されました。 

次に、日程第５、同意第１号、監査委員の選任につき同意を求めることについ

て、質疑、採決の結果、原案どおり代表監査委員に牛草敏憲氏（人吉市）を選任す

ることに同意し、決定いたしました。 

最後に、日程第６、議員の派遣については、平成２９年度の議員の派遣につい

て、配付された資料のとおり実施することに決定がなされ、閉会しました。 

以上で、平成２９年度第２回人吉球磨広域行政組合議会臨時会の会議の結果を報

告いたします。以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、人吉下球磨消防組合議会議員、１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） おはようございます。平成２９年第２回人吉下球磨消防組合

議会臨時会が開催されておりますので、その結果をご報告申し上げます。 

去る５月１０日、人吉下球磨消防組合議会臨時会が開催されました。議員は、人

吉下球磨消防組合管内の６市町村から８名全員が参加し、執行部は、代表管理者で

ある内山慶治山江村長ほか５市町村長、ほかに職員の参加を得て開催しました。 

日程第２の議長選挙について報告申し上げます。今回、相良村議会の任期満了に

伴い、これまでの人吉下球磨消防組合議会の議長、黒木正照氏に代わり、福田雄二

議員が消防組合議員となられましたので、議長の選挙を行いました。その結果、指

名推薦により議長に球磨村議会選出の高沢康成氏が選出されました。その後、追加

日程で議席の指定等を決定したところです。 

以上で報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 次に正副議長研修報告をお願いいたします。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） おはようございます。平成２９年度全国町村議会正副議長研

修及び要望について報告をいたします。お手元に配付しております資料で、朗読を

もって報告に代えさせていただきます。 

去る５月３１日から６月１日にかけて、平成２９年度全国町村議会正副議長会研

修会が東京にて開催をされました。全国から約１,７００名が参加をし、３１日午

後は、地方自治総合研究所主任研究員、今井照氏の「大震災における自治体と議会

の使命」と題して講演がありました。震災にどう対応すべきか、議会としてどう対

策をとるかなど有意義な内容でありました。 

次に、全国町村議会特別表彰を受けた二つの自治体から実践発表がありました。

議会の活性化とか議員のなり手不足の課題の検証を行い、一歩一歩前進する議会を
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目指した北海道の十勝郡浦幌町議会の田村寛邦氏の報告がありました。 

次に、議会基本条例を基本とした活性化事務事業の評価など、定期的に立ち止ま

り原点に戻る次代の地方自治を動かす議会を目指した京都府精華町の議会、杉浦正

省氏からの報告がありました。 

その後、まとめとして議会学の権威、新潟県立大学の田口一博教授の「議長・副

議長のあり方」と題して、講演がありました。 

翌６月１日は、全国町村会館で午前中、熊本県町村議会参加者約６０名でありま

すが、全員で要望、意見交換を行ったところです。県選出の国会議員団１２人、も

ちろん秘書を含めて代理を含めてでありますが、参加を得て、熊本地震からの復

旧・復興に関する特別決議ほか、各郡提出要望からそれぞれ要望活動を行いまし

た。球磨郡は、球磨川における抜本的な治水対策の促進、球磨地域幹線道路網の整

備促進、２項目の要望であります。特に国道の整備について要望をしたところで

す。 

今回は初めて合同要望形式で行われ、熊本県全体が抱えている課題の全容がわか

り、大変有意義であったと思いました。議員団からは「財政の厳しい中であるが、

優先順位を確認しながら、鋭意努力をしていく」との回答でありました。 

今回の研修では、ほかに先んじて用地の確保とか、調査など済ませ、いつでもす

ぐに事業に取り掛かれる体制が必要であると、要望と併せて準備しておくことが実

際優先されるものであるということで、大切であるなというふうに感じた次第であ

りました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 以上で、一部事務組合議会及び研修報告を終わります。 

それでは、村長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様おはようございます。議長には発言の機会を与えていただ

き、ありがとうございます。 

本日ここに、平成２９年第３回山江村議会定例会を開催いたしましたところ、議

員の皆様には、全員出席いただく中に開催できますことに対しまして、心から感謝

を申し上げます。 

それでは、まず先般の臨時会後の行政報告、主なもののみ申し上げたいと思いま

す。 

３月３１日は、退任者の辞令交付式、課長２名でありますけれども、行っており

ます。 

４月１日、株式会社やまえの辞令交付式を行いました。特に不在でありました支
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配人の人事でありますが、今まで公募をしてきたところではありましたけれども、

なかなか適任者が見当たらないということであり、いつまでも支配人不在のまま会

社経営をするということは不適切ということでもありました。従いまして、内部登

用として、総務部長でありました中渡総務部長を支配人に、それから物産部長であ

りました川村部長を副支配人として、辞令を交付させていただいたところでござい

ます。 

それから４月３日、山江村の辞令交付式を行いました。２人の課長が退任いたし

ておりましたので、新しく２名の課長の人事、またそれに伴う各課の人事の見直し

を行ったところであります。特に今回は、健康福祉課の課題をどのように解決して

いくかということに重きを置いて人事をしたところでございました。従いまして、

健康福祉課の人事を確定しながら、他の各課の人事をしたところであります。 

同じく３日でありますが、平成２９年度の区長、区長代理の合同会議を行いまし

て辞令交付式をしたということでありますが、その後、先ほど議長からもご報告が

ありましたとおり、山江村のデジタル防災行政無線の開局式を行ったということで

あります。現在、各地区で座談会を開催しておりますけれども、デジタル防災無線

におきましては、不都合の意見も聞くところであります。また加入率がですね、８

０％程度でございます。加入料は無料としておりますし、もし避難勧告等々をです

ね、発令する場合、村民全体に行き渡らないという可能性もあるわけでありますの

で、加入促進についても呼び掛けをしているところでございます。 

それから、飛びまして４月１１日でありますけれども、山田小学校の入学式と山

江中学校の入学式に私出向いております。 

４月１４日でありますが、熊本地震犠牲者追悼式のほうに私も議長とともに参加

をしてきております。 

同じく１４日でありますが、県民体育祭人吉球磨大会実行委員会の総会がござい

まして、いよいよ本年９月に行われます県民体育祭人吉球磨大会の歩みが始まった

というようなことでございます。 

４月１５日でございます。平成２９年度つつじ祭の協賛の四半的弓道大会を行い

まして、県内はもとより鹿児島、宮崎からたくさんの方参加いただきながら、にぎ

わったところでございました。 

そして翌日、やまえつつじ祭でございます。天候に恵まれたということで、各地

から多くの方参加いただいたということであります。ただ残念ながら、ツツジの花

が咲いていないというようなことでございました。花の祭りの非常に難しさを感じ

るところであります。管内ではまた水上村がサクラのない桜まつりをされたという

ことでございますけれども、年々といいますか、最近では花の開花がどうも遅れて
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いるような気がしてなりません。従いまして、開催日をですね、１週間ずらす等の

検討もしなくてはいけないのではないかと感じたところでございます。 

それから４月１７日でありますけれども、地域おこし協力隊の辞令交付式を行い

まして、高橋あかねさんが山江村の地域おこし協力隊として着任をされたというこ

とでございます。 

それから、特徴的なものとして、４月１８日には、本年度の第１回目になります

衛生委員会を開催をしております。これは昨年から開催をさせてもらっているもの

でありますけれども、職員のもろもろのストレスの問題の開放、それから職場環境

の改善等々を目指すものでありまして、昨年は職員のストレスチェックも行わせて

もらったということであります。働きやすい環境をいかにつくるか、ストレスのた

まらない職場環境を職員全体でどう形成していくかということについての話合いを

吉田病院の興野先生を中心に行っているところでございます。 

それから４月２３日は、畜霊祭のほうに参加をしてきました。 

それから４月２４日におきましては、祭りも終わりましたので、関係各課と私と

の村長との事業打ち合わせを行ったということでございます。この日から大体一日

に二つの課を打ち合わせをさせてもらっているということでございます。 

それから４月２８日には、山江村の消防団、新旧幹部が入れ替わりましたので、

新旧幹部の会議を開催させてもらっております。 

４月３０日は、議長から報告がありましたとおり、福祉まつり、２年ぶりの開催

だったということでございます。議員の皆様にも参加をいただいて大変ありがたく

思っております。 

それから５月に飛びまして、１５日、溝口幸治氏の熊本県議会副議長の就任祝賀

会のほうに私も出向かさせてもらっております。３００人を超える方が参加をいた

だたいということでございます。 

それから５月１６日から、いよいよ郡民体育祭が始まりました。ゲートボールを

皮切りにということでございましたけれども、山江村は男子が２位に入賞されると

いうような好成績を残しております。今年の郡民体育祭、県民体育祭を見据えての

郡民体育祭となっておるわけでありまして、日程も若干、通年とは違った日程も組

まれているものもありますけれども、山江村選手団の健闘をお祈りしながら、数多

くの方がですね、地元県体を目指していただきたいと思っているところでございま

す。 

それから同じく１６日には、村政懇談会、第１区から始めております。本年は私

の班、村長班と教育長の班の２班に分かれて、奇数の区を村長班、偶数の区を教育

長班と分かれて実施をしております。現在、１１区と１２区まで終了したというこ
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とでありまして、あと万江地区のほうに議会終了後、出向くということになりま

す。 

５月１７日から１９日まででありますが、全国ＩＣＴ教育首長協議会の総会のほ

うに私、それから教育長、それから蕨野課長と黒木指導主事、４人で参加をしたと

いうことでございます。ＩＣＴ教育ソリューションがですね、ビッグサイトで盛大

に行われているのに合わせての今回の首長協議会の総会の開催でありました。全国

で１０６の自治体が参加をしているということでありますけれども、当分２００の

自治体を目指すと、加入自治体を目指すということであります。 

それぞれの自治体から、特に私役員をしておりますので、発言を求められたとい

うことでありますが、特に強く発言させてもらったのは、小中学校ではしっかりと

ＩＣＴ教育、いわゆる電子黒板とタブレットによる教育がなされているわけであり

ますが、一旦高校に行きますと、また黒板と教科書のスタイルに戻るということで

ありまして、そのギャップに子どもたちが順応できるのかという心配もあります。

従いまして、首長協議会でありますから、県知事も当然入っていいわけでありま

す。またそういう全国的なですね、そのＩＣＴ教育の取り組みを望みたいという旨

の発言をしたところでございます。また、ＩＣＴソリューションの中の企業のブー

スにおきまして、教育長のほうが一コマ講義をされたというようなことでございま

す。 

それから５月２０日でございますが、株式会社やまえの取締役会並びに株主総会

を開催をさせていただきました。人吉新聞等で報道はなされているということであ

りますけれども、本年２８年度に限っては、１,０００万１,３２１円だったと思い

ますが、の黒字が出ております。今年は黒字が出る予想でありましたので、社員に

も期末手当としてですね、１７０万円ぐらいを配付しているというようなことであ

りましたけれども、さらにそういうことを励みにしながらですね、通算ではまだ

１,０００万円以上の赤字は残っているという状況でありますので、その赤字解消

に向けてですね、また取り組んでいくということになります。村民の皆様、議会の

皆様、変わらぬですね、ご愛顧をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

それから５月２１日でありますけれども、山田小学校、万江小学校の運動会に参

加した後、午後は（株）やまえのですね、出荷協議会の総会に参加をいたしてきま

した。長年勤められた川村出荷協議会長が勇退をされ、新しく蕨野正信会長が決ま

ったというようなことでございます。 

それから、５月２３日から２４日にかけまして、全国森林環境税創設総決起大会

並びに全国治水砂防協会の通常総会及び全国治水期成同盟連合会の通常総会に参加

をしてまいりました。特に全国森林環境税創設総決起大会でございますが、全国町
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村会館の２階で開催されたわけでありますけれども、２階の会場が満席になりまし

て、いつになく活気に満ちたものでありました。と申しますのも、本年末に向けて

ですね、新しく森林環境税の創設が期待をされているところであります。これはち

ょっと後ほど詳しくお伝えしたいと思いますけれども、非常に活気に満ちた総決起

大会でありました。 

それから５月２６日は、本村の総合エネルギー検討委員会を開催しました。ま

た、山江村の商工会の通常総会が行われております。 

５月２８日でございます。山江村消防団の第６回のポンプ操法大会が行われまし

て、第４分団が優勝したところであります。議員の皆様方にもたくさん参加をいた

だき、感謝を申し上げるところでございます。 

それから５月３０日は、全国簡易水道大会のほうに３０、３１日と長崎で開催さ

れましたので参加をしております。山江村、本年で終了しますけれども、簡易水道

の補助金を尾崎の椎屋地区の簡易水道に予算をもらうようにしておりますので、水

道大会のほうに参加しているわけでありますが、これも前回申し述べたことかもし

れませんが、現在、簡易水道がですね、特別会計から公営企業会計へ移行するとい

うようなことを総務省、厚労省とも申しております。どういうことかと言います

と、公営企業法は、基本的には独立採算制でやりなさいというようなことになりま

して、一般会計からの繰り入れにつきましては、極力抑えなさいということになり

ます。ということになりますと、水道の使用料だけで全てを運営しなくてはいけな

いというようなことになるわけであります。到底そういうことがその簡易水道を抱

える全国の小さな自治体で可能なわけではなく、その付近については、何らかの手

立ても必要かということであります。そういう意見も交わされたというような大会

でございました。 

それから６月２日は、平成２９年度の人吉球磨管内の主要事業説明会が振興局、

また県南本部も参加の中に行われております。もろもろと各課部長から２９年度の

事業について説明があったところでありますけれども、また特徴的なものは、山江

村がですね、今回、中山間の指定を受けてその事業に取り組むというようなことで

ございます。 

それから６月４日ですが、球磨郡のＰＴＡ研究集会が山江村で行われておりま

す。私参加して歓迎のあいさつを述べたところでございます。 

それから６月５日であります。これは自民党の定例会とそれから記念講演がござ

いました。「日本の未来を切り拓く政治セミナー」というのが開催されておりま

す。議員の方にも４名ほど参加をいただいておるということでございます。大変あ

りがとうございました。 
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あと引き続き、４月以降ですね、３カ月程度しかたっておりませんけれども、い

ろんな動きがあってございますので、その動きについてご紹介をおつなぎをしたい

と思います。 

まず、地方創生絡みで、山村活性化支援交付金事業の動きでございます。これに

つきましては、県の１００％の交付金事業でございまして、本年度でいよいよ最終

年度の３年目を迎えるというようなことであります。この迎えることによって、今

までいろんな山江栗の生産、それから加工、それから包装等の検討、そして流通を

検討してまいったところでありますけれども、一応その付近が栗まつりを行い、ま

た生産向上委員会もでき、流通もですね、今頑張ってやっているところであります

けれども、もう一つの動きとして、海外へ輸出を試みたいというような取り組みを

行わせてもらいます。栗の本場であるフランスの人に山江栗の商品の評価を見てみ

たいということで、今回、６月２１日から６月２７日まで四泊六日、活動は４日間

になるわけでありますけれども、山江の栗の商品を持って行って評価を見るという

ことであります。これにつきましても、松村経産副大臣とのやり取りの中で協力も

得ることができました。フランスの大使館の職員もですね、その同行をさせたいと

いうようなことも申し出ていただいているところでありますが、どういうことをや

るかということでありますが、現地での物産展に参加しまして、テスト販売をやっ

てみます。セボンジャパンというような物産展、イベントに対しまして山江栗の販

売を行うと。商品の味、価格、パッケージ等について、消費者の反応、意見等を直

接リサーチを行ってまいります。それから、現地の高級レストラン、菓子店等に商

材のサンプルを提供しまして、モニタリングを実施をさせていただきます。もちろ

ん山江村今まで開発しましたユズの粉末もありますので、そのサンプルも一緒に現

地企業を介して、そういう高級レストラン、菓子店等に提供してみたいと思ってお

ります。 

それから帰国後は、フォローアップ事業といたしまして、上記の二つの取り組み

に対しまして、その成果や反応につきまして、プレリリースやホームページを介し

て広く広報を行ってまいりますと同時に、報告会をやろうというようなことを呼び

掛けております。現地の消費者の意見を基に、味やパッケージ等の見直しについて

の検討も含めて、報告会も開催させていただきたいと思います。 

参加します人員でありますが、県庁出身の五木の商品をフランスに届けた山うに

豆腐ですね、今フランスで非常に人気だそうですけれども、その久保田さんとい

う、元県職員の会社でありますが、その人を通じまして山江村物産館の川村副支配

人、それからやまえ堂の中竹社長、それから役場からは中村担当が参加する、４人

で参加してくるということであります。もろもろとフランス今事件等も起きている
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ところでありまして、あまりあちこちは用心しながらですね、しっかりと成果を出

してきていただきたいと思うものでございます。 

それから、先ほど申し上げました森林環境税の創設の件でございます。これは自

民党の税制調査会におきましては、地球温暖化の対策の一環として、市町村の森林

整備を支援する森林環境税を創設しましょうという方針を固めておられるというこ

とでありまして、いよいよ山場がさしかかってきているということであります。税

額について、また導入時期などについて、具体的な制度設計を行う。また２０１８

年度改正で結論を得るということでありまして、詳細は今後煮詰めるということに

なっております。ただ１２月には、しっかりとこの中身が見えてこようかと思って

いるところであります。もちろんこの森林環境税でありますが、農業もそうであり

ますけれども、非常に農業、林業とも本村の基幹産業であり、農業立村、林業立村

をどうやって目指していくかという中にあり、今回の森林環境税の創設の動きは、

大変ありがたく思っているところであります。当然林業の再生はですね、木材価格

の低迷をしておりましてですね、これ外国産材が７０％程度だと思いますが、まだ

入ってきているということで、その競争にさらされ、どんどん安くなってきている

というような問題は、構造的な問題でありますので、単独の市町村ではとても対応

できる問題ではないということで、国策としてその振興策に期待をしているという

ことは、この場で何度も申し上げてきているところであります。そのことにつきま

して、今回やっとその日の目を見るのかなという気がいたしております。山江村議

会におきましても、森林環境税創設の議員連盟に加入をしていただいているところ

でありますので、一緒になって更なるご協力もお願いしたいと思っているところで

ございます。 

この提案に当たりまして、大会に当たりまして、来賓あいさつとして、それぞれ

の関連の国の議員の皆さん方が発言をされました。野田毅、この方は熊本県の自民

党の税制調査会会長でありますけれども、本年度末には税制を発足させたいという

ことであります。使い道についてはですね、市町村でしっかり考えてほしいという

ようなことを言われました。 

また、石破前地方創生大臣でありますけれども、３１年前に水源税として発足と

いいますか、としてこういう話が持ち上がったのが、３１年後、やっとここにきて

森林環境税が創設の動きがあるというようなことでありまして、ＣＬＰの活用、積

極的に高くてもそういう木材を活用して、自治体から活用していく。また、有害鳥

獣の問題としてジビエの問題等をどうするかという問題も考えてほしい。要する

に、森林がですね、具体的に言いますと、山江村の山林がどうしたら金を生んでい

くのかというような課題について、地元のほうで内なる課題と向き合って、その解
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決方策を見つけてほしいというようなことであります。この森林環境税が創設され

ますと、森林がある市町村に交付されるというようなことになっているようであり

ますので、しっかりとその事業対策をなされたところから優先的にまた交付金であ

りますのでなされるのかなという気がいたしております。 

帰りまして、私職員にも、この問題は産業振興課だけの問題ではなく、我々が住

む山江村全体の問題だとして、職員全体でこの課題については考えていこうではな

いかというような呼び掛けをさせてもらったところでございます。 

それからもう一つは、山江未来塾１００人委員会の動きであります。これは昨年

の４月２７日にシンポジウムを開催しまして、それ以降、１００人委員会が動き出

したということであります。これまで９部門に分かれまして、全体で６１回のです

ね、ワークショップ等々の話合いがなされてきました。これは話合いをして政策提

言をお願いしますというものではなく、当然、できるものは１００人委員会の委員

さん方で実践をしていってもらうというような目途を持っているわけでございま

す。そういうことから、先般は、時代の駅朝市として、４月２３日に時代の駅前広

場において行われました。中身は山江のおいしい米とタマゴを使ったタマゴご飯セ

ット、これに味噌汁ですが、ある意味では非常に贅沢にも思いますけれども、そう

いう提供をはじめとしまして、１０店舗の出店者の中に２００人が参加されたとい

うようなことであります。野菜や米や山菜、苗やアクセサリーも出たということで

ありますし、フリマのほうの洋服とかぜんざいとか朝食セットは、先ほど申し上げ

ましたタマゴご飯セットでありますが、も出されながら非常ににぎわったと伺って

おります。売り上げが１４万円程度あったというようなことでございまして、完売

する店舗も見られたと。来場者の中からは、定期的な開催を要望する声があったと

いうことで、さらに定期的にすると、それを目処としてですね、村内だけではな

く、村内外からいろんな方が客足が伸びるということが予想されるところでござい

ます。朝市ののぼりをつくったりされておりましたけれども、そういうものを増や

し、県道沿いに出店を可能な限りするなど、軽トラ市も含めた出店者を増やしなが

らのにぎわった朝市をやっていければと思っているところであります。 

いずれにしましても、今のは食の提供部会の話でありますけれども、また八つの

部会がそれぞれ検討を行っております。この件につきましては、６月１８日、今月

の１８日でありますけれども、その中間発表としてシンポジウムを計画をいたして

おります。未来塾に参加をいただいております村民の皆様に本当に感謝をいたすと

ころでありますけれども、同時に、さらに住民の方の参加による村政といいます

か、地域づくり、住民主役の村政のあり方、地域づくりのあり方を目指し、また支

援もしていきたいと思っているところでございます。 
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それから、先ほど県の振興局が主要事業の説明会を行われた折に、山江村として

は本年、万江地区で集落営農が設立される、６月２４日を予定しておりますけれど

も、ある意味では、今後の山江村の農政を占う画期的な一日でもあろうかと思いま

す。そういうこともありまして、以前よりお願いをしておりましたけれども、県の

ほうで中山間農業モデル地区支援事業というのを山江村に持ってきていただきまし

た。このモデル地区におきましては、県内の１１カ所で設置予定されているという

ことであります。中山間地域でも条件の厳しい地域を選定され、それから地域とと

もに地区の農業ビジョンを作成して、目標達成のために関連事業を起こしていくと

いうことであります。 

概要としてはですね、県庁の農林水産部に本庁中山間地域農業支援プロジェクト

チームを置かれます。と同時に、各広域本部及び各地域振興局ごとに中山間地域農

業支援プロジェクトチームを設置をされます。このプロジェクトチームとともに、

山江村の今回の集落営農の方々がいろんな話合いをしていくというようなことにな

ります。モデル地区の農業ビジョンづくりの支援及びその実現に向けて技術支援を

行うというようなことになっております。球磨管内は一カ町村だけでありまして、

山江村の万江地区に内定をしているところでありまして、今後は話合い活動やビジ

ョンづくりに向けた取り組みが行われていくということになります。目指すは、高

単価が見込める作物の掘り起こし、圃場の整備、施設の導入等、地域の将来像を具

体化するための取り組みを進めていくということであります。ビジョンづくりに対

しましては、３０万円から５０万円の予算が来ますし、基盤の整備におきまして

も、事業種ごとに事業費をつくられますし、施設の整備費におきましては、これは

１０アール当たり１５０万円、これ２分の１だったと思いますけれども、の助成が

あるというようなことでございます。 

いずれにいたしましても、今回の集落営農を是非成功に導きながら、末ゆくはで

すね、やはり山田地域のほうにもこの農業法人化、同じような状況でありますの

で、また山田地域の方々と農業者のみならず地域住民の方々を巻き込みながら、こ

の地域の農業のあり方、また地域そのもののあり方について、話合いをしていただ

ければなと思っているところでございます。 

最後になりますが、平成２９年事業、先ほど申し上げましたとおり、始まったば

かりでございますが、この間、役場各課との打ち合わせを行いまして、職員には自

分の担当業務の工程表を作成させております。そしてその進捗状況をチェックをさ

せながら、課長を中心に、組織として事業推進に当たるように指示をしているとこ

ろでございます。また、年度途中から新規事業が始まるということも当然考えられ

ますので、臨機応変に対応するということを求めているところであります。 
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いずれにしましても、低迷する農産物や木材価格による農林業の苦しい現状もま

だまだ続いております。そういう地方経済がなかなか活性化しないという状況の中

ではあり、また今後、高齢化、介護社会への対応、暮らしへの対応としてですね、

暮らしへの不安を抱えていらっしゃる方々もたくさんおられます。山江村の産業振

興をどうするか、医療介護の不安を取り除く福祉の現場をどう充実をさせていくの

か、道路、橋梁をはじめ防災対策としての生活環境も整備しなくてはいけません

し、新しい社会へ向けて、今や第４次産業革命の時代と言われておりますから、そ

の時代へ向けての人材育成等々、課題をしっかり直視する必要があろうかと思いま

す。村民の皆様が村づくりの主役となる場である山江未来塾も２年目を迎え、実践

活動も始まろうかと思っております。今後ともさらに村民の所得の向上、暮らしや

すい福祉の充実、生活環境の整備、村民が輝く人材育成を柱に、村民の皆様ととも

に現場をしっかり見据えながら、全力で取り組んでまいります。改めまして、議員

並びに村民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

本日、村長提案の議案は、繰越明許費の報告が２件、専決処分が９件、同意案件

が２件、条例制定案件が１件、条例の制定が１件、公共工事請負変更契約が１件、

補正予算が３件の計１８件でありますが、どうぞ慎重にご審議いただきまして、よ

ろしくご決定賜りますようお願いを申し上げ、あいさつといたします。ご清聴あり

がとうございます。 

○議長（秋丸安弘君） これで、村長の行政報告、あいさつが終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 開会宣言 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから、平成２９年第３回山江村議会定例会を開会いた

します。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（秋丸安弘君） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。 

山江村議会会議規則第１２４条の規定によりまして、３番、森田俊介君、４番、

西孝恒君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

本件につきまして、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 
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議会運営委員長、松本佳久議員。 

○議会運営委員長（松本佳久君） それでは、報告いたします。 

平成２９年第３回山江村議会定例会につきまして、去る５月２９日、議会委員会

室にて議会運営委員会を開催し、本議会定例会全般について協議いたしておりま

す。決定しておりますことをご報告申し上げます。 

会期につきましては、本日６月７日から９日までの３日間としております。本日

は開会、提案理由の説明後、議案審議をすることにしております。８日は一般質問

で、６名の議員より通告が出ており、終了後散会としております。発言の順序は事

前にくじ引きで決定している順で、時間については、質問、答弁を含めて６０分と

なっております。３日目、９日に質疑、討論、表決を行い、閉会ということに決定

しております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） これで、議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

お諮りいたします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することに

ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程第２、会期の決定については、議会運営委員会委員長の報告のとおり決定い

たしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第７号 山江村債権管理条例の制定について（平成２９年第１回議会

定例会付託案件の総務文教常任委員長報告） 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第３、議案第７号、山江村債権管理条例の制定

について（平成２９年第１回議会定例会付託案件の総務文教常任委員長報告）を議

題とし、委員長の報告を求めます。 

４番、西孝恒議員。委員長は答弁席からお願いします。 

○４番（西 孝恒君） それでは、議案第７号について報告します。 

平成２９年６月７日、山江村議会議長、秋丸安弘様。山江村議会総務文教常任委

員会委員長、西孝恒。 

委員会審査報告書。 

平成２９年第１回議会定例会で、本委員会に付託された事件は、閉会中の継続審

査の結果、次のとおり決定しましたので、山江村議会会議規則第７６条の規定によ

り報告します。 

記 
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事件の番号、議案第７号。 

件名、山江村債権管理条例の制定について。 

当委員会は、４月２６日、５月９日、５月２５日のいずれも午前中に３回、委員

会会議を開催し、議案について審査、協議いたしました。委員会審査の結果は、委

員全会一致で別紙のとおり修正議決すべきものと決定しました。なお、別紙のとお

り修正案として、まず原案の第２条第１項第８号の「債権管理者、村長を言う。」

のところを削除し、その後の条文中にある「債権管理者」のところを「村長」に改

めるものであります。 

次に、原案の第１５条は第１６条へ改め、新たに第１５条には「報告の義務とし

て、村長は債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなけれ

ばならない。」と加えております。 

また、附則の施行期日を平成２９年４月１日から平成２９年７月１日へ改めるも

のです。 

以上、報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第１５号 山江村営住宅条例及び山江村特定公共賃貸住宅管理条例の

一部を改正する条例の制定について（平成２９年第１回議

会定例会付託案件の産業厚生常任委員長報告） 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第４、議案第１５号、山江村営住宅条例及び山

江村特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について（平成２９年

第１回議会定例会付託案件の産業厚生常任委員長報告）を議題とし、委員長の報告

を求めます。委員長は答弁席より報告をお願いいたします。 

横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） それでは、議案第１５号について報告します。 

平成２９年６月７日、山江村議会議長、秋丸安弘様。山江村議会産業厚生常任委

員会委員長、横谷巡。 

委員会審査報告書。 

平成２９年第１回議会定例会で、本委員会に付託された事件は、閉会中の継続審

査の結果、次のとおり決定しましたので、山江村議会会議規則第７６条の規定によ

り報告します。 

記 

事件の番号、議案第１５号。 

件名、山江村営住宅条例及び山江村特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する

条例の制定について。 
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当委員会は、４月２６日午前９時から、５月９日午前１０時からの２回、委員会

会議を開催し、議案について協議いたしました。委員会審査の結果は、委員全会一

致で別紙のとおり修正議決すべきものと決定をしました。審査結果の付帯意見とし

て、「山江村債権管理条例の制定に伴い、債権員の根拠となる住宅使用料徴収に万

全を尽くし、遅延無きよう努力されたい。」という意見を付けております。なお、

別紙に修正案として、附則の条例施行日を「公布の日から施行する。」のところを

「山江村債権管理条例制定の関係から７月１日から施行する。」に修正するもので

あります。 

以上、報告いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 報告第１号 平成２８年度繰越明許費（一般会計）の報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第５、報告第１号、平成２８年度繰越明許費

（一般会計）の報告についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、報告第１号についてご説明を申し上げます。 

平成２８年度繰越明許費（一般会計）の報告についてでございます。 

平成２８年度繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より、山江村一般会計予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告させてもらうもの

でございます。 

平成２９年６月７日提出、村長でございます。 

提案理由でございます。繰越明許費につきましては、地方自治法施行令の規定に

基づき、議会に報告する必要がありますので、提案をさせてもらうというものでご

ざいます。 

１枚開けていただきますと、平成２８年度山江村繰越明許費繰越計算書（一般会

計）の表がございます。横に款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、そして左の財

源内訳となっておりますが、まず、１番目に総務費、総務管理費、地方創生拠点整

備交付金事業５,１８０万円、繰越額が５,１８０万円でございます。財源内訳は、

国庫支出金が２,１６５万円、地方債が２,０００万円、一般財源が１,０１５万円

となっております。 

次に、総務費、戸籍住民登録費、マイナンバーカード交付事業でございます。こ

れにつきましては、金額８５万４,０００円に対しまして、２８万５,０００円を繰

り越すというものでございます。内訳は、国庫補助金が２８万５,０００円でござ

います。これにつきましては、県の繰越金に基づきまして繰り越すということであ

りますが、マイナンバーカードの伸び悩みによりまして、県のほうが繰り越しをし
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たというようなことでございます。当初の地方創生整備交付金事業は、年度末に交

付金が確定されたということに伴いまして、具体的に言いますと、交付決定が２９

年２月２４日であったということに伴いまして、繰り越すというものでございま

す。 

３番目でございます。農林水産業費、項は農業費でございます。事業名が栗選果

施設整備負担金であります。金額が２７２万円、翌年度繰越額が２７２万円でござ

いますが、これはＪＡが整備をします栗の剪定、集荷設備につきまして、各市町村

が補助金を出すというものでありますけれども、熊本地震により工事作業員等が確

保できなかったというような事情を聞いておりまして、先般５月２７日にその竣工

がなされたということでございますが、竣工が終わった後に、その補助金でありま

すので支出するということでございますので、全額繰り越しをするということでご

ざいます。 

次に、土木費、道路橋梁費、村道山江錦線歩道新設事業でございます。１,６２

５万円の事業に対しまして、繰り越しが同じく１,６２５万円でございます。内訳

は、国庫支出金が１,０５０万円、地方債が４７０万円、一般財源につきまして

は、１,００５万円となっております。これにつきましては、民有地の土地がです

ね、売買がなされようとしておりまして、その売買につきましての経緯を見守って

きたところであります。ただ、その民民間による売買につきましては破棄をされ、

新たに役場と売買契約をしたというような経緯もございまして、事業着手が土地の

購入ができなかった、遅延したということに伴いまして繰り越しをさせていただく

というものでございます。 

続きまして、土木費、道路橋梁費、村道県道下段線下之段橋の下部工でございま

す。金額が１億２,９３８万４,０００円に対しまして、繰り越しが７,８３８万４,

０００円でございます。内訳につきましては、２,３７１万円が国庫でございま

す。地方債が５,４６０万円でございまして、一般財源としては７４０万円を充て

ているというようなことでございます。これにつきましてもですね、熊本地震の関

係で機械、資材がなかなかそろわなかったという事情がございます。そのことに伴

いまして、今回その分につきまして繰り越しをさせていただくということでござい

ます。 

それから次に、土木費、道路橋梁費、村道新小山田人吉線舗装補修事業でござい

ます。１,７６０万円に対しまして１,０８０万円を繰り越したということでござい

ますが、財源内訳といたしまして７２１万円を国庫、地方債として３１０万円、一

般財源は４９万円を充てているところであります。これにつきましても地震の関係

で、なかなか資材、人員等がそろわなかったと同時に、これには県の指導等もござ
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いまして、慌てて工事をして劣悪な工事状況等もないようにと、適切な予定価格の

設定などを踏まえてですね、地域の実情に応じた工期を設定しなさいという指示も

あっております。そのことに伴いまして、今回繰り越しをさせていただくというも

のでございます。 

次に、土木費、道路橋梁費、村道吐合宇那川線防災事業でございます。事業費に

つきましては、１,５０２万４,０００円でございまして、繰り越しは全額の１,５

０２万４,０００円を繰り越すというものでございます。財源内訳といたしまして

国庫が５４６万円、地方債が４５０万円、そして一般財源として５０６万４,００

０円を充てるものでございます。これにつきましても同様でございます。平成２８

年１２月の国の追加補正対象となりまして、１２月議会で補正予算を計上させても

らいまして、事業を追加したというものでございます。今、設計業務といいます

か、委託業務の測量調査の期間をやっております。山腹の転石などの大きさの位置

や状況などを調査中でありまして、測量、調査及び工事完了まで不測の日数を要す

るということが判明しましたので、今回繰り越しをお願いするものでございます。 

次に、土木費、住宅費、西川内地区公営住宅建設事業でございます。７,５３９

万４,０００円に対しまして、４,２９２万円を繰り越しさせていただくというもの

でございます。財源内訳でありますが、国庫が２,９２５万円、地方債が 1,３６０

万円、一般財源は７万円としておるところでありますが、これは前の議会で議論さ

せていただいたとおりでありまして、ここに来てやっと完成を竣工を迎えようかと

いうことでございます。 

以上の８事業につきまして、繰り越しをさせていただくというものでございま

す。 

平成２９年６月７日提出、山江村長、内山慶治でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本議員。 

○１０番（松本佳久君） ただいま村長より提案理由を説明していただきましたが、一

部の金額、特に一般財源については、この表に書いてあるのと違っているのではな

いかと思いましたが、間違いであれば訂正をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 今、私も気付きませんでしたが、総務課長のほうが気付いてお

りまして、款が土木費、項が道路橋梁費でございます。ご指摘のとおり、一般財源

を私１,０５０万円か５万円と言ったんですかね、と言ったと思いますが、ここに

記載してあるとおり１０５万円でございますので、訂正してご了解をよろしくお願
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いします。 

何か読み上げてると、何か自分では気付かないもんですから、大変失礼いたしま

す。そして次の土木費、道路橋梁費でございます。村道県道下段下之段橋下部工

（Ａ１・Ｐ１）事業でございますが、ここのところの一般財源を７４０万円と読ん

だそうでありますが、７万４,０００円が正解でありますので、大変失礼をいたし

ました。訂正して、ご理解をよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 報告第２号 平成２８年度繰越明許費（特別会計ケーブルテレビ事業）の

報告について 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第６、報告第２号、平成２８年度繰越明許費

（特別会計ケーブルテレビ事業）の報告についてを議題とし、提案者の説明を求め

ます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 大変失礼いたしました。今回は間違えないように読み上げま

す。報告第２号でございます。 

平成２８年度繰越明許費（特別会計ケーブルテレビ事業）の報告についてでござ

います。 

平成２８年度繰越明許費について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

よりまして、山江村特別会計予算に係る繰越明許費を別紙のとおり報告するという

ものでございます。 

平成２９年６月７日提出であります。村長名でございます。 

提案理由でございます。繰越明許費についても、地方自治法施行令の規定に基づ

き報告する必要がありますので、提案をさせてもらうというものでございます。 

１枚開けていただきますと、平成２８年度山江村繰越明許費繰越計算書（特別会

計ケーブルテレビ事業）でございます。この繰り越しにつきましても、横に款、

項、事業名、金額、翌年度繰越額、左の財源内訳として、記、収入、特定財源、未

収入の特定財源として、国庫支出金、次に地方債、次にその他、該当しないものを

一般財源といたしております。款の事業でありますが、２のケーブルテレビ事業費

でございます。次に、項につきましては、１のケーブルテレビ事業費でございま

す。事業名が西川内地区公営住宅ケーブルテレビ引込事業でございます。金額が１

３９万円でございまして、繰越額も同じく１３９万円でございます。財源内訳につ

きましては、全額一般財源でございまして１３９万円でございます。合計につきま

しても同様でございます。この理由につきましては、先ほどの西川内の公営住宅の

整備に伴いまして、このケーブルテレビの引込事業を行いますので、完成後、この
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事業を行うというものでございますので、今回繰り越しを提案させていただくとい

うものでございます。 

平成２９年６月７日提出、村長でございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時２５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１７分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 承認第２号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度山

江村一般会計補正予算（第８号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第７、承認第２号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（平成２８年度山江村一般会計補正予算（第８号））を議題とし、提案

者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第２号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでご

ざいます。 

平成２９年６月７日提出でございます。 

提案理由でございますけれども、地方揮発油譲与税等が平成２９年３月末日に確

定をいたしました。そのために平成２８年度山江村一般会計補正予算（第８号）を

専決処分をさせていただいたというものでございます。 

１枚めくってもらいますと、専第１号でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村一般会計補正予

算（第８号）を別紙のとおり専決処分するというものでございます。この専決処分

につきましては、平成２９年３月３１日に行わせてもらったものでございます。 
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それでは、専第１号でございます。 

平成２８年度山江村一般会計補正予算（第８号）でございます。 

平成２８年度山江村の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる

とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１,８３３万３,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３６億８,９７２万６,０００円とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

先ほど申し上げました２９年３月３１日に専決をさせてもらったものでございま

す。 

内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） それでは、専第１号、平成２８年度山江村一般会計補正予

算（第８号）について説明申し上げます。 

補正前の額に歳入歳出それぞれ１,８３３万３,０００円を追加いたしまして、歳

入歳出の総額をそれぞれ３６億８,９７２万６,０００円とするものでございます。 

補正の主な内容について申し上げます。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正。歳入でございます。

２、地方譲与税５９２万６,０００円、５、株式等譲渡所得割交付金２９万２,００

０円、６、自動車取得税交付金３６２万８,０００円、１０、地方消費税交付金１,

７２５万６,０００円の追加につきましては、譲与税交付金等の確定によるもので

ございます。 

２ページをお開きください。１３、国庫支出金４８８万６,０００円、１４、県

支出金３４５万１,０００円の減額につきましては、補助金等の確定によるもので

ございます。 

３ページをお開きください。歳出でございます。２、総務費１,２８３万４,００

０円の減額は、一般管理費６５７万円、企画情報費１９０万円の減額、３、民生費

２,０１３万７,０００円の減額は、障害者福祉費５１９万円、老人福祉費５４６万

円、児童措置費３９７万４,０００円の減額が主なものでございます。４、衛生費

８０８万４,０００円の減額は、子育て支援事業費３３７万１,０００円の減額、

５、農林水産業費４５２万６,０００円の減額は、農業振興費１８６万３,０００円

及び林業振興費８４万７,０００円の減額が主なものでございます。６、商工費１

２２万１,０００円の減額は、商工費４６万円、観光費２３万５,０００円の減額、
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８、消防費１２５万２,０００円の減額は、非常備消防費６１万１,０００円及び防

災行政無線維持管理費５１万９,０００円の減額が主なものでございます。１２、

予備費に不用額６,７１１万７,０００円を追加するものでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 承認第３号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度山

江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第８、承認第３号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号））

を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第３号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

平成２９年６月７日提出でございます。 

提案理由でございますが、前期高齢者交付金等が平成２９年３月末日に確定をい

たしました。そのために平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第５号）を専決処分させていただいたというものでございます。 

めくっていただきますと、専第２号でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計国民健

康保険事業補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分するというものでございま

す。平成２９年３月３１日に専決させてもらったものでございます。 

それでは、専第２号でございます。 

平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）でございま

す。 

平成２８年度山江村の特別会計国民健康保険事業補正予算（第５号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ１,０６３万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６億４３０万７,０００円とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 
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同じく平成２９年３月３１日に専決させてもらったものでございます。 

内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第２号について説明いたします。 

補正前の額６億１,４９３万７,０００円から１,０６３万円を減額し、歳入歳出

それぞれ６億４３０万７,０００円とするものでございます。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、１、国民健康保険税につきましては、８８万８,０００円の減額であ

ります。３、国庫支出金につきましては、負担金等の額が決定したことにより１８

９万３,０００円を増額するものでありまして、療養給付費負担金３５９万８,００

０円の増額が主なものであります。４、療養給付費交付金につきましては、１６万

１,０００円を増額するものであります。５、前期高齢者交付金につきましては、

４９４万１,０００円を減額するものであります。６、県支出金につきましては、

負担金等の額が決定したことにより１９４万８,０００円を増額するものでありま

して、財政調整交付金１７８万円の増額が主なものです。７、共同事業交付金につ

きましては、交付額が決定したことにより８４９万４,０００円を減額するもので

ありまして、保険財政共同安定化事業交付金５９０万１,０００円の減額が主なも

のであります。９、繰入金を４６万３,０００円減額し、１１、諸収入を１５万４,

０００円増額するものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、１、総務費につきましては、

３万円を減額するものであります。２、保険給付費につきましては、給付実績によ

りまして１,９９２万４,０００円を減額するものであります。３、後期高齢者支援

金等につきましては、実績額により７７１万６,０００円を減額するものでありま

す。６、介護納付金につきましては、２０２万７,０００円を減額するものであり

ます。７、共同事業拠出金につきましては、実績額により６６９万９,０００円を

減額するものでありまして、保険財政共同安定化事業拠出金６５８万９,０００円

の減額が主なものであります。８、保険事業費につきましては、特定健康診査の実

績等により７１万４,０００円を減額するものであります。１１、諸支出金の保険

税還付金を２１万３,０００円減額し、予備費を２,６６９万３,０００円増額する

ものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 承認第４号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度山

江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）） 



 － 30 －

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第９、承認第４号、専決処分事項の承認を求めるこ

とについて（平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号））を議

題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第４号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

平成２９年６月７日、本日提出でございます。 

提案理由でありますが、水道使用料が平成２９年３月末日に確定をいたしたため

に、平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）を専決処分させ

ていただいたというものでございます。 

専第３号でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計簡易水

道事業補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分するとしたものでございまし

て、平成２９年３月３１日に処分させてもらったということでございます。 

そして専第３号でございます。 

平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計簡易水道事業補正予算（第５号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出そ

れぞれ６０万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

７,６８７万４,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。地

方債の補正につきましては、第２条地方債の変更は「第２表 地方債補正」による

というものでございます。 

同じく２９年３月３１日に専決させていただいたというものでございますが、内

容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、専第３号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、使用料、水道使用

料（現年度分）５０万円を減額するもの。村債、工事完了に伴い、簡易水道事業債
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を１０万円減額しまして、歳入合計、補正前の額から６０万円を減額しまして、１

億７,６８７万４,０００円とするものでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、簡易水道施設運営費、消費税確定に伴う中間納

付分６０万円を減額しまして、歳出合計１億７,６８７万４,０００円とするもので

ございます。 

３ページをご覧ください。地方債の補正、第２表。簡易水道事業でございまし

て、補正前の限度額１,１３０万円を補正後の限度額１,１２０万円とするものでご

ざいます。起債の方法等は、記載内容のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 承認第５号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度

山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１０、承認第５号、専決処分事項の承認を求める

ことについて（平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５

号））を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第５号について説明を申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告しまして、その承認を求めるというものでござい

ます。 

本日提出でございます。 

提案理由でございますが、農業集落排水施設使用料が平成２９年３月末日に確定

をしたため、平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）を

専決処分させてもらったというものでございます。 

１枚開けてもらいますと、専第４号でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計農業集

落排水事業補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分するというものでございま

して、平成２９年３月３１日に専決させてもらったということでございます。 

次に、専第４号でございますが、平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業

補正予算（第５号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計農業集落排水事業補正予算（第５号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 
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歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５９万円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

４,１８３万３,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

２９年３月３１日に専決させてもらったものでございます。 

内容につきましては、建設課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、専第４号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、使用料、農業施設

使用料を５９万円増額し、歳入合計、補正前の額に５９万円を増額しまして、１億

４,１８３万３,０００円とするものでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、総務管理費、消費税確定に伴う中間納付分４５

万円を減額するもの。農業集落排水施設管理費、工事費、光熱費等の不用額７０万

円を減額するもの。予備費１７４万円を増額しまして、歳出合計、補正前の額に５

９万円を増額しまして１億４,１８３万３,０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 承認第６号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度

山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１１、承認第６号、専決処分事項の承認を求める

ことについて（平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号））を

議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、承認第６号についてご説明を申し上げます。 

同様に専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

本日提出でございます。 

提案理由でございますが、介護保険料等が平成２９年３月末日に確定をいたしま

したために、平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第５号）を専決

処分させてもらったというものでございます。 

次に、専第５号でございます。 

専決処分書。 
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地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計介護保

険事業補正予算（第５号）を別紙のとおり専決処分するというものでございます。

平成２９年３月３１日に専決させてもらったというものでございます。 

次に、予算でありますけれども、専第５号、平成２８年度山江村特別会計介護保

険事業補正予算（第５号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計介護保険事業補正予算（第５号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,８

４５万３,０００円を減額をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億４,０２５万５,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

平成２９年３月３１日に専決させてもらったというものでございまして、内容に

つきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第５号について説明いたします。 

補正前の額４億５,８７０万８,０００円から１,８４５万３,０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ４億４,０２５万５,０００円とするものであります。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、１、保険料につきましては、介護保険料の額が確定したことによりま

して１３３万８,０００円を減額するものであります。３、国庫支出金につきまし

ては、負担金等の額が決定したことにより３６４万５,０００円を減額するもので

ありまして、介護給付費負担金２９２万２,０００円の減額が主なものでありま

す。４、支払基金交付金につきましては、７７２万６,０００円を減額するもので

あります。５、県支出金につきましては、負担金等の額が決定したことにより３３

２万９,０００円を減額するものでありまして、介護給付負担金３１０万２,０００

円の減額が主なものです。７、繰入金につきましては、一般会計からの繰入金を２

４０万９,０００円減額するものであります。９、諸収入につきましては、６,００

０円を減額するものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、１、総務費につきましては、

認定調査費等の額の確定により２６万１,０００円を減額するものであります。

２、保険給付費につきましては、介護サービス給付費等の実績によりまして３,４

７３万４,０００円を減額するものであります。居宅介護サービス給付費１,０５８

万円、施設介護サービス給付費１,３８０万１,０００円の減額が主なものでありま
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す。４、地域支援事業費につきましては、事業実績によりまして１７２万９,００

０円を減額するものであります。８、予備費につきましては、１,８２７万１,００

０円を追加するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 承認第７号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度

山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１２、承認第７号、専決処分事項の承認を求める

ことについて（平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３

号））を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第７号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

本日提出でございます。 

提案理由でございます。後期高齢者医療保険料等が平成２９年３月末日に確定を

いたしましたため、平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第

３号）を専決処分させてもらったというものでございます。 

開けていただきまして、専第６号でございます。 

専決処分書。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計後期高

齢者医療事業補正予算（第３号）を別紙のとおり専決処分するというものでござい

ます。平成２９年３月３１日に専決処分させてもらったというものでございます。 

次に、専第６号でございます。平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業

補正予算（第３号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１３

万８,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,２

０２万５,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

同じく平成２９年３月３１日に専決させてもらったというものでございます。 
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内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、専第６号について説明をいたします。 

補正前の額３,３１６万３,０００円から１１３万８,０００円を減額し、歳入歳

出それぞれ３,２０２万５,０００円とするものであります。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、１、後期高齢者医療保険料につきましては、保険料の額が確定したこ

とにより９７万４,０００円を減額するものであります。２、使用料及び手数料に

つきましては、督促手数料の減額により６,０００円を減額するものであります。

３、繰入金につきましては、事業実績によりまして一般会計からの事務費繰入金を

１０万５,０００円減額するものであります。５、諸収入につきましては、５万３,

０００円を減額するものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、１、総務費を１０万５,００

０円減額するものでありまして、需用費等の実績による減額であります。２、後期

高齢者医療広域連合納付金につきましては、９１万７,０００円を減額するもので

あります。被保険者保険料負担金の確定によるものであります。３、諸支出金を５

万１,０００円、４、予備費を６万５,０００円減額するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 承認第８号 専決処分事項の承認を求めることについて（平成２８年度

山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１３、承認第８号、専決処分事項の承認を求める

ことについて（平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４

号））を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第８号について説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

本日提出でございます。 

提案理由でございますが、ケーブルテレビ使用料が平成２９年３月末日に確定を

したために、平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）

を専決処分させていただいたというものでございます。 

次に、専第７号、専決処分書でございます。 
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地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度山江村特別会計ケーブ

ルテレビ事業補正予算（第４号）を別紙のとおり専決処分をしたというものでござ

います。これにつきましても平成２９年３月３１日に専決処分をさせていただいた

というものでございます。 

次に、専第７号でございます。平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業

補正予算（第４号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第４号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ４７万円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,

６７２万６,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

同じく平成２９年３月３１日に専決させてもらったということでございます。 

内容につきましては、企画調整課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、専第７号についてご説明申し上げます。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正。歳入、２、使用料及び手

数料、使用料、ケーブルテレビ使用料を現年度分６０万円を増額、過年度分を１３

万円減額いたしまして、計４７万円を増額するものでございます。歳入合計４,６

２５万６,０００円に補正額４７万円を追加し、４,６７２万６,０００円とするも

のでございます。 

続きまして、２ページをご覧ください。歳出、２、ケーブルテレビ事業費、１、

ケーブルテレビ事業費、修繕料及び工事請負費の不用額６７万円を減額し、４、予

備費、１、予備費に１１４万円を増額、計４７万円を増額いたしまして、歳出合

計、補正前の額４,６２５万６,０００円に４７万円を増額いたしまして、歳出合計

４,６７２万６,０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 承認第９号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村税条例

の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１４、承認第９号、専決処分事項の承認を求める

ことについて（山江村税条例の一部を改正する条例）を議題とし、提案者の説明を

求めます。 
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村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第９号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求めるというものでございます。 

平成２９年６月７日、本日提出でございます。 

提案理由でございますが、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法

律（平成２９年法律第２号）、地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２９年

政令第１１８号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年総務省

令第２６号及び第２７号）が、平成２９年３月３１日にそれぞれ公布されたことに

伴いまして、山江村税条例の一部を改正する必要があるので専決処分をしたという

ものでございます。 

１枚開けていただきますと、専第８号でございます。 

専決処分書。 

山江村税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分するとしたも

のでございます。平成２９年３月３１日に専決処分をさせてもらったということで

ありますが、開けてもらいますと、山江村税条例の一部を改正する条例でございま

す。内容については、審議でお願いしたいと思いますけれども、１３の１０ページ

を開けていただきますと、この条例は、平成２９年４月１日から施行させていただ

いているというものでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 承認第１０号 専決処分事項の承認を求めることについて（山江村国民

健康保険税条例の一部を改正する条例） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１５、承認第１０号、専決処分事項の承認を求め

ることについて（山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題とし、

提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 承認第１０号についてご説明申し上げます。 

専決処分事項の承認を求めることについてでございます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるというものでございます。 

平成２９年６月７日提出でございます。村長名でございます。 
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提案理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成２

９年政令第２６号）が平成２９年２月２２日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の

一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）、地方税法施行令等の一部を改正す

る政令（平成２９年政令第１１８号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令

（平成２９年総務省令第２６号及び第２７号）が、平成２９年３月３１日に公布さ

れたことに伴いまして、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるの

で専決処分したものでございます。 

専第９号でございます。 

専決処分書。 

山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分するとしたものでございます。平成２９年３月３１日に専決処分をさせていただ

いたというものでございます。 

１枚開けていただきますと、山江村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

山江村国民健康保険税条例の一部を次のように改正するとして、内容を書いてござ

います。 

この条例は、平成２９年４月１日から施行させていただいているというものでご

ざいます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 同意第１号 山江村農業委員会委員の任命に係る要件の同意を求めるこ

とについて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１６、同意第１号、山江村農業委員会委員の任命

に係る要件の同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 同意第１号についてご説明申し上げます。 

山江村農業委員会委員の任命に係る要件の同意を求めることについてでございま

す。 

農業委員会等に関する法律第８条第５項に基づく認定農業者等の要件について、

同項但し書き並びに農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１項に基づく認定

農業者等が委員の過半数を占めることを要しないとすること並びに同項第２号の内

容を適用させることについて、議会の同意を求めるというものでございます。 

本日提出でございます。村長名でございます。 

提案理由でございますが、山江村農業委員会の区域内における認定農業者の数が
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少ないなどの原因により、委員構成が困難である場合として、この要件を適用させ

るためには、農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１項第２号の規定によ

り、議会の同意が必要ということであるために、今回の同意をお願いするものでご

ざいます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 同意第２号 山江村農業委員会委員の任命に関する同意を求めることに

ついて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１７、同意第２号、山江村農業委員会委員の任命

に関する同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、同意第２号についてご説明申し上げます。 

山江村農業委員会委員の任命に関する同意を求めることについてでございます。 

次の者を山江村農業委員会委員に任命をしたいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるというものでございます。 

本日提出でございます。村長名で提出でございます。 

記として、住所、氏名、生年月日を記しております。敬称は失礼ながら略させて

いただきます。 

住所、山江村大字山田丁１９８２番地。氏名、又村元規。生年月日、昭和２４年

１月９日。 

次に、住所、山江村大字山田丙１３６０番地。氏名、小﨑健二。生年月日、昭和

３１年７月２８日。 

次に、住所、山江村大字山田乙２１３３番地の１。氏名、白川正博。生年月日に

つきましては、昭和３４年１月１７日でございます。 

次に、住所、山江村大字山田甲１６９１番地の２。氏名、田上喜三郎。生年月

日、昭和３４年８月２日。 

開けてもらいまして、次の方でありますが、住所は山江村大字万江甲１０６番

地。氏名、本田りか。生年月日につきましては、昭和４０年１月６日でございま

す。 

次に、住所、山江村大字山田乙１４０２番地。氏名、簑田和広。生年月日につき

ましては、昭和４４年９月８日でございます。 

次に、住所、山江村大字万江甲８２２番地。氏名、松本聖司。生年月日につきま

しては、昭和５８年２月１４日でございます。 

次に、住所、山江村大字山田丁９９番地の１。氏名、渕田和代。生年月日につき

ましては、昭和４２年１２月１７日。この方につきましては、全く農地を持たない
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方が必要ということで、選任をさせてもらっております。 

提案理由でございますが、農業委員会委員を任命するに当たっては、農業委員会

等に関する法律第８条第１項の規定によりまして、議会の同意が必要であるという

ことでありますので、提案をさせてもらうものでございます。よろしくお願いいた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第２７号 平成２９年７月における山江村長の給与の減額に関する

条例の制定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１８、議案第２７号、平成２９年７月における山

江村長の給与の減額に関する条例の制定についてを議題とし、提案者の説明を求め

ます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第２７号についてご説明を申し上げます。 

平成２９年７月における山江村長の給与の減額に関する条例の制定についてでご

ざいます。 

平成２９年７月における山江村長の給与の減額に関する条例を別案のとおり制定

するというものでございます。 

本日提出でございます。提案者は私であります。 

提案理由、職員の懲戒処分に伴いまして、その監督責任を負うため提案をさせて

もらうというものでございます。 

１枚開けてもらいますと、平成２９年７月における山江村長の給与の減額に関す

る条例がございます。中身は、１００分の１０を乗じて得た額を減じた額を支給す

る。要するに１０％減額の条例制定でございます。 

附則として、この条例は７月１日から施行いたしまして、本条例につきまして

は、平成２９年７月３１日限りその効力を失うというものでございます。 

これにつきましては、内容を少し説明を申し上げたほうがいいかと思います。昨

年の１２月の議会におきまして、森林環境保全直接支払事業の補助金返還が発生を

いたしました。内容につきましてはですね、平成２３年から平成２７年分の返還額

２７１万５,９２０円につきまして、山江村森林組合時の事業に係る返還金、苗木

の残数、ネット残数の差し引き後の８７万５,６１６円は、山江村へ返還が難しく

なっているということでございます。いわゆる山江森林組合時の返還には応じない

と中央森林組合が言ってきたということでございます。 

それともう１点は、国民健康保険事業の事務処理に係るものでございます。これ

につきましては、いわゆる不作為の責任、これは双方ともそうでありますけれど
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も、不作為の責任を問うというものでございまして、国民健康保険事業のやるべき

ことをやっていなかったために、特別調整交付金等の影響があったということが判

明したということでございます。 

これにつきましては、３月２９日に山江村職員の懲戒処分に当たりましての懲罰

委員会を開催をいただきました。その結果を受けて、職員を処分したというもので

ございまして、まさに１２月議会でも、その山江村に不利益を与えるということで

あれば、懲罰委員会も開催しますというような答弁を私しておりましたので、それ

に基づきまして、また今後のしっかりとした事務処理を含めて懲罰委員会を開催さ

せていただきました。委員長には、教育長でございましたけれども、まず国民健康

保険事業の事務処理に係る懲戒でございます。処分者の所属、階級、年齢、処分の

種類でございますが、処分対象者は、当事者でございます。現所属は会計室であり

ますが、現職級が主査３級でございまして、年齢は３６歳。戒告処分といたしてお

ります。平成２６年４月１日から国民健康保険事業を担当して２年間担当したとい

うことでありますけれども、その間におけることで起きたことでありますが、事実

の概要につきましては、国民健康保険事業において交付金等の申請事務を怠り、国

民健康保険事業会計及び山江村に財政的な損害を与えたとともに、高額療養費につ

いても、村民へ制度内容の説明及び申請を促すことがなく、問い合わせに対して適

切な対応をしなかったという事由であります。この件につきましては、監督者、責

任者として、現所属産業振興課長をですね、年齢５２歳でありますが、訓告処分に

しております。処分発令日につきましては、平成２９年３月３０日でございます。 

次に、森林環境税直接支払事業に係る懲罰でありましたけれども、処分者の所

属、階級、年齢、処分の種類でありますが、当事者は、現所属は総務課でございま

す。主幹級でありますが、３８歳であります。処分の種類につきましては、減給１

０分の１を１カ月させていただきました。併せて、監督責任者といたしまして、当

時の課長でありました職員を全て戒告処分にしたということでありますが、３月３

０日現在の総務課長、会計室の管理者、教育課長の３人を戒告の処分にさせていた

だきました。 

事実の概要でございますが、森林環境保全直接支払事業において、数年にわたり

虚偽の事実、実績報告、県確認検査の事業場所の偽りによる補助金の不正受領が発

覚し、補助金返還の事態に至り、本村の信用を失墜し、財政的にも損害を与えたと

いうようなことでありまして、これは先ほど申し上げましたとおり、今の森林組合

分は返ってきたということでありますけれども、山江村森林組合時の金額につきま

しては、現の森林組合の理事会において「返還には応じがたし」というような回答

がありました。いわゆる８７万５,０００円が損害を被ったというようなことでご
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ざいます。処分の発令日は、平成２９年３月３０日といたしております。 

そういう処分をして公告もいたしておるところでありますが、私の処分につきま

しては、この議会において提案をするしかありませんので、処分をした後の本議会

におきまして、自らの処分につきまして提案をさせていただくというものでござい

ます。よろしくご審議をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第２８号 公共工事請負変更契約の締結について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１９、議案第２８号、公共工事請負変更契約の締

結についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第２８号についてご説明申し上げます。 

公共工事請負変更契約の締結についてでございます。 

次のとおり公共工事請負変更契約を締結するものとするというものでございま

す。 

平成２９年６月７日、本日提出でございます。村長名でございます。 

記といたしまして、表を掲げております。横に工事名、事業料、契約金額、円で

すね。金額の相手方、入札の方法がありますが、順に読み上げたいと思います。 

工事名、平成２８年度村道県道下段線下之段橋下部工（Ａ１・Ｐ１）工事になり

ます。事業量といたしましては、橋台工１基、橋脚工１基、仮設工１式でございま

す。 

契約金額でございますが、当初は１億２,９３８万４,０００円でしたが、変更後

につきましては、１億１,６１０万６,２３８円となります。従いまして、変更後に

つきましては、減額の１,３２７万７,７６２円となるわけでございます。 

契約の相手方でございますが、球磨郡山江村大字山田甲８５７－１９、山本中央

建設工事共同企業体でございます。代表者につきましては、有限会社山本建設、代

表取締役、山本征治氏であります。 

入札の方法であります。指名競争入札で当初行っておりましたので、入札率によ

ります変更契約を今回させてもらうということでございます。 

提案理由でございます。この工事請負変更契約の締結については、いわゆる５,

０００万円以上の工事でありますので、山江村議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得、または処分に関する条例第２条の規定がありまして、それによります議会

の議決を経る必要があるために提案をさせていただくというものでございます。 

１,３００万円の減額につきましては、矢板工を継ぎ矢板をするということであ

りましたが、それを１枚矢板で行えたということと、歩掛かりが見積もりの歩掛か
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りと県から指示があった歩掛かりの差があったというようなことによりまして、

１,３２７万７,７６２円を減額するというものでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第２９号 平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２０、議案第２９号、平成２９年度山江村一般会計補正

予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第２９号についてご説明申し上げます。 

平成２９年度山江村一般会計補正予算（第１号）でございます。 

平成２９年度山江村の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる

とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ５,９３８万９,０００円を追加をいたします。歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３２億１,９３８万９,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

地方債の補正でございます。第２条、地方債の追加、変更は、「第２表 地方債

補正」によるものでございます。 

平成２９年６月７日提出でございます。 

内容につきましては、総務課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 議案第２９号、平成２９年度山江村一般会計補正予算（第

１号）について説明申し上げます。 

補正前の額に歳入歳出それぞれ５,９３８万９,０００円を追加し、歳入歳出の総

額を３２億１,９３８万９,０００円とするものでございます。 

補正の主な内容について申し上げます。１ページをお開きください。第１表、歳

入歳出予算補正でございます。まず歳入でございますけれども、１３、国庫支出金

４,１７５万円の減額は、社会資本整備総合交付金の減額及び携帯電話等エリア整

備事業補助金の内示によります追加によるものでございます。２０、村債１億７０

万円の追加につきましては、携帯電話基地局整備事業、道路新設改良事業、公営住

宅建設事業等によるものでございます。 

２ページをお開きください。歳出でございます。２、総務費８,９０５万９,００

０円の追加は、携帯電話機地局整備事業８,５６９万５,０００円による追加が主な

ものでございます。３、民生費１８３万２,０００円の減額、４、衛生費８８５万
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８,０００円の追加、５、農林水産業費４６８万円の追加は、人事異動に伴います

人件費等の組み替えによるものでございます。７、土木費３,１２１万９,０００円

の減額は、社会資本整備事業によるものでございます。９、教育費３７５万２,０

００円の追加は、学校管理費、小学校修繕費の追加によるものでございます。１

２、予備費１,４２４万４,０００円減額するものでございます。 

次に４ページをお開きください。第２表、地方債補正でございます。まず、追加

でございまして、携帯電話基地局整備事業の実施に伴いまして、新たに限度額２,

８５０万円を追加いたしております。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとお

りでございます。 

次に変更でございますが、社会資本整備総合交付金の減額によりまして、起債の

限度額を引き上げるものでございます。道路新設改良事業の限度額９,７２０万円

を１億６,０６０万円に、公営住宅建設事業の限度額７,１７０万円を８,０５０万

円とするものでございます。起債の方法、利率償還の方法につきましては、補正前

と同様でございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第３０号 平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２１、議案第３０号、平成２９年度山江村特別会

計国民健康保険事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３０号についてご説明申し上げます。 

平成２９年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）でございま

す。 

平成２９年度山江村の特別会計国民健康保険事業補正予算（第１号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５万

９,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億４

２５万９,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

本日提出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第３０号について説明いたします。 

補正前の額６億４００万円に２５万９,０００円を追加し、歳入歳出の総額をそ

れぞれ６億４２５万９,０００円とするものでございます。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でご

ざいますが、３、国庫支出金を２５万９,０００円増額するものでありまして、特

別調整交付金を７７万４,０００円減額し、国民健康保険制度関係業務準備事業費

補助金を１０３万３,０００円増額するものであります。これは、３０年度都道府

県移行に伴いますシステム改修に対する補助であり、補助金の上限額が増額となっ

たことによるものであります。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、１、総務費を２７万６,００

０円増額するものでございます。こちらも先ほど申しましたとおり、３０年度の都

道府県移行に伴いまして、事業報告システム等の改修が必要となったために、新た

に２５万９,０００円を追加するものが主なものです。１２、予備費につきまして

は、１万７,０００円を減額するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第３１号 平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２２、議案第３１号、平成２９年度山江村特別会計介護

保険事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第３１号についてご説明を申し上げます。 

平成２９年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第１号）でございます。 

平成２９年度山江村の特別会計介護保険事業補正予算（第１号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それ

ぞれ既定の額とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 

本日提出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長が説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第３１号について説明いたします。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ既定の額の４億４,５００万円とする
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ものであります。 

１ページ目をお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入で

ございますが、歳入の補正額はございません。 

２ページをお開きください。歳出でございますが、４、地域支援事業費の項４、

一般介護予防事業費の報償費２１万円を減額し、委託料を２１万円増額するもので

ありまして、歳出の補正額はゼロでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２３、議員派遣の件を議題といたします。 

本件は、地方自治法第１００条第１３項の規定により、議員を派遣しようとする

ときは、議会の議決が必要であることから、会議規則第１２６条の規定により提案

するものであります。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時２８分 
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平成２９年第３回山江村議会６月定例会（第２号） 

 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日 

午前１０時００分開議 

於     議     場 

１．議事日程 

 日程第１ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  北 田 愛 介 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  松 尾 充 章 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会 計 管 理 者  迫 田 教 文 君 

農 業 委 員 会       
        柳 瀬 真奈美 君 事 務 局 長 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（秋丸安弘君） 会期日程、日次第２の一般質問となっております。 

 お手元に配付してありますとおり、６名から一般質問の通告がなされておりま

す。 

 通告順に従いまして、一般質問を許します。 

なお、会議規則第５５条第１項の規定の発言時間は、質問・答弁を合わせて６０

分といたしますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに２番議員、横谷巡議員より、１、基幹産業である農林業振興の展望につ

いて、２、地方創生拠点づくりについての通告が出ております。 

横谷巡議員の質問を許します。２番、横谷巡議員。 

 

横谷 巡君の一般質問 

 

○２番（横谷 巡君） 梅雨に入り、農家にとりましては田植えなど大変忙しい時期と

なってまいりました。また、熊本地震発生から１年を過ぎ、私たちは自然災害に対

する初動対応や防災体制など多くの教訓を学びました。これから防災・減災の意識

を高め、災害の備えに万全を期さなければなりません。 

それでは、議長のお許しをいただきましたので一般質問に入ります。 

質問事項の１点目、基幹産業である農林業振興の展望についてであります。本村

の基幹産業は農林業であると位置付けし、農林業の振興なくしては村の将来はない

と考えています。このことは、皆さんと共通した認識だと思っています。しかし現

実は、農林業従事者の高齢化、後継者・担い手の減少、耕作放棄地の発生、米価下

落、木材価格の長期低迷、鳥獣害の頻発、森林の管理放置など深刻化し、その状況

は常態化しています。 

このような現状を放置しておくと、農山村全体が有する国土の保全や水源涵養な

ど多面的機能が著しく低下し、土砂災害や洪水災害等が発生する頻度が高くなると

ともに、耕作放棄地の増大により、農地の保全や食料の生産に悪影響を及ぼすな

ど、村全体の財産、暮らしが脅かされることになります。 

このように、基幹産業である農林業が著しく衰退している上、他の経済対策、企
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業誘致などが望めない状況では、何よりもその地域の資源を生かして生活できる社

会、経済環境を確保する必要があります。 

そのようなことから、本村の基幹産業である農林業の現状と課題、そして再生に

ついて伺ってまいりますので、よろしくお願いします。 

まず、農業振興についてであります。２０１５年の農林業センサスでは、本村の

農家戸数は３７８戸、２０１０年は４２７戸、２００５年は４７０戸と、５年ごと

にそれぞれ５０戸程度ずつ減少をたどっています。今後５年、１０年先の農家の存

在を考えると、大変危惧されるところであります。村の基幹産業である農業を維

持、再生させていくためには、担い手の確保を含めた後継者対策等が重要でありま

す。 

そこで、平成２８年度現在の農業後継者と新規就農者の数、また、それに係る国

・県・村の育成支援助成制度の利用状況、効果について説明をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 農業後継者につきましては、先ほど議員申されました

２０１５年に行われました農林業センサスによりますと、本村の農家戸数は２５０

戸ということであります。そのうち後継者がいる農家数は、本人の聞き取りと本人

の意思ということですけれども、１２０戸ということでありまして、約半数の５０

％の農家の方の後継者がいるという集計が出ております。しかし、この５０％とい

う数字は、会社の勤務や同居されてない方の数値でありまして、専業農家の実際の

後継者数は１０戸にも満たないという状況ではないかと思われます。また、新規就

農者につきましては、平成２５年度から現在まで４名の方が新規就農として農業に

従事されております。 

育成支援ということでございますけれども、今後、農業に対します育成支援とし

ましては、後継者、もしくは新規就農者に対します育成支援ということは、農用地

の取得、そして農用地の賃借料、そして農業経営に必要な施設及び機械の取得経

費、農作業に必要な車両の免許取得に伴う経費に対しまして助成をしております。

また、経営の不安定な新規就農者、青年就農者に対しましては、就農の意欲と喚起

と就農後の定着を図るために、国の補助事業を活用しまして、青年就農給付金とし

て５年間、年間に１５０万円を給付をいたしております。 

ちなみに、青年就農給付金制度は、平成２９年度、今年度から名称が変わりまし

て、農業次世代人材投資事業ということになります。これは何が変わったかといい

ますと、今までは給付金という形でありましたけれども、今年度から交付金という

形でありまして、条件が多少変わるということでございます。この給付金、交付金

の利用状況につきましては、給付金は４名の新規就農者全員が活用されておりま
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す。そのほか、農業用機械の購入や免許取得の助成制度も活用をされております。

５年間ということでありますけれども、これを機に、現在もですね、この制度を活

用されまして、規模の拡大に向けて一生懸命農業に頑張っておられるということで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、後継者と新規就農者、新規就農者は４名ということで、是

非定着をしていただきたいと思います。 

次に、認定農業者について伺います。まず、認定農業者とは一般農家とどう違う

のか。平成２８年度現在における本村おける認定農業者の数とその経営別内訳、ま

た今後の認定農業者に対する育成支援対策について考えを伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 認定農業者の定義ということでございます。認定農業

者は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想というのがありますけれども、これ

に示されました経営の目標に向けてですね、農業経営改善計画を立てまして、市町

村にそれを提出します。そして、その認定を受けた農業者が認定農業者という位置

付けであります。 

農業経営改善計画の具体的内容はといいますと、本村の農業経営基盤強化促進基

本構想によりますと、将来、おおむね１０年後には、年間の農業所得が３００万円

程度、年間の就労時間が２,０００時間程度の経営が見込まれる計画書ということ

でありまして、この計画書が提出されましたら、その計画が達成される見込みが確

実であることというふうに条件としてなっております。 

そして、認定農業者の数ということでございますけれども、本村の認定農業者数

は現在２１名であります。経営別の内訳としましては、延べ戸数ではありますけれ

ども、水稲が１９戸、畜産が１０戸、タバコが４戸、栗が７戸、その他が９戸とい

うことであります。この認定農業者の２１名という数は、人吉球磨の市町村に対し

ましては、ちょっと少ない数字かなというふうには思っております。 

育成支援ということでありますけれども、現在は認定農業者の知識習得のための

研修会や、そして農地流動化を推進しまして規模拡大への支援を行っているという

ところであります。今後も有機農地をするための農地流動化の推進、そして規模拡

大に向けて、さらに支援していきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 認定農業者は、私たち村の農業のですね、中核を担って、農
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業、そしてまた地域でのリーダーでもあります。今、説明がありましたように、３

００万円の収入をしなければならないと。それを達成するためには、経営計画をつ

くってしていかなければならないということですから、やはりこのことについて

は、この達成に向けては、行政とＪＡ等が連携をよくして、経営力の向上とか改善

のために応援しないと、どうもうまくいくかなというふうに思います。是非指導や

研修会の実施を進めてほしいというふうに思います。 

それから、本村の農家の多くは兼業農家、小規模農家であります。これは山江の

典型的な経営方法であります。農業を守り、担っていく上で、この一般農家の存在

と役割は大きいものがあります。そして高齢化ゆえに農地を維持し、農作業をする

ためには、トラクター等の機械を必要とします。厳しいと思いますけれども、この

トラクター等の導入について、一部助成する考えはないかお尋ねをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 農業用機械の購入経費の一部助成ということでござい

ます。確かに、認定農業者に対しましては、購入機械の２分の１の補助が国・県か

らの合わせてですね、ありますけれども、一般の小規模農家に対しましては補助金

はないのが現状であります。ただ、農業経営に必要な施設、機械の取得の初期投資

に係る経費に対しましては、２分の１以内で１００万円を限度として助成する要項

が本村独自であります。この要項は、その経営を継承することが見込まれる者で、

１８歳から５０歳までの就農後継者や新規就農者という条件がありますので、自ら

個人で経営されてる方、一般農家の方、小規模農家の方の助成とはならないのが現

状ということであります。この制度は、本村の担い手を育成するという目的で制定

をされた制度でありますので、現在は後継者と新規就農者ということに限られてい

るところでございます。しかし、５名以上の組織で農林産物の加工、栽培に必要な

機械の購入に対する経費の９割、上限９０万円ですけれども、を助成する小さな産

業づくり事業交付要項というのが村独自で設けておりますので、これも是非活用を

していただきたいというふうに思っております。また、一農家、個人に対します支

援としましては、今後の農家のニーズが強まってきたら、検討させていただきたい

というふうに思っております。 

今後も認定農業者だけではなくて、一般農家もですね、小規模農家も育成するた

めに、やっぱり行政と農家が一体になって、今後どのような経営をしていくのか、

そして今農家にとって必要な支援策は何なのか等、しっかり現場の意見を聞きなが

ら協議していきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 
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○２番（横谷 巡君） 今ですね、まさしく農業経営の転換期、やはり体制づくりがや

がてそこにやってまいります。しかし、それまで維持していくためには、やはり何

らかの支援制度も必要かなというふうに思いますので、是非検討方をお願いしたい

と思います。 

平成３０年度から減反、生産調整については、国は配分を廃止します。新たな仕

組みと変わります。本村における生産調整量の目安、提示方法、また農家の不安を

払拭できるような目安は提示できるのか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 議員おっしゃるとおり、平成３０年産から行政による

米の作付け数量の配分はなくなります。今後は、じゃあどういうふうになるかとい

うことでございますけれども、今後は国及び県の米の需要の見通しや販売需要動向

の情報が提示されまして、それを受けて、地域協議会、山江村でいいますと山江村

農業再生協議会というのがありますけれども、そこで山江村の米の販売需要動向を

把握しまして、山江村の水田でどの作物をどれだけ推進するかを決定しまして、農

家の方々にその情報を提供をいたします。農家の方々は、その提供されました情報

を踏まえて、自ら経営戦略に基づきまして作付けするという方法であります。 

この方法によりまして、これは国の施策でありますけれども、情報提供ばかりで

はなくてですね、本村ではどういう手段でいくのか、そしてまた国の交付金いろい

ろありますけれども、これを活用した作物の奨励にも力を入れていかなければなら

ないと認識しております。 

また、農家の方に不安を与えることはないかということでございますけれども、

不安を与えないようにですね、ＪＡと行政が一体となって情報を提供しまして、連

携していきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 本村の減反制度では、作付け６割、減反４割程度だったと思い

ます。生産の調整いかんでは、耕作放棄地の増大や農地の活用と集積の課題が出て

きますし、今の農業の現状を見ると、担い手不足、高齢化等で先行き不安、また水

稲作付け中心で米価が下落しており、本村の農家の経営実態から野菜類への作付け

転換を図るなど、先を見通した農業振興対策が必要になってくると考えます。 

そこで、農地を守り、営農をしていくための受皿になる組織化等について、その

対策についてどのように考えているか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 農地を守るということの受皿という組織でございます
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けれども、農地の集積のための受皿になる組織の推進をしております。今後は、農

地は高齢化とか担い手不足によりまして、荒れ果てて、遊休農地がますます増加す

ることがもちろん懸念されるというところでありますけれども、本村の基幹産業で

あります農業を衰退させることは、もう絶対避けなければならないというふうに認

識をいたしております。今後、耕作されなくなった農地を守っていく地域ぐるみの

組織が不可欠であります。現在、農地を守るために認定農業者を中心にですね、集

積を推進しておりますけれども、また、今月設立予定であります万江地区の集落営

農法人が今月６月に設立予定ですので、万江地区の農地は、この法人を中心にです

ね、地域の農地は地域で守るんだという意識を図りまして、農地集積の推進を図っ

ていきたいというふうに思っております。 

今後は万江地区ばかりではなく、山田地区にもですね、受皿となる組織の設立の

推進に対しまして積極的に推進し、また支援していきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） ただいまですね、受皿として設立が予定されております万江地

区の営農法人化等、本当に先駆的な取り組みをされておりますが、やはりこれには

いいこともあれば課題もあるわけです。ですので、やはりこれも行政、ＪＡの連

携、サポートの体制の確立が必要と思われます。また、できれば農業技術専門員等

の配置をしていただいて、営農の方向性、組織化や一般農家の技術指導ができれば

いいなというふうに考えます。このことについても検討いただければというふうに

思います。 

村においては、栗まつり、海外輸出戦略など栗のブランド化の取り組み、発信を

されておられますが、まず、何よりも重要なことは、高齢化、後継者不足、老木

化、荒廃地、鳥獣被害などの問題を抱えている生産現場の実態把握と対策、そして

いかにして生産収量を増やしていくかにかかっていると思います。平成２９年度当

初予算では、栗などの果樹振興費予算、約８８０万円、山村活性化支援交付金によ

る海外輸出戦略に係る商品改良、パッケージデザイン開発などの業務委託料は約７

６０万円であります。例えば、この７６０万円程度を増額して、生産現場に投入、

支援すれば、栗の再生と振興、ひいては生産の増にどれだけつながることでしょう

か。現在の本村の生産量は、約１００トン前後で推移しています。この生産量は国

内でも十分に需要を賄えます。海外までとなると本当に大丈夫なのか、素人考えか

もしれませんが、心配するところでもあります。確かに情報発信も大切で、ブラン

ド力が増しますので需要先の開拓は必要であります。しかし現状では、商品化が先

行していますので、供給の源である生産現場に、「桃栗三年」ということわざがあ
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りますように、３年間程度不適切な言葉かもしれませんけれども、爆弾予算を付け

て集中投下するなどの対策も必要ではないかなと考えます。栗の生産収量の確保に

ついて、どのような対策を考えておられるか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えをいたします。本村の栗園で生産さ

れる栗の収穫量は、議員おっしゃられるとおり約１００トン前後ということであり

ます。数量がピークでありました昭和６１年頃には、４００トンの生産量があった

ということでございます。そのピーク時の現在は３分の１の数量ということであり

ます。このまま数量が減少していきますと、ブランド化、ブランド化と言っていま

すけれども、やっぱりブランド化ではなくなるということが言えると思います。 

そこで、どうするかといいますと、もちろん増産も図る必要があるし、品質の向

上も図らなければならないというふうに考えております。そこで、昨年山江栗生産

向上推進委員という委員を立ち上げまして、栗園の圃場を現場を視察していただき

まして、圃場の状況を確認いただいたところであります。その結果、その栗園の収

量が少ないところは、どういう状況かといいますと、やっぱり剪定不足、そして肥

料不足という結果が多いということであります。そこで、肥料の助成につきまして

は、昨年度までは購入価格の２分の１、上限１万円ということでありましたけれど

も、今年度から購入価格の８０％、上限なしという要項に改めたところでございま

す。栗農家の皆様もですね、是非この事業を活用していただきまして、反収の増加

と品質の向上を図っていただければというふうに思っております。 

山江栗のブランド化、そして栗農家の所得向上に向けては、もちろん議員おっし

ゃられるとおり、生産現場が非常に大事というふうに認識をいたしております。生

産基盤の整備はもとより増産、品質向上に向けて、議員先ほどおっしゃられました

けれども、ここ３年ぐらいは大幅な支援策も考えなければならないかなというふう

に思っておりますし、また現場で助言、指導できる指導専門員の配置なども視野に

入れながら、前向きに検討し、今後も増産、品質向上を図っていきたいというふう

に思っております。 

また、今度も山江栗生産向上推進委員の方々などと協議しまして、生産者の意見

を聞きながら、増産、品質向上のためにはどのような支援が必要なのか協議してい

きたいと思いますし、また、ＪＡの栗選果機もですね、最近新しく導入されました

ので、ＪＡとの連携もしっかりと図っていき、栗の振興も推進していきたいという

ふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 
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○村長（内山慶治君） 栗の増産体制をお尋ねでありました。その対策については、今

課長のほうから説明をしたとおりであります。と同時に、議員のほうから山村活性

化支援交付金事業７６０万円だったですかね、のことについてちょっとお尋ねがあ

りまして、これを生産体制に回すことはできないかというような質問のように聞こ

えましたので、ちょっとその付近のところも中身を説明すると同時に、現状につき

ましての話をちょっとさせていただきたいと思います。 

もともと山村活性化支援交付金事業はですね、国の交付金事業、いわゆる１００

％国からの補助事業であります。従いまして、その補助金を申請するに当たって、

どうやってこの山村を活性化させていくか、山江村を活性化させていくかというこ

とについての申請を出さなくちゃいけない、補助金の要望書を出さなくちゃいけな

いというようなことであります。それに当たっては、山江村もちろんいろんな作物

があるわけであります。栗だけではなくユズもありますし、米もありますし、畜産

もありますし、もろもろ、最近では新規作物の栽培も始まったところであります

が、じゃあ何にですね、焦点を当てるかということについては、山江村は栗という

昭和５２年から天皇陛下に献上された以来、その注目が集まっている。ただ、その

栗がどんどんどんどん生産量が減ってきている。しっかりその増産体制をつくりな

がら、また加工品を県のフードバレー構想と協働しながら、連携しながら、加工品

をしっかりつくり、またパッケージデザインをしながら流通体制に乗せる、いわゆ

る生産、加工、パッケージ、それと流通体制という３本建てで申請を申請をしてい

るというようなことでありますので、そういう目的に使っているというようなこと

でございます。 

従いまして、生産についても、もろもろの対策も打っておりますし、課長申しま

したとおり、山江栗生産向上推進委員会、栗農家の方々２０名程度の方々に委嘱を

しました。その委員の皆さん方から、私は「やっとこれで初めて『山江栗』と堂々

と言えるんだ」というような意見をいただきまして、あれっと思ったわけですけ

ど、なるほど今まで球磨栗では農協を通じて出ていたわけですけれども、山江栗と

しての流通のやり方といいますか、なかった。山江栗と通称呼んでいたけど、正式

にその行政並びに生産者の方が山江栗と呼ぶのは初めてであったろうかと思いま

す。 

併せてほかの補助事業を使いながら、川辺川造成地に機械を使って掘ってです

ね、そこに栗を新植したりもしております。特に山江栗生産向上推進委員のほうは

ですね、今、反平均１２０キロ当たりの収量があるのを２００キロ以上に伸ばした

い。そのために地域を回りたい、管理の仕方を共有したい、また肥料のやり方等々

につきましても検討していきたいというようなことを自ら動いてもらっているとい
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うことでもありますし、山江栗、今１２０トンと課長申しましたけれども、そのう

ちのそのまま計算しますと７,０００万円ぐらいになるのかなと思いますが、加工

しますとですね、その１０トンぐらいが５,４００万円、これは物産館でありま

す。やまえ堂もしておりますので、これだけで１億を超える、いわゆるフードバレ

ー構想そのものでありますけれども、加工しながら新しい産業をつくっていくとい

うような構想の中で動いているところであります。 

それから、流通でありますが、先ほど言いました生産と加工と流通という交付金

も７６０万円もらっているということで、その流通のほうは、昨年これは関連して

ですね、県の補助金をもらって栗まつりを行いました。この問い合わせがですね、

大勢の人数でにぎわったということでありますが、全国各地から多数来ておりま

す。それの半分以上は断っている。またローソンとタイアップしながら、山江栗モ

ンブランを出しているというようなこともございまして、山江栗が今は全く足りな

い状況になったということもございます。と同時に、もちろん増産と同時に、価格

をいかに引き上げていくかということが、やっぱり一つ我々行政の役割の大きなも

のであろうかと思っておりますし、そのためには流通発信をどのように捉えるかと

いうようなことを考えて、国にはしっかりその付近の発信について、このやり方で

やりますというようなことで認めてもらっているところであります。 

現在では、国内におきましてはですね、東京、それから京都、関西、それからＪ

ＡＬの国際便にも乗っておりますし、いわゆる日本航空の国際便にも乗っておりま

すし、ＪＲの七つ星に山江村の栗を使ったスイーツが乗っていることもご案内のと

おりであります。また加えて、その取引が多くなったということでありますので、

その取引が多くなれば多くなる、またものが足りなければ足りないほど、山江栗の

価格は需要と供給のバランスから、当然価格が上がるというようなことも狙ってい

きたいということも思っておりますし、それにより生産者の所得向上を考えるとい

うようなことであります。 

最後に、海外戦略であります。もちろん国内で山江栗を食べてもらう、流通を図

るということでありますが、国内には栗の生産地、栗サミットもしておりました

し、本当に名産地が多数あるというようなことであります。もちろんそういう栗の

名産地同士がですね、切磋琢磨するということも大事でありますが、海外で、特に

栗をよく食べる所でですね、一つのブームを起こせないかというようなことも考え

ているところであります。 

実は私、村長に就任しましてすぐに、東京のまちむら交流機構というところが、

フランスのほうに農家民泊の調査に行きました。その折に、現地の国際都市交流機

構ですか、のほうに山江村から申請をして、その国際都市交流機構がまちむらの応
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援をしたという形になったんですけれども、そういう縁もあって、山江栗をその折

に持って行ってもらった。都市農村交流機構という、まちむら交流機構とところの

職員にですね。そこで、フランスのほうに食べてもらったら、食べさせて評価を聞

いたらですね、「こんなに大きくて風味がある栗は初めて食べた」というふうにフ

ランスの方がおっしゃったそうであります。 

そういう意味も含めて、非常に可能性はあるなということも考えておりますし、

今後、世界の中の山江村として、いろんな世界各国に山江の栗を植えてもいいと思

いますし、そういう山江は栗の村なんだという発信をしながら、しっかり取引をし

ながら、また生産をしながら、先般子どもがですね、「将来は山江村に残って農業

をしたい、栗をつくりたい」と言っている子どもたちのためにも、そういう環境を

残していきたいということであります。 

そういう考えを申請として出しておりまして、その内容を認められての今回の交

付金事業、２９年度が３カ年計画の３年度となるわけですけれども、予定どおりも

ろもろのことを積み上げてきましたので、今回はパリのほうに持って行って食べて

もらうというようなことでありますので、どうぞよろしくご理解をお願いしたいと

思います。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 山村活性化交付金の取り組みはですね、これは評価をします。

しかし、何事も栗がなくてはどうにもしょうがない、１００トン前後ではどうにも

しょうがないわけですよ。現場の人に意見を聞くと、やはり生産現場の充実、振興

をしっかりとして発信をする。こういった取り組みからやはり山江の生産量を上げ

ないと、せっかくいい計画をしても実現できませんので、そういった意味で申し上

げました。決して活性化交付金を使うのではなくて、やはり同等の金額をそれだけ

打ち込むのならば一般財源でもいいから、山江の経営面積の小面積で高収益、高品

質を上げる栗のために、そこに予算を投入して生産量を図っていただけたらという

ようなことを申し上げたところです。 

それから、私たち中山間地域の集落は、今過疎化、高齢化、担い手不足、ひいて

は人口減少で集落の維持や農地保全など、その対策は喫緊の課題となっています。

この課題は再生に立ち向かう地域リーダーの存在が不可欠であります。 

そこで研修制度の提案であります。以前、４０年前ぐらいには、農業の派遣研修

であったり、先進地研修など、国・県・市町村独自での事業として盛んに行われて

いました。現在は情報化社会ということで、いながらにして、その地域や産地、ま

た農家の状況を知ることができるわけですが、「百聞は一見にしかず」ということ

わざもあります。現地で直に目で見、生の声を聞き、肌に触れることは、何ものに
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増しても貴重なことだと思います。農業後継者と地域の再生を図るリーダーづくり

の一環として、村を自分たちの集落をどのようにして守っていくのか。営農や集落

を維持し、再生、活性化していくための農業の根幹に関わる研修制度はできないも

のかと提案するものです。このことは是非村長の考えをお聞きしたいというふうに

思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。それぞれの村民の方々が研修に行きなが

ら、資質の向上をされながら、またそれを持ち帰り、山江村の振興のために生かす

というようなことをおっしゃっているんだと思いますけれども、まさにおっしゃっ

るとおりであります。私も職員も含めてですね、人生奨学金制度というのをつくり

ながら、全国各地また海外へでも行ってきて、いろいろな研修をしながらこの地域

を守ってほしいというような制度もつくったこともございます。 

現在では、各生産の部会ごとにですね、補助金を出しておりまして、その中にお

いていろんなことをやっておられると、いろんな研修をやっておられるというよう

なことでございます。もちろん各種生産部会のその課題解決のための研修だけで、

もっと大きな観点から、農業に対する人材育成はどうなのかというようなこともお

っしゃっているんだと思います。 

このことについてはですね、議員最初からおっしゃっております農業の振興につ

いてでございますが、山江村が抱える問題は２点あります。一つはおっしゃるとお

り、営農、今後の大きな農業の流れに対してどう対応していくかということが第１

点目にございます。まさに農業、いろんな呼び名をしておりますけれども、多面的

機能だとか、再生協議会だとかありますが、その根本にありますのは、今、人・農

地プランというのを策定しながら、それで進めているわけですけれども、まさに人

は担い手であります。担い手イコール今回組織化しました万江の集落営農もそうで

あります。この担い手の方々にはですね、国は優先的にいろんな作物に対する支

援、先ほども出ましたけれども、を措置しておるわけであります。こういうのをせ

っかくでありますから、しっかりこう使っていくということもありますし、それを

どのようにしてですね、活用していくかということについては、まだまだ山江村は

有効に活用しきれていないというふうに思います。 

そういう中、今回冒頭のあいさつでも申し上げましたとおりですね、中山間ので

すね、農業モデル地区支援事業に手を挙げたら、山江村の万江地区が採択されたと

いうことであります。そこにはいろんな産地交付も含めて、どういう作物をつくり

ながら、そういう大きな農業をすることによってお金を産むかということを、熊本

県庁がプロジェクトチームをつくる、また振興局でも地域と一緒になってプロジェ
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クトチームをつくり、いわゆる高単価が見込める作物をどうつくるか、そして圃場

や施設導入をどうつくるかというような検討がなされるわけでありまして、このこ

と自体はですね、まさに人材育成そのものにつながってこようかと思っているとこ

ろであります。 

もう１点はですね、これがその大きな農業から外れたといいますか、乗っていか

ない兼業農家の方々をどういうふうに支援するかということが２点目にあります。

これは新しい、要するに流通体制をつくると、ものをつくったら売るということが

大切ですので、新しい流通体制を構築する、私は「近道ネットワーク」と言ってお

りますけれども、それは消費者と直接つながるようなネットワークをつくっていく

というようなことを考えていかなくちゃいけないと思っております。給食が今、地

産地消化を進めているところでありますが、改めて村民の方々、食卓自給率の向上

といいますか、我が家の食卓に我が家でつくったものを並べるようにしましょうと

いうような積み重ねがその兼業農家対策にもなりますし、「近道ネットワーク」が

しっかりとした支援策にもなっていくようなことを考えているところでございま

す。 

人材育成につきましては、もちろん農業だけではなく、福祉、教育、それぞれの

分野に広がるわけであります。今回はその生活困窮者対策としてですね、蛇足であ

りますけれども、民生委員の方々に四国のほうにも行ってもらいながら、現場を見

てきて山江で活用してほしいというようなことも申しておりますし、おっしゃいま

すとおり、人材のリーダー育成につきましては、今後ともしっかり進めていきたい

と思っているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 前向きな検討をいただきました。やはりこれから集落営農な

ど、何ごとでもやっぱりリーダーの存在が不可欠であります。研修経費等について

は、中山間地域モデル事業交付金などが充てられればいいなというふうに思ってい

ます。 

次に、林業振興についてということですけれども、限られた時間もありますの

で、林業振興については、次回に質問させていただきます。 

２点目に入ります。質問事項の２点目、地方創生拠点づくりについて、合戦ノ峰

観音堂周辺整備について質問いたします。平成２８年度補正予算（第６号）で、日

本遺産構成施設ということで、地方創生拠点整備交付金２,１５０万円が付き、ま

ち・ひと・しごと創生対策費として補正前額１,９７６万２,０００円に３,７８２

万１,０００円を追加し、総額５,７５８万３,０００円で観音堂周辺整備事業が計

画されています。 
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まず、事業の計画概要について説明をお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、議員ご質問の合戦ノ峰観音堂周辺整備事業

についてお答えいたします。先ほど議員が申されましたとおり、今回の事業につき

ましては、地方創生拠点整備交付金を活用して整備を行うものでございます。 

まず、地方創生拠点整備交付金ですが、未来への投資という観点から地方創生総

合戦略に位置付けられ、地方公共団体が自主的、主体的に実施する先導的な事業に

必要な施設の新設、改修を支援するものでございます。当初、この交付金を活用

し、日本遺産に認定されている施設周辺のハード整備を球磨人吉１０市町村で一体

となって行うことを検討しておりましたが、結局申請した自治体で交付金が該当し

たのが本村を含め、ごくわずかの自治体ということになっております。 

今回の計画では、平成２７年４月、文化庁によって相良三十三観音めぐりをはじ

めとする人吉球磨地域の有形・無形文化財が日本遺産に認定されたことを受け、相

良三十三観音めぐりの１２番札所である合戦ノ峰観音堂に、春と秋の彼岸時期に参

拝される方々や史跡めぐりの一環として訪れられる方が年々増加する傾向にござい

ます。地域を挙げて参拝者を受け入れていらっしゃいますけれども、観音堂へ行く

アクセスですね、駐車場等が整備をされていないということで、交通アクセスの改

善をするために、まず駐車場の整備を行うということにしております。 

一方、地方創生の観点から見れば、山江村「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の四つの柱の一つ、村の活力につながる雇用づくりの中の稼げる仕事づくりの実

現、観光資源の磨き上げに合致するものとして、観光客の増加による山江栗をはじ

めとした特産物販売等が可能となり、生産量の拡大や収益性を生み出す仕組みを構

築するとともに、外部からの集客による交流人口の拡大も期待され、地域での仕事

創出などにつながることも期待されます。以上のようなことから、交付金の申請を

行い、認定を受けたところでございます。 

今回の事業の概要といたしましては、合戦ノ峰観音堂横に物産販売所、休憩所、

トイレの整備を行い、併せて駐車場の整備を行うことというふうにいたしておりま

す。一部造成工事の入札が終わりましたので、今月より造成工事のほうには入って

いるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 事業の概要については、よくわかったと思います。ただこの事

業について、地元地区ではですね、説明が不十分であると。そして地区においても

知らない人も結構多いようです。村の事業であるので、説明会等で周知を図る必要
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があると思いますが、どうでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、地元の方への説明会の必要性ということで

ご質問があっておりますのでお答えをいたします。地元、当地区第１区への説明会

の必要性といたしましては、工事の円滑な進捗及び完成後の運営がスムーズに進む

ことを念頭に置いておりますので、開催する必要があるというふうに考えておりま

す。地区役員の方々への説明会は行っておりましたが、近隣住民の方への説明がま

だ行ってなかったので、造成工事着工後ではありますが、先日意見交換会をさせて

いただいたところでございます。安全対策や騒音防止対策を施工業者へ再度の徹底

を図ったところでございます。 

また、造成工事や今後のスケジュールについて、第１区住民の方々への説明会を

今月中に開催するように、区長と今現在打ち合わせをしているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 是非ですね、説明会等をしていただきたいと思います。 

次に、用地購入等の経過について伺います。用地は村の基準がありますので、財

産取得審議会とも諮られ、村の基準で購入をされたと思います。公共事業用地とい

うことで、当初税金がかからないとの説明であったようですが、実際にはかかると

いうことであります。公共事業の場合、土地収用ということで、事業計画書を税務

署に提出し、事前協議をしておけば免除されるということもあるわけですけれど

も、その対応はされたのでしょうか、伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、用地購入に係る経緯ということでお答えい

たします。まず、今回の用地につきましては、平成２７年１１月、山江村議会議長

宛に駐車場公衆トイレの整備についてという要望書が地域より出されております。

その後、議会のほうでもですね、慎重に審議をされまして、当時の総務常任委員長

名でですね、「審査の結果、要望は採択するものとする」ということで、平成２８

年３月の議会で報告がなされております。また付帯意見として「用地については、

他の候補地も含め、慎重に検討されることを望む」という意見が記載されておりま

した。 

村としても単独の整備はなかなかできないというのと、補助金等がないと、なか

なか整備ができないというようなことはですね、地元のほうへもまず説明をしてお

りました。その後、今回の交付金事業で周辺整備をするということになりましたの
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で、他の自治体も含めてですね、用地を検討いたしましたが、どうしても観音堂と

県道を横断しなければならない所にしか用地がないと。また交通事情が非常に悪い

ということで、当初要望書に上がっておった土地をですね、選定して購入を進めて

いくということになりました。交渉を進めていく過程においてですね、今回の土地

売買には税制の優遇措置が発生しない。先ほど議員がおっしゃいました公共工事で

あれば税制の優遇措置があるということなんですが、駐車場整備等にはですね、該

当しないということでしたので、税金がかかりますということや国保税等がです

ね、取得した翌年度、来年度からですね、平成３０年度から税金がかかりますと、

正確な額は申しておりませんけれども、増額になりますということは説明をいたし

まして、おおむね内諾をいただいているというふうに思っております。 

平成２８年１０月に村有財産審議会より諮問事項による答申がなされまして、購

入価格の提示がなされております。その後、先ほど申されました１１月臨時議会に

ですね、補正予算を計上いたしまして、その中にも公有財産購入費として項目があ

りますけれども、可決、決定いただき、用地の交渉に入らせていただいたというと

ころで、購入価格等はここでは申し上げませんけれども、公有財産購入費の範囲内

で購入をしたという経緯でございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 地権者の方のお話を聞きますとですね、地区のある方が「役場

に売れば税金はかからないので、協力をお願いします」と、この言葉を信じ切って

おられたようです。やはり村の事業ですので、役場担当課が責任を持って相談、交

渉し、やはり税金のこと、これは今言われましたように、国の税金、国保税、住民

税など上がるわけですから、このことをきちんと説明すべきであったと思います。 

それから当初ですね、用地購入時の関係予算が１,９６５万円であったので、こ

の金額を地区の方が見られて、非常に高額で売られたとの風評、しかも税金がかか

るということで大変困っておられるような感じを受けました。説明をお聞きすると

今担当から聞きましたけれども、単価的にも基準内ですし、村のため観音堂周辺整

備のために、気持ちよく協力いただいたことに心から感謝をしたいというふうに思

います。 

それから、最後の質問ですけれども、昨年１１月の議会臨時会時に、設計費、用

地購入費、造成費などの予算が計上された際に、合戦ノ峰観音堂は、日本遺産構成

施設で重要な文化財であることは理解するが、他の地区集落の御堂、祠なども大切

な保護すべき文化財、歴史遺産である。地域の公平、バランス等からも、補助金交

付要綱等をつくり、保護整備をしていくべきではないかと質疑をいたしました。村
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長からは要項等の作成をし、対応をする旨の答弁があったところです。 

この保護整備に係る補助金交付要項上の整備状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。文化財につきましては、村

内各地域に点在しておりまして、先代の方々から大切に守られてきたものであり、

後世に大切に継承する必要があることは認識しているところでございます。 

そのようなことから、山江村文化財保護条例に基づきまして、文化財の保護、保

存に関して、補助の内容を具体的に規定いたしました山江村文化財保存事業補助金

交付要項を整備いたしまして、平成２９年４月１日に施行いたしました。 

内容といたしましては、指定文化財のうち有形文化財は、建造物の修理や警備設

備、防火設備などの防災管理、そして美術工芸品の修理等、それから無形文化財に

つきましては、伝承者養成や資料収集など、保存のための措置、史跡・名勝・天然

記念物につきましては、復旧や環境整備など、それから、その他の保存のために特

に必要と認めた事業などにつきましても、申請に基づき補助金を交付することと

し、それぞれの補助対象経費、ただし国・県またはその他の補助金が交付された場

合は、その額を控除した額の２分の１以内を補助するものでございます。なお、種

別ごとに補助限度額を定めております。ちなみに有形文化財につきましては、２０

０万円でございます。 

また、未指定文化財につきましても、調査を引き続き行いまして、文化財関係職

員による調査や専門家に依頼しての調査などを実施しておりますので、調査後、報

告書などの資料を参考といたしまして、本村にとって重要な文化財であると確認で

きたものにつきましては、村指定文化財の指定につきましても検討させていただき

たいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 是非ですね、議員の皆様方にもできておれば写しをください。 

今回のこの合戦ノ峰観音堂周辺整備事業は、本村における文化財の保護、整備と

伝承の在り方の先例となり得るものです。それゆえに、文化財に係る保護整備補助

金交付要項の策定は、国・県・村指定の文化財、地区集落の文化財を含め、後世に

遺すべき価値ある文化財、歴史遺産の保護と整備を図る大切な要項と考えます。こ

の要項が本村の文化財の振興、発展につながることを大いに期待し、一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を１１時１０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に８番議員、中竹耕一郎議員より、１、地方創生事業におけるドローン活用に

ついて、２、予防接種事業について、３、北朝鮮の動向についての通告が出ており

ます。 

中竹耕一郎議員の質問を許します。８番、中竹耕一郎議員。 

 

中竹耕一郎君の一般質問 

 

○８番（中竹耕一郎君） ただいま議長のお許しが出ましたので、８番、中竹です。一

般質問をさせていただきます。その前にお断りを申し上げたいと思いますが、質問

の中で予防接種事業につきまして、一部パネルを利用させていただきたいと思いま

すが、お許しいただけますか。 

○議長（秋丸安弘君） はい。 

○８番（中竹耕一郎君） じゃあそのときはよろしくお願いします。 

では早速質問に入りたいと思いますが、今日は先ほどからいろいろ出ておりまし

た地方創生事業に伴いますドローンの活用をどのようにしていくのか。それから２

番目に、予防接種事業についてお尋ねをしたいと思います。それから３番目に、も

う早速今日朝発射がありましたが、北朝鮮の動向につきまして、対応といいます

か、村としてどうすればいいか、以上３点についてお尋ねをしたいと思いますの

で、それぞれ関係課課長におかれましては、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

では、まず最初に、ドローンの活用についてお尋ねをしたいと思いますが、実は

先般、３月の定例会の一般質問の折に、地方創生に関してドローン活用についてお

尋ねをする予定でありましたが、時間が足りなくて質問できませんでしたので、今

回その一部についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

さて、２０２０年の東京オリンピックに向けまして、技術の進歩で最も大きなも

のとしては、皆さんご存じのとおり、自動車の自動運転、次にＡＩ機能、いわゆる

人工知能を使った技術の進歩等々あるわけですが、その中にドローンの活用も入っ

ているわけであります。本村でもドローンを使ってですね、撮影したものをメディ
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ア材料として情報としてケーブルテレビで放送をされておりますが、また一方、地

方創生の切り口として、事業を立ち上げているところもあるわけです。 

使われ方もさまざまでありますけれども、まず航空法とかそれから地方の条例な

どに絡み、何らかの規制があるんじゃないかというふうに思います。そういう規制

をクリアできればですね、多方面にも利用できるんじゃないかなというふうに思い

ます。利用できる箇所、それから高さの問題、活用できる方法、禁止されているこ

と等々あると思いますが、どんな法的な規制があるのか、まずお尋ねを申し上げた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、地方創生事業におけるドローンの活用につ

いてということで、まずドローンを活用する際に法的な規制があるかというご質問

ですけれども、議員お尋ねの規則等についてですけれども、ドローン規制法、改正

航空法による規制、地方自治体の条例による規制等があります。 

まず、ドローン規制法についてですが、近年発生いたしました首相官邸上空への

ドローン落下事件や大使館等へのドローン落下事故を受け、国の重要施設、国会議

事堂であるとか首相官邸、皇居、原子力発電施設などの上空、おおむね周囲３００

メートルを飛行することは禁止されているということになっております。 

続きまして、航空法による規制でございます。この中ではドローンを無人航空機

と定義することや国土交通省が定める人口密集地域や皇居周辺の上空などを飛行し

てはいけないということが定められており、また、ドローンを飛行させる場合に

は、日の出から日没までに限る、ドローンと周囲の状況を目視で常時監視する、ド

ローンと人または物件の間に省令で定める距離を保つこと、イベントなど多くの人

が集まる催しが行われる上空では飛行できない、これは主催者が許可すればその限

りではないというふうになっております。などの制限を原則として満たさなければ

ならないということになっております。例外的に制限を外れて飛行する場合は、国

土交通大臣の承認を受ける必要があります。 

最後に、地方自治体の条例による規制についてですが、都道府県をはじめとする

地方自治体において、ドローン飛行による規制を条例で定めているところはあると

いうふうに聞いております。多くがイベント時にですね、個人でドローンを飛行す

ることを禁止するなどがうたってありますが、本村では今のところ条例制定はござ

いません。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） ドローン規制法とか、それから航空法、地方自治体の条例、
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そういうところにかからなければですね、自由に使えると。先ほどお答えがありま

したように、本村の場合は今のところは条例もありませんので、規制という規制は

ないわけですね。自由に使えるわけですね。はい、わかりました。 

次にですね、幅広く使えるものに災害発生時の情報の確保とか、それから有害鳥

獣被害対策のセンサーなどに使えるんじゃないかなというふうに思います。そのほ

か林業作業とか、それから工事の状況の確認、宅地分譲を進める上においてです

ね、土地開発等々使えるんじゃないかと思います。先般、有明海のノリの養殖の状

況確認にそのドローンを使って非常に役立ててるというふうな話題もありました

が、これからもですね、物流面でも、ある程度軽量であればコンパクトなものとし

て運ぶこともできるわけですね。そういうものとしては大変便利なものだというこ

とが期待をされるわけですが、さて、地方創生に絡んでですね、今のところ、うち

の山江のほうではそういうメディアに使ってるだけなんですが、率直なところ、ド

ローンを活用する場面があるのか、あるとすればどういうものに活用して地方創生

につなげていくか、その辺お考えがあればお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、議員の質問にお答えいたします。まず、地

方創生関連の前にですね、本村の業務で活用できる場面があるかということでござ

いますけれども、何と言いましても、これからの時期、災害等が発生する場面が多

くなるかもしれません。 

本村で考えられる災害としては、大雨による河川の増水や土砂崩れによる道路の

崩壊、山林火災、地震等が考えられます。雨天時での飛行はですね、なかなか厳し

いということではございますが、河川の増水状況をですね、上空からリアルタイム

に撮影することもできますし、また道路の崩壊が発生した場合には、その先にです

ね、孤立集落などが発生すれば、発生した時点でですね、ドローンを飛ばして孤立

集落の安否確認などにも利用できるのではないかなというふうに考えております。 

また、昨年は災害現場の撮影や農業関係補助金の申請書の添付書類として航空撮

影を行っているというふうに活用しております。 

また、有害鳥獣対策ではですね、先ほど議員も申されましたとおり、これはドロ

ーンの技術が進めばということですけれども、高周波装置などを搭載し、害獣を追

い払ったり、生息データなどを調査いたしまして、一網打尽にですね、有害鳥獣の

捕獲ができるのではないかなということも考えられます。農業面につきましては、

ドローンを水稲等の消毒に活用してですね、作業の省力化が図られるのではないか

なというふうに思っております。 

また、公共工事等につきましても上空からの撮影でですね、平面からではなく上
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空からの撮影で、リアルタイムに工事の進捗状況が把握できるとともに、隣接地と

の位置関係等も把握できるのではないかなというふうに考えております。技術革新

が伴えばですね、簡易な測量等も上空からできるのではないかなというふうに考え

ております。 

また、地方創生におきましては、先進自治体におきましては、このドローンを活

用した産業発展を主体とするドローン特区として積極的な活動を行ってらっしゃる

ところもございます。ドローンによる宅配や日用品の配達、処方箋が出た薬などの

配送を実証実験として行い、数年後には実用可能になるというようなことの実験を

行ってらっしゃるところもあります。また、地域おこしの一環としてドローンレー

ス大会を開催している自治体もございます。 

本村での将来的な活用といたしましては、例えば、丸岡公園農村広場一帯でドロ

ーンのレース大会などを開催し、外部からの交流人口の拡大等が期待できますし、

フットパスコースの撮影を上空から行い、ＰＲ動画の作成、自然豊かな風景が撮影

できる空撮スポット、ドローンを飛ばして、ここのスポット、観光名所を撮影して

くださいというようなことを情報提供も行うことができますし、観光入り込み客数

を増やすことができるのではないかなというふうに期待をしております。 

先ほど議員が申されましたとおり、今後技術革新が進むと思いますので、業務等

でドローンの活用が進むことがあれば、また職員の資質向上、またドローンの購入

についてもですね、検討していきたいというふうに考えているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今、いろいろお答えいただきました。いずれにしましても、

便利な道具であるわけですから、もし使えるような場面が出ればですね、そういう

のを十分に使ってやっていただきたいというふうに思います。今、ドローン特区と

かされてるところはですね、要するにドローンを使ってその地域をＰＲしていく、

そして人を呼び込んで、人の交流をつくるというような一つのドローンの特区の在

り方で進められておりますが、それも一つの方法だろうと思いますが、特異な使い

方でですね、ドローンをうまく使う。例えば、お年寄りに対してですね、先ほど言

いましたように、品物をちょっと運ぶとか、そういうのは非常に今から先、実験し

てですね、していかれれば実現できるものだろうというふうに思いますので、是非

その辺を視野に入れて、ドローンの活用を促していただけばというふうに思いま

す。 

次に、２番目になりますが、予防接種事業についてお尋ねをしたいと思います。
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これは健康福祉課長のほうにお答えをしていただきたいと思いますが、現在さまざ

まな予防接種があるわけです。まず、努力接種については努力義務があるのと、努

力義務はないけれども個人的には予防しなければならないと。Ａ類の疾病、Ｂ類の

疾病というふうにあるわけですが、現在の実績ですね、含めてその現況と実績、そ

れからその効果について、まずお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの中竹議員の質問にお答えしま

す。先ほど申されましたとおり、予防接種にはＡ類疾病とＢ類疾病の２種類の予防

接種があります。まず予防接種の種類には、主に集団での蔓延予防、重篤な疾患の

予防を目的として、接種対象、またはその保護者等に努力義務が課されるＡ類疾病

と努力義務のない主に個人予防に重点を置いたＢ類疾病の２種類があります。Ａ類

疾病には、日本脳炎や水痘、ヒブワクチン、麻疹、風疹、Ｂ型肝炎等の１１種類の

予防接種がございます。Ｂ類疾病には、インフルエンザ、成人用肺炎球菌予防接種

の２種類がございます。Ａ類疾病につきましては、予防接種の種類と同じ予防接種

でも数回接種するものもあるため、それぞれ数えますと３９項目ぐらいになります

ので、具体的な数値については割愛をさせていただきますが、全体としてですね、

７割から８割の間で推移をしているところでございます。Ａ類疾病の予防接種につ

きましては、接種時期が到達する対象者には、健康福祉課から接種の案内を送付し

ており、おおむね接種を受けられている状況です。Ｂ類疾病のインフルエンザ予防

接種につきましては、平成２８年度は７６７名、成人用肺炎球菌予防接種について

は、２８年度は１３５名が接種されております。 

効果につきましては、先ほども申しましたが、伝染の恐れがある疾病の発生及び

蔓延を予防し、感染しても重篤化を防ぐ効果があり、村民の皆様の健康の保持に寄

与するものであり、ひいては医療費の削減にもつながると考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今、状況についてお話をいただきましたが、Ａ類疾病、それ

からＢ類疾病合わせて、全て含めてですね、いわゆる公費で負担している経費は、

総額では幾らぐらいになりますか。わかりますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えします。公費で負担してい

る費用総額につきましてですが、子どものインフルエンザの予防接種につきまして

は、助成金という形で出しております。自己負担を１,０００円いただいて、残り

のかかった費用を助成金として償還払いをしている。それから風疹予防につきまし
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ても助成金で出しております。大人のインフルエンザと高齢者の肺炎球菌予防接種

につきましては、自己負担を除いた分のほうをですね、委託料として医療機関のほ

うに払っております。Ａ類疾病につきましては、全額村の負担で行っております。

委託料と助成金等々を含めまして、予防接種にかかります総額は１,０５７万２５

４円というふうになっております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 総額が１,０５７万円ということであります。当然費用対効

果が必要になるわけですが、その辺の観点からですね、接種の効果についてお尋ね

したいと思いますが、例えば、インフルエンザの予防接種をすることによって、発

症率が非常に急激に減ったとか、そういうふうな現象はありますか。その辺はどう

ですか。減ったとかどうか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えします。インフルエンザに

つきましては、その年にはやりそうなですね、Ａ型、Ｂ型の型をして予防するわけ

ですが、昨年もかなりインフルエンザのほうはやりましたので、その年に流行する

型ががっちり合うとか、そういうところもありますので、実際劇的に減ったとかで

すね、そういったところは、ちょっとこちらのほうでも把握をしておりませんが、

肺炎球菌につきましては、一つですね、研究がされておりまして、その中の一つの

例を紹介しますと、日本の高齢者施設の入所者１００人を対象にした研究で、ワク

チンを打っているグループとワクチンを接種してないグループに分けた場合にです

ね、肺炎の発症率が低かったという結果が出ているということです。ワクチンを接

種したほうにつきましてはですね、肺炎にかかる率が６３.８％で、肺炎全体をし

たときも４４.８％の発症を抑えられるということがわかっているということで

す。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） インフルエンザについては、その年その年で型があるからで

すね、わからないということですが、肺炎球菌については発症率が減ったというよ

うなご報告です。 

次に、私がお尋ねしたいと思ったのは、先ほど言いましたその肺炎球菌の予防接

種についてでありますが、平成２６年の１０月から始まったこの肺炎球菌の予防接

種なんですが、最近死亡の原因は、主なものとして、がん、それから脳疾患など挙

げられるわけですが、３番目に多いのがこの肺炎というふうに聞いております。高
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齢になれば、最後は肺炎を患って亡くなるというようなケースが多いわけですね。

肺炎で死亡する人のうち６５歳以上の高齢者が９５％も占めるというような報告も

あるようです。肺炎が原因で亡くなったというその数がですね、はっきりはつかめ

るかどうかわかりませんが、多分つかめないかもわかりませんが、本村の場合はど

のような状況ですか。つかめますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。平成２６年のデータ

になりますが、肺炎が原因で亡くなった方の人数は、山江村で３名となっておりま

す。人吉市保健所管内では１４５名となっております。平成２６年の死因の１位は

悪性新生物、いわゆるがんで１０名、２位は心疾患で７名、３位は脳血管疾患で５

名となっており、肺炎は４位となっております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） これは死亡診断書によって見ないとなかなかわかりませんか

ら、恐らくはっきりつかめないんじゃないかなというふうに思います。そこでです

ね、肺炎球菌のこの予防接種は、個人負担で受けますと２,７００円ですよね。６

５歳から１００歳まで５歳刻みで受けれるようなんですが、これは要するに接種効

果が５年間しかもたないということが原因ですか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。肺炎球菌の予防接種につ

きましては、効果が５年程度ということで、５年ということでありますが、現在特

例措置としてですね、今まで成人用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方を対

象に、３０年度までの間に１人１回定期接種の機会を設けております。５歳刻みと

いうことで、５年の効果ということでありまして、２回目以降につきましてはです

ね、２００９年に厚生労働省が再接種を認可しまして、それからは２回目以降の接

種が可能となっておりますが、２回目以降につきましては、全額個人負担となって

おります。 

それから、予防接種の間隔については、５年以内に再接種を行うと注射部位の痛

みなどが強く出る恐れがあるので、１回目の接種から５年以上の間隔を開けてくだ

さいということになっております。再接種の場合はですね、医療機関にご相談をい

ただいたほうがよろしいかと思います。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） そういうことで５年をめどにして、５年たったらまた自分で



 － 73 －

受けなさいということだろうと思いますが、補助で受けられるのはですね、先ほど

言いましたように、厚生省の指導かもわかりませんが、補助を受けるのは生涯で１

回だけしかできないということなんですが、これは法的に予防接種法か何かで決ま

ってるわけですか。１回しかできないというのは、補助を受ければですね。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問ですけれども、１回というのはです

ね、予防接種法のほうで、この肺炎球菌のほうがＢ類疾病ということで、２６年に

ですね、定期接種になったときにですね、１回限りということで、予防接種法と国

の指針に基づいてやっておられますので、公費負担については１回ということで今

のところは決まっているところです。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 補助を受けてやれるのは生涯に１回限りということのお答え

のようでありますが、およそ医療費で実費額をいきますと、約８,７００円ほどか

かるわけですね。これはなぜかというと、私も実は肺炎になったもんですから聞い

たわけですが、８,７００円、予防接種の場合はですね、かかるということです。

ただ、肺炎にかかってしまってですね、何らかの治療をしますね。入院する人もお

るでしょうし、点滴で回復する人もおるかもわかりませんが、もしも肺炎にかかっ

て、何らかの治療をして回復した場合ですね、どれくらいその医療費の実費がかか

るのかわかりますか。わからなければ、結構です。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。肺炎の治療の費用ですけ

れども、軽度な肺炎とかですね、重症化して入院される場合もありますので、通院

によって点滴、服薬等もあるというところで治されるところもあるということで、

完治までの期間もさまざまではないかということもありますので、ケースによって

異なるということから、ちょっとこちらでは把握はできていない状態です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 次に、ちょっと準備しましたんですが、このパネルをです

ね、見ていただきたいと思います。これがインフルエンザ、こっちが肺炎球菌の予

防接種の場合ですが、これは２８年度の実績ですね。先ほどお答えしていただきま

したけれども、インフルエンザはちょっと説明しますと、子どもが１３８人、残り

が大人が受けたわけですが９０５人、総額が４５８万２,０００円かかっているわ

けですね。うち交付税が大体ちょっと多いですが３０％として見た場合ですね、こ

れは低所得者の３０％ということなんですけれども、交付税率の措置率を３０％で

見た場合に約９８万８,０００円、個人負担が１２８万８,０００円、村負担が２３
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０万円と、これが２８年度でありました。これとですね、それから肺炎球菌の予防

接種、これは２８年度は先ほど課長から報告ありました１３５名、かかった経費が

１１７万９,０００円、交付税これも３０％と見て、ちょっと多く見過ぎてますけ

れども２４万４,０００円、個人負担が３６万４,０００円、村負担が５７万円とい

うふうな２８年度の結果はですね。 

私は何で準備したかといいますとですね、今の時点でこの村の負担がですね、多

いか少ないかは別にして、既に予防接種をした者であってもですね、この肺炎球菌

の予防接種について、５年たってもですね、ずっと毎年補助を受けて１００歳ま

で、１００歳まで生きればですね、受けられないかなということを下のほうに書い

てるわけですが、これでいくと、村負担がインフルエンザは２３０万円、肺炎球菌

が５７万円であったわけですね。仮に、今から先は団塊の時代に入りますから、ど

んどんお年寄りが増えていくわけです。増えていってインフルエンザを子どもが２

００、大人が１,０００人、肺炎球菌は大人が１,０００人のうちの半分、５００人

受けたとします。でいくと今の単価で総額でいきますと、肺炎球菌が４３６万７,

０００円、うち交付税措置が９０万５,０００円、個人負担が１３５万円、村負担

が２１１万円ということなんです。ですから、回復して治ればですね、この金額じ

ゃなくてはるかに高い金額に多分なると思います。これはですね、これは負担して

ますけれども、負担なくても３４０万円では上がるわけですね、村負担が。だから

今からどんどん肺炎になって亡くなる方が多いわけですので、この辺はですね、こ

の２１１万円という金額がですね、多いか少ないか。治療して治してしたほうがい

いのか、それともこっちで予防してしたほうがはるかに安いのかですね、比較検討

をされたらどうかなというふうに思います。 

この検討してみるというのはなかなか難しいんですが、特に国保財政も今もう瀬

戸際で、いわゆる待ったなしであります。状況がですね。ですから医療費とか財源

の観点からですね、総合的にこう分析をされて、比較してみたらどうかというふう

に思います。現在比較されたことはありますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問ですが、医療費と予防接種の費用と

の効果の分析ということでございますが、現段階ではですね、まだそこまではうち

のほうでは分析をしておりませんのが、いろいろ先ほども申しましたように、さま

ざまな肺炎が治るまでですね、いろんなケースもありまして、そちらの治療費のほ

うを拾い上げるというのも大変難しいところがあると思いますので、そういったも

のをわかるようでしたら、治療費がどれぐらいかかるのかということと予防接種を

するときの財源の比較等を比べることは、数値がわかればですね、やっていければ
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と思います。よろしいでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 何べんも言いますけれども、この村の負担額、５００名受け

てもですね、２００万円しかかからないと。それから個人負担があった場合はこれ

ですけど、個人負担しなくても３４０万円に上がるという、非常にその国保財政の

医療費抑制につながるんじゃないかなというふうな希望的な観測を持つわけです

ね。その辺、いろんな厚労省のデータとか、県の国保の財政指標など見られてです

ね、データを集めて、比較、分析されればどうかなというふうに思います。以上、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

それから最後になりますが、最近時々思うんですけれども、日々進歩する医療技

術の高度化に伴ってですね、私は思うんですが、認知症に効果のある予防接種が出

てくるんじゃないかなと思うんですが、その辺の情報はありますか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えしますというか、私も医者ではな

いですので、そこまではすみません、把握しておりませんが、今まだ認知症には発

症とかを抑えるというような画期的な医療はまだ確立されていないというような情

報はネットとかでも見ますけれども、予防するという観点ではですね、食生活とか

運動とかですね、そういったものとか会話をするとかですね、そういったもので予

防していくというところでありますので、まだ予防できるワクチンとか予防接種等

はないと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今のは余談ですけれども、そのうちですね、特効薬ではない

かもしれませんけれども、それに多分近いものがですね、脳の発達の低下を抑える

ワクチンとか、多分私は出てくると思うんですよ、近いうちに。その出てきたとき

はですね、やっぱりすぐさま取り込んで健康寿命を伸ばしてつなげていくと。そし

て豊かな終活を迎えるというのがいいんじゃないかなというふうに思います。 

以上、よろしく検討方お願いしたいと思います。これで予防接種については終わ

りたいと思います。 

もう一つ、最終的にですね、山江村として予防接種を行政がしていく上でです

ね、非常に大事なこと、それから今後の方向について、課長のお考えをお尋ねした

いと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えします。今後の予防接種の

方向性ということで、村としましては、国の方針ですね、国が定める予防接種法に
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基づいて、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済等を行っていきたい

と考えております。特に接種時期の誤りなど、過誤接種が発生しないように、医療

機関とのチェック体制を強化して、村民の健康維持に努めていきたいと思っており

ます。先ほど議員が申されました認知症の特効薬等が国が認めるようでありました

らですね、国の指針に従って導入していきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 頑張っていただきたいと思います。 

次にですね、最後の質問になります。一般質問としては、本定例会では必ずしも

適切ではないかもわかりませんが、憂慮すべき問題としてですね、北朝鮮の問題が

あると思います。これは国レベルの外交問題でありますから、適切ではないかもわ

かりませんが、あえてお尋ねをしたいと思います。外交問題でありまして、村とし

てのそのどうこうという見解は要りませんので、あくまでも不測の事態を想定し

て、現段階で考えられる範囲で答弁をお願いしたいと思います。 

今まで２回の核実験、もちろん今朝方も発射されましたけれども、３０発以上の

弾道ミサイルを発射して、しかも４週連続ですかね。我が国に向けてもその矛先を

向けた挑発が続いているわけです。関係各国は、自制を求めて圧力でやろうという

ような厳しい対応をしているわけですが、また一方、我が国もですね、国際法上認

めることはできないというような見解を示しているわけです。 

そこで初めにですね、現在まで上位機関からの指示で、消防、防災を含めてです

ね、対策会議などあったのか。また、国・県レベルで、何らかの情報がマニュアル

化されて、そういった対策の会議とかあったのかどうか、そこをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 北朝鮮のミサイル発射につきましては、今年に入り、議員

言われましたように３０発、５月２９日までには９回の発射を数えておりまして、

本日も地対空ミサイルの様なものを発射したというふうな情報が入っております。

ほとんどが日本の排他的経済水域と呼ばれるＥＥＺと呼ばれる海域に落下しており

ます。この水域は、漁業や天然資源の探査、開発等の権利を沿岸国に認めておるわ

けでございまして、この水域では、他の国に邪魔されず主体的に経済活動が行える

というふうなことになっております。このことから日本の漁船なども操業しておる

水域で、大変危険な行為であります。 

このようなことから、県下の市町村や消防本部を対象とした国民保護・防災・消

防に係る会議が開催されております。山江村からも参加をいたしております。ま
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た、国が把握しております北朝鮮の情勢、また大きな動きにつきましては、ファッ

クスによりまして国のほうから流れてきております。このほか、北朝鮮のミサイル

の発射の情報につきましては、内閣官房から消防庁、県等を通じて、一斉ファック

スによってもたらされておりますし、Ｑ＆Ａのようなものもですね、情報としては

もたらされておるような状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 時に触れ、そういった会議があるということはわかりました

が、でも必然にですね、避難訓練をしている所もあるわけですね。この間は福岡で

やっておりましたが、あってはならないけれども、要するに予想できない不測の事

態が起きた場合ですね、迅速に村の人に情報をどういうふうに伝えていくのかです

ね、その辺があれば教えてください。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 村民への迅速な情報伝達ということでございます。このよ

うな状況を受けまして、国においては、Ｊ－ＡＬＡＲＴというものが設備をされて

おります。このＪ－ＡＬＡＲＴは全国瞬時警報システムと申しまして、地震、津

波、噴火、竜巻、土砂崩れなどの大災害の情報のほか、弾道ミサイルの発射、大規

模テロ、航空機の攻撃、ゲリラ、特殊部隊攻撃など、国民の生命、財産に危害を及

ぼしかねない危険情報を国民に知らせ、早期の避難や予防措置などによって被害の

軽減を図るというふうな目的がございます。もし万が一、ミサイル等が発射され

て、日本の領土に落ちるとか、上空を通過するといった場合には、そのＪ－ＡＬＡ

ＲＴが起動いたしまして、政府から市町村の防災行政無線を強制的に起動させて、

屋外スピーカーから警報とか避難情報が流れるようになっております。また、登録

いただいておりますと、現在携帯エリアのですね、メールであるとか、緊急速報メ

ール等が発信されて、避難を呼び掛けるというふうな状況になっております。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今のそのＪ－ＡＬＡＲＴ、いわゆる全国瞬時警報システムで

すね。これは以前地震の情報がありまして流れましたよね。あれと同じような音が

するわけですか。どんな音ですか。そして、これは防災行政無線に連動してくるわ

けですか。その辺ちょっとお尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 北朝鮮がもしですね、ミサイルを発射した場合、先般もあ

ったわけでございますけれども、２月７日に北朝鮮の西岸の東倉里（トンチャン

リ）から発射された弾道ミサイル、これは１,６００キロ離れた沖縄先島諸島まで

１０分ぐらいで到達しております。これにつきましては、やっぱり避難するまで時
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間がないということで、国のほうから直接町村の防災無線を起動させて、警報なり

また避難の指示ですね、そういったものが流れます。これまでは一回Ｊ－ＡＬＡＲ

Ｔの訓練なども行っておりますし、今年もですね、Ｊ－ＡＬＡＲＴの伝達訓練が行

われる状況になっております。 

これにつきましては、やはり町村までの伝達ということで、その場合に応じて、

音とか警報の内容というのは予想はちょっとつきませんけれども、具体的にやはり

ミサイルが発射されて、どこどこに落ちる可能性があるということで、そういった

ところまでは呼び掛けて、避難をしていただくというふうなことになるんじゃなか

ろうかというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 本村の場合もですね、昨年ですね、防災行政無線をデジタル

化して替えておりますが、電波の性格上、完全に流れないという所もあるそうで

す。聞こえにくい所もあるようですが、その辺、Ｊ－ＡＬＡＲＴの試験をされて、

ちゃんとこうその防災行政無線で連絡ができるかどうか、確認をされる必要がある

んじゃないかと思いますが、今の状況はどうですか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 昨年度、本村の防災行政無線をデジタル化いたしておりま

す。その前に一応電波試験というふうなことで、全村的には行っておりますけれど

も、実際デジタル化をいたしまして放送を開始しましたところ、やはり聞こえにく

いというふうな箇所が実際発生しております。このような場所につきましては、そ

の都度連絡を受けたときに、専門業者を派遣いたしまして電波の測定などを行って

おります。屋外局はある程度調整をいたしておりますので、聞こえるんであります

けれども、個別の局につきましては、やはり聞き取りにくいということがございま

すので、そういった場合には、屋外アンテナを設置して電波の受信を良くするとい

うふうなことで一応対応をいたしておりまして、連絡をいただければそのケースに

応じた対応を今やっているところでございまして、調整をいたしております。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） こういう事態が発生してはならないわけですが、もしそうい

うことがあったらですね、やっぱり情報がここはよく聞こえるけど、ここは聞こえ

なかったということになればですね、住民も右往左往するわけですので、その辺の

確認は是非お願いしておきたいと思います。 

普通の自然災害と違ってですね、この災害はですね、数分間で飛んでくるとい

う、きわめて短時間の行動になるわけですが、果たしてその緊急避難する方法があ

るのかですね。避難施設も多分ないでしょうし、防災の体制も組んどる暇はないと
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いうふうに思うわけですね。その辺はどのような組織で対応していきますか。避難

の方法があるでしょうかね、ちょっとお尋ねしたいと思いますが。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 議員先ほど申されましたように、短時間にやっぱりミサイ

ルが飛んでくるということで、避難の時間も限られてまいります。国のほうから

は、情報が入った場合には、頑丈な建物に逃げ込んでくださいということ、また地

下施設がある場合にはですね、地下鉄の駅とか地下街がある場合にはそういったも

のに逃げ込んでくださいと。そういったものがない場合はもう自宅に逃げ込むと、

屋外にいる場合はですね。それも窓から離れた部屋、また窓のない部屋に逃げ込ん

でくださいというふうなことで指示があっております。また屋外にいて、何もない

場合にはですね、物陰に隠れるとかですね、車を運転しておる場合には、降りて低

い姿勢を保って頭部を守るとか、そういったものしかできないような状況でござい

ます。そういったものにつきましても、今後ですね、住民の方に対してですね、そ

ういった緊急事態の対応について、周知をしていきたいというふうには考えており

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 最後になりますが、本村にはじゃあそういうシェルターみた

いな頑丈な建物とか地下施設とか、そういうのはないですよね、ありますかね。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 今言われたような地下施設というのはほとんどない、ない

と思います。昔掘ってある防空壕が使えるようであればですね、そういったものも

活用するということも考えられるとは思うんですけれども、やはり先ほど申しまし

た頑丈な建物に逃げ込むとかですね、そういったものを日頃から頭の中に入れてい

ただくしかないのではなかろうかなと思っているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今、いろいろお答えをいただきました。何せこの問題はです

ね、小さな自治体で取り扱うような問題でもないわけですが、大変不適切な質問で

あったかと思いますが、お答えいただきましてありがとうございました。 

以上で、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を午後１時１５分といたしま

す。 



 － 80 －

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に６番議員、谷口予志之議員より、高齢者福祉対策について、高齢者福祉につ

いて、運転免許証の自主返納者対策についての通告が出ております。 

谷口予志之議員の質問を許します。６番、谷口予志之議員。 

 

谷口予志之君の一般質問 

 

○６番（谷口予志之君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、６番議員、

谷口より一般質問を行います。今回、高齢者福祉対策ということで、２項目につい

て通告をしております。通告に従い質問をします。 

まず、高齢者福祉について質問いたします。近年、都市、地方に関係なく、少子

高齢化社会を迎え、高齢者は年々増加しております。山江村においても高齢者の一

人暮らし世帯、また高齢者のみの世帯も多くなってきていると思いますけれども、

山江村においてその実態調査は行われているのか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、ただいまの質問にお答えいたします。一

人暮らし世帯、高齢者世帯の実態調査についてということですが、まず、本村の一

人暮らし世帯、高齢者世帯の状況についてお答えします。平成２９年４月１日現在

の６５歳以上の高齢者独居世帯は１５３世帯で、６５歳以上の高齢者のみの世帯は

１５１世帯となっております。独居世帯、高齢者のみ世帯を合わせますと３０４世

帯となり、村内全体の世帯数１,２１５世帯に対し、約２５％の割合となっており

ます。 

次に、独居・高齢者世帯の生活実態調査についてですが、生活の実態に特化した

調査ではありませんが、昨年度において本年度策定します第７期高齢者福祉計画及

び介護保険事業計画に係る介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を実施しておりま

す。２９年１月１日現在で、６５歳以上かつ要介護認定を受けていない高齢者１,

００８名を対象に、高齢者の生活状況や健康状態に関する項目、大項目で８項目の

調査を行っております。２９年３月１日から３１日までの間で実施しております。

現在集計を行っているところであります。 

また、在宅で介護をしている要支援、要介護認定を受けている人のうち変更、も
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しくは区分申請に伴う認定調査を受ける人を対象に、認定調査員による聞き取り調

査を行っております。こちらにつきましては、２８年１２月１日から２９年３月３

１日までの４カ月で実施しております。こちらの調査につきましても現在集計を行

っているところでありまして、生活実態等の中身については、また集計ができた後

に計画等に反映をさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 今、集計中のこともあろうかというようなことでございます

けれども、高齢者の独居世帯、高齢者のみの世帯を合わせまして３０４世帯で、村

全体１,２１５世帯に対し２５％ということは、４世帯に１世帯というようなこと

になるかと思います。この状況は今後も減ることはなく、増加するのではないかと

思います。このような傾向は山江村のみならず、どこの町村も同じだと思います。

高齢化が進むと、自ずと高齢者の孤立化が多くなってくると思います。社会的に孤

立に陥りやすい高齢者の特徴として、一人世帯、暮らし向きが苦しい、健康状態が

良くないなどあると思います。その背景には、高齢者一人世帯や高齢者夫婦のみの

世帯の増加、近所に話し相手がいないなど、世帯構成、経済、社会の変化が関係し

ているとも言われております。 

山江村としまして、このような高齢者の孤立化を防止するような対策はとってお

られるのか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） ただいまの質問にお答えいたします。高齢者の孤立

が進んでいくんではないかということで、山江村の対策としましては、平成２７年

３月に策定しました第３期の山江村地域福祉計画というものがあります。計画期間

は平成２７年から３１年度までということで、こちらは社会福祉法第１０７条に基

づく市町村の地域福祉計画となっております。この中の基本目標の一つに、地域の

福祉力を伸ばすという目標が掲げられております。その中の取り組みとしまして、

民生委員による見守りや相談活動、社会福祉協議会等関係機関との連携、区長や地

域の方による見守りネットワークの推進が取り組むべき活動として掲げられており

まして、現在三つの項目につきまして実施をしているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 今、答弁いただきましたように、第３期の山江村福祉計画の

中の基本目標としまして、地域の福祉力を伸ばすということで、民生委員の方々や

社会福祉協議会等の関係機関との連携、また区長、地域の見守りネットワーク、協

力者による推進が取り組むべき活動だというようなことでございました。 
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一昔までは親しい近所付き合いがありましたが、過疎化が進み、地域のつながり

が減少等により、地域の支え合う力が低下してきているのも原因ではないかなとい

うふうにも思っております。孤立化により最悪の結果を招かないためにも、地域で

見守ってくれる体制づくりを切に願うものでございます。 

そのような中、一人暮らし、高齢者のみの世帯等において、体調不良とか災害等

というときの緊急連絡体制について、山江村としましてはどのようなことをされて

いるのか答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、山江村の緊急連絡体制ということであり

ますので、お答えいたします。災害時等に支援が必要な避難行動要支援者につきま

しては、現在３３名の方から同意を得ておりまして、災害時要支援者システムのほ

うに登録を行っております。緊急の際の連絡先は把握しておりまして、事前に消防

署、警察署、社会福祉協議会等、関係機関に対しまして情報の提供を行っていると

ころです。 

また、山江村在宅老人緊急通報装置の貸与事業によりまして、今まで６５歳以上

の一人暮らしで利用を希望される方については、緊急の通報装置を貸与しておりま

す。現在の利用者は２２人で、２４時間体制で緊急時に利用者の安否確認や救護等

が可能な事業者２社のほうに委託をしているところです。 

それから、先ほども申しましたが、地域での見守りということも必要であるとい

うことで、民生委員と地域見守りネットワークの協力員によります訪問活動を行っ

ていただいております。民生委員につきましては、２８年１２月の改選によりまし

て、現在１６地区全てに民生委員のほうを選任させていただいております。高齢者

の困りごとや相談など、地域と行政、関係機関とのパイプ役として活動してもらっ

ておりまして、毎月開催されます民生委員の定例会には、福祉係包括支援センター

の担当者が出席をして情報の共有を図っているところであります。 

また、社会福祉協議会が行っております地域見守りネットワーク事業につきまし

ても、１６地区全てで組織化されておりまして、より身近なところから一人暮らし

や高齢者等の定期的な見守りをしていただいているところです。 

このほかにも在宅生活支援サービス事業として行っております配食サービスによ

る高齢者等の安否確認を社会福祉協議会のほうで行っていただいているところで

す。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 災害等の緊急時には、要援護者システムによる登録とか、緊



 － 83 －

急通報装置の貸与等によって対応されておるというようなことでございまして、ま

た日常においても、民生委員の方々や地域でつくられております地域見守りネット

ワークの協力員による訪問活動とか、各機関で情報を共有されるなど、先ほどの孤

立化防止にも大変役立っているものではないかというふうに思います。 

高齢者になりますと、さまざまな原因で脳の働きが悪くなり、記憶、判断力の障

害が起こり、意識障害ではないものの社会生活や対人関係に支障が出る認知症につ

いて、山江村でその患者数等の把握はされておるのか、答弁をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。山江村の認知症患者

数についてでありますが、健康福祉課として把握をしている分ですので、全体を網

羅しているとは言えませんけれども、今６５歳以上の認知症のある方として把握し

ている人数は１５４人です。平成２９年４月１日現在の住民基本台帳の６５歳以上

の人口１,１５０人に対しまして、約１３.４％の割合となっている状況です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 役場のほうで認知症患者というようなことで、１５４名の方

を把握されているというようなことでございます。認知症にならないという絶対的

な方法は見つかっていないようです。しかし、高齢になったら誰もがかかるような

病気ではないかなとも思っております。しかし、認知症になりにくい生活習慣を心

がける、認知症で落ちる能力をトレーニング等で鍛えることで、認知症を発症せず

に過ごせたり、認知症になる時期を遅らせたりできる可能性が高まるように、どう

すれば認知症になりにくいかということは、何か少しずつわかってきているような

ことも書かれておりました。認知症の大部分を占めるアルツハイマー型や脳血管性

認知症は、生活習慣病、高血圧とか糖尿病、高脂血症等でございますけれども、と

の関連があるとされ、例えば、野菜や果物、魚などをよく食べるなどの食習慣や定

期的に有酸素運動を行う習慣を身に付けるなど、普段からの生活管理が認知症の予

防につながるとも聞いております。 

また、先ほどの中竹議員の質問の中で、「認知症の薬はないか」というようなこ

とで、答弁の中では「ない」というようなことで言われた訳ですけれども、私イン

ターネットで調べた限りでは、このようなことも書かれておりました。というのが

「症状が軽い段階のうちに気付き、適正な治療を受ければ、薬で進行を遅らせた

り、場合によっては症状を改善できる」というようなことも書いてございました。

こういうことから、早期診断、早期治療によっては、高い治療効果が期待できるの

ではないかと思われますが、その認知症の予防対策として、山江村としてはどのよ

うなことを行われているか、答弁を求めます。 
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○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、山江村が行っている認知症予防対策につ

いてお答えいたします。現在行っている予防対策としましては、地域包括支援セン

ターの実施する「たっしゃかクラブ」などの介護予防事業や出前福祉「にこにこ食

のつどい」等による外出や人との会話の機会を増やしたり、社会福祉士や保健師、

栄養士による健康指導、栄養指導のほうを行っております。また、ご本人が住み慣

れた地域で安心して自分らしく暮らし続けられるよう地域で支えていくことが必要

であり、本年度も認知症サポーターを養成するための講座を開催することとしてお

ります。 

また、２９年度からの取り組みとしましては、ＩＣＴ機器を活用した認知症予防

対策事業に取り組むこととしております。タブレット端末に導入したソフトを使っ

て、記憶力や判断力などのご本人の健康度をチェックしたり、ゲーム感覚で頭の体

操を行ったりすることで、認知症の予防につなげるものです。地域包括センターの

事業や各地区の公民館事業等でも利用できますので、是非村民の皆様にもご活用い

ただければと考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 村としてもいろいろな対策をとっておられるようでございま

す。今、はやっているのはタブレット端末とかを導入したりとか、そのようなこと

でやって、できるだけ認知症予防につなげるというようなことでございますけれど

も、最も重要なのは、先ほども言いましたけれども、認知症の早期発見だと言われ

ております。認知症は本人のみならず、ご家族の方にも身体的、精神的、経済的に

大きな負担が発生すると思います。 

早期に発見することで適切な治療につなげたり、ご本人やご家族の意思を尊重し

ながら、自立した生活を送れるようサポート等は行っておられるのか、お尋ねをし

たいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。認知症の早期発見に

ついてですけれども、そのような環境を整えるために、国は認知症施策推進総合戦

略、通称「新オレンジプラン」において、市町村に認知症初期集中支援チームを設

置するように求めています。認知症初期集中支援チームとは、保健師、看護師、作

業療法士、社会福祉士などの国家資格保有の専門職が２名以上、認知症などの専門

医療の経験がある１名を含むチームで構成され、早期に認知症の識別診断が行わ

れ、迅速かつ適切な医療、介護が受けられる初期の対応体制が構築されるよう、家
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族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、かかりつけ医と連携しながら、

認知症に対する適切な治療につなげ、自立生活のサポートを行っていくこととされ

ております。 

本村におきましても、保健師、看護師、それから山江には医療機関がありません

ので、近隣の医療施設の専門の先生の協力を得ながらですが、平成２９年度中に認

知症の初期集中支援チームのほうを立ち上げる計画としております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 国のほうでも認知症の施策を推進総合戦略というようなこと

で「オレンジプラン」において市町村に認知症の初期集中支援チームを設置するよ

うに求めているというようなことでございましたけれども、この今はチームを立ち

上げる予定ということでございますけれども、いつぐらいに立ち上げるのか、まだ

わかっておりませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。研修等行う必要もありま

すし、関係機関との連絡、調整とかですね、会議を行いながら、本年度の３月中に

は立ち上げを目指していきたいと考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 今年度中にはというようなことでございます。先ほどから何

回も答弁をいただいたように、また質問しましたように、認知症の予防はやっぱり

早期の発見だと思いますので、認知症初期集中支援チームの早期立ち上げを提言し

たいと思います。 

また、高齢者福祉についての質問の最後に、団塊の世代が７５歳を超えて後期高

齢者となる２０２５年の問題ですね。この後期高齢者に向けた山江村の対策につい

て、どのような対策を考えておられるのか答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、２０２５年の後期高齢者時代に向けた対

策でございますが、平成２９年４月１日現在の住民基本台帳の総人口は３,５５３

人、６５歳以上の人口は１,１５０人ということで、現在の高齢化率は３２.４％と

なっております。一方、国立社会保障人口問題研究所の資料によりますと、２０２

５年の山江村の総人口は、３,１５６人で３９７人の減。６５歳以上の人口は１,１

７５人、２５人の増で、高齢化率は３７.２％、４.８％の増となると見込まれてい

ます。高齢化率のほうは山江村のほうでも上昇しますけれども、人吉球磨管内の市

町村の中では、錦町の３４.８％に次いで低いという見込みであり、比較的緩やか
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に高齢化が進んでいくのではないかと考えております。 

あと８年後に迫りました２０２５年の後期高齢者時代を迎えるに当たっては、若

者の定住促進、子育て環境の整備、働く場の確保や地域産業の活性化、医療費、介

護給付費の削減、健康寿命の延伸など、山江村「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に基づき、総合的な政策を展開することによって人口減少に歯止めを掛けつ

つ、持続可能な村づくりを推し進める必要があると考えております。 

健康福祉課におきましては、村民の皆様が住み慣れた地域で健康で暮らしていけ

るように、早期に病気を発見し、治療につなげる健診や人間ドック等の受診勧奨を

勧め、健康増進や介護予事業に取り組むとともに、地域で支え合うサポート体制の

整備を図っていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） ２０２５年問題は、答弁のとおり、あと８年後に迫っており

ます。答弁されましたように、高齢化がピークに達し、４人に１人が後期高齢者に

なることは、認知症をはじめ複数の病気を抱えた人も増えるということで、医療や

介護のリスクも重要な問題だろうと思います。そのため２０２５年問題は、「医療

費２０２５年問題」とも言われているようでございます。 

このように迫りくる２０２５年問題は、本当に深刻な問題でもあり、早い段階か

らそれらに対する対策を練る必要があると思います。現在もその問題に向けた政策

もとられているところでございますけれども、答弁されましたように、高齢者ご本

人が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らし続けられるような村をつくって

いただきたいと思っております。 

また、いろいろと答弁の中で、民生委員の方や地域見守りネットワーク協力員の

活動が多くあるというようなことも出てきておりましたので、その活動に感謝を申

し上げまして、福祉関係についての質問は一応終わりたいと思います。 

次にもう１点、運転免許証の自主返納者対策というようなことで通告をしており

ますので質問を行います。運転免許証の自主返納は、平成１０年から制度化された

というようなことで聞いております。経緯としましては、高齢化社会に伴い、高齢

運転者が増えるということで、高齢ドライバーによる交通事故等が年々増加し、本

人や家族などから相談が多数寄せられ、高齢運転者への対策として制度化されたも

のだそうです。 

このようなことから、山江村においても高齢運転者の免許証自主返納者がおられ

ると思いますけれども、昨年度２８年度において、運転免許証を自主返納された方

の人数について、わかっておりましたら答弁を求めます。 
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○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 運転免許証の自主返納者の内容でございます。平成２８年

度人吉署管内におきましては、１２７件返納されておりまして、そのうち山江村関

係者は１１名が返納されておるようでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 山江村でも運転免許証の自主返納者は、１年間で１１名の方

が自主返納されたというようなことでございます。また通告のほうでは、自主返納

を促進する取り組みについてと、自主返納者に対する特典制度についてと分けて通

告をしておりましたけれども、これは返納者に対する特典制度を設けることが自主

返納を促進する取り組みになろうかと思いますので、併せて質問をするわけでござ

いますけれども、山江村として、この高齢者運転免許証の自主返納を促進するため

に、どのような特典制度があるのか答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 運転免許証の返納を促進するということと、その特典でご

ざいます。まず、運転免許証の取り消し、返納制度について少しお話をいたしま

す。免許取得者が病気や高齢などによりまして、身体機能の低下を自覚されたり、

運転の必要がなくなった等の理由により、免許証の有効期限内に運転免許証を返納

することができる制度でございます。取り消し手続きをして運転免許証を返納され

た方には、運転経歴証明書が交付されるようになっております。この返納手続き

は、運転免許センター及び各警察署で申請でき、申請は本人のみしか申請できない

ことになっております。申請をした日前５年間のですね、自動車の運転に関する経

歴について表示したカードが交付され、これは身分証明書としても利用できるもの

でございます。 

山江村におきましては、運転免許返納により交通手段がなくなった方に対しまし

て、まるおか号を活用していただき、日常生活へ支障を来さないような取り組みを

本年の４月から開始をいたしております。具体的には、まるおか号へ乗車される際

に、先ほど申しました運転経歴証明書を提示していただければ、乗車料金が半額に

なる制度でございます。対象者は、先ほど申しました道路交通法に基づく運転経歴

証明書を提示されました６５歳以上の方ということで、現在チラシを作成して推進

するために周知を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 先ほど、冒頭述べましたように、高齢者の交通事故というの

は、テレビとか新聞でも皆さんが目にすることだろうと思います。交通事故という
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のは、単に自損事故もあるわけですけれども、他人を巻き込んだ重大な事故を起こ

しますと、後々後悔することを考えると、自主返納を選択される方も多いのではな

いかというふうに思います。 

運転免許証の自主返納者特典としましては、それぞれの自治体でもいろんな特典

制度を設けておられます。山江村としては、運転免許自主返納者に対し、まるおか

号へ乗車された場合には、運転経歴証明書ですか、それを提示すれば、乗車料金が

半額になる特典を設けておられるというようなことでございます。運手免許証を自

主返納する場合は、事故を未然に防ぐというようなメリットもありますけれども、

人それぞれでございますけれども、買い物や病院、または農作業に行くのに自由が

利かないとか、家族の負担が増すとか、車を手放すことで外に行く意欲がなくな

り、運転をしないことで記憶力や判断力が欠如するなどのデメリットもあろうかと

思います。自主返納されるには、地域性を考えると、それなりの覚悟といいます

か、そういうものが要るんではないかと思います。しかし、高齢者を交通事故等か

ら守るためには、自主返納というのを促進していくことが大事ではないかと思いま

す。 

公共機関のまるおか号の運行の見直しによりまして、便利になり、また個人の負

担も軽減されてはおりますけれども、その山江村のまるおか号の半額になる特典

を、例えば半額と言わず期限付きで無料にするとか、無料の回数券を配付するとか

をして、運転免許証の自主返納をより一層促進されることを提言をいたしまして、

一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、４番議員、西孝恒議員より、１、税の収納率向上対策に

ついて、２、小学校部活動の社会体育移行について、３、学校のトイレ施設環境改

善についての通告が出されております。 

西孝恒議員の質問を許します。４番、西孝恒議員。 

 

西 孝恒君の一般質問 

 

○４番（西 孝恒君） こんにちは、４番議員、西です。議長の許しが出ましたので、

通告に従いまして、一般質問をいたします。 

通告いたしております質問内容は、１、税の収納率向上対策について、２、小学

校部活動の社会体育移行について、３、学校のトイレ施設環境改善についての３点

であります。 

まず、１点目の税の収納率向上対策についてでありますが、本村では、３月議会

定例会におきまして提出されました議案の中で、山江村債権管理条例制定等２件が
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閉会中の継続審議となっていますが、その条例の目的は、本村が所有する債権の管

理について、取り扱いの基準を統一し、適正な事務処理を行い、公正かつ公平な村

民負担の確保及び村の債権管理の一層の適正化を図ることにより、財源確保に努め

るためとあります。債権の種類により、その対応は変わりますが、時効を含め、事

実上回収できない状況がそろった場合などは、そのような不良債権を長期間抱え込

むことは大変な労力であると思います。それで今回の条例の必要性もあるわけであ

ります。 

村民の皆さんが納期限までに税金など１００％納めていただきますと、滞納問題

もなく、それで督促や強制執行、強制徴収、また滞納処分などもないわけでありま

す。しかし実際には、全国そのような所はないのではと思っていたのですが、一昨

日の人吉新聞にはですね、ここにありますが、「五木村３年連続で収納率１００

％」と、第１面にありまして、五木村は大変納税義務意識の非常に高い所だなと感

心いたしました。 

それで、本村でも対策はやっておられますけれども、これまでの地方税や使用料

など、収納の現状とその推移などについてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。地方税収入は、毎年２億円

を超える貴重な自主財源でございます。地方税におきましては、主なものといたし

まして、村民税、固定資産税、軽自動車税、いわゆる三税と言われているものがあ

るわけでございますが、それに今回国民健康保険税を加えました四つの税について

ご説明いたします。 

各税の現年度分の直近３カ年の収納率でございます。まず、村民税でございます

が、平成２６年度が９９.１％、平成２７年度が９９.０％で前年度比０.１ポイン

トの減でございます。次に、平成２８年度でございますが、９９.３％で、前年度

比０.３ポイントの増でございます。 

次に、固定資産税でございますが、平成２６年度が９７.８％、平成２７年度が

９８.３％で、前年度比０.５ポイントの増。平成２８年度が９８.６％で、前年度

比０.３ポイントの増でございます。 

次に、軽自動車税でございます。平成２６年度が９８.５％、平成２７年度が９

８.８％で、前年度比０.３ポイントの増。平成２８年度が１００％でございました

ので、前年度比１.２ポイントの増でございます。 

次に、国民健康保険税でございますが、平成２６年度、一般が９３.１％、退職

が９８.２％のトータルの９３.３％、平成２７年度、一般が９４.９％、退職が９

９.２％、トータルの９５.０％で、トータルの前年度比１.７ポイントの増でござ
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います。平成２８年度におきましては、一般が９５.０％、退職が１００％、トー

タルが９５.１％で、トータルの前年度比０.１ポイントの増でございます。 

以上のことをもちまして、当村の税収納率の推移を見ますと、直近３カ年ではご

ざいますが、右肩上がりに伸びているものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 村税などですね、今報告ありましたが、良いところで軽自動車

税なんか１００％、それから悪くても国保の９３.１％が２６年度にあったぐらい

で、かなり高収納率であると思います。 

次に、今後の財源徴収の体制強化対策について伺います。村税等は計画的な村づ

くりを推進するために、大切な財源として皆様が義務として納められているとこで

すけれども、中にはそれが難しくてですね、滞納になることもあるわけです。それ

で負担の公平を図り、収納率を上げるための納税意識の高揚につながる対策は、本

村でも例えば、広報やまえの今月号にもありますように、県と連携した税徴収や南

九州税理士会による無料税金相談など、十分に取り組んでおられるようですが、例

えば、他町村におきましても収納対策、そして村税納付や相談窓口の時間外開設や

納税コールセンターの開設、また相良村の口座振替促進キャンペーンの実施例と

か、また五木村の１００％収納率など、それぞれの市町村でも苦心されて、結果を

出しておられるようですけれども、本村として今後のそのような対策をですね、

今、引き続きお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。現在、税務課におきまして

は、財源確保という職員統一目標を立てておりまして、それに向かって業務に取り

組んでおります。また、県南広域本部及び下球磨市町村との併任徴収を実施してお

りまして、徴収職員不足を補って体制強化に当たっているところでございます。 

ご質問の納付相談窓口の時間外開設でございますが、納税者の方が時間内に納付

が困難な場合、現在では時間外でも個別徴収を行っているところでございます。納

税相談につきましても相談を受けていただきたい納税者の方は、今のところほとん

ど相談済みでございまして、分納等の納付誓約書をいただいている状況でございま

す。しかしながら、今後要望等がございましたら、検討していきたいと考えている

ところでございます。 

次に、納税コールセンターの件でございますが、この事業は、平成２８年度及び

平成２９年度の国民健康保険税が対象の県の補助事業でございます。職員の代わり

にコールセンター業者が滞納者へ電話での納付勧奨を行うもので、現在、この事業
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を実施しているのは県内で４市町、郡市では多良木町のみでございます。この補助

事業につきましては、申告時期の繁忙期にですね、職員に代わりまして電話勧奨を

行うわけでございますが、国保税のみが対象であること、徴収や納付相談等が対象

外であることによりまして、急な徴収依頼や納付相談が窓口に集中しまして、待機

職員での対応が困難な面から、事業を実施していない市町村が多いものと考えま

す。今後、このような面を改善してもらい、使い勝手の良い事業になるよう県へ要

望していきたいと考えているところでございます。 

次に、口座振替についてでございます。現在、当村におきましては、税の口座振

替を行っている額は、全体の約２０％でございます。現在も毎月１４件から１５件

ほど申請があっているところでございます。口座振替におきましては、納付の利便

性を拡大しているものでございまして、相良村さんにおきましては、窓口、銀行振

込、口座振替の三つの方法があっとるようでございます。当村におきましては、そ

れに納税組合がございますので、四つの納付方法が選択できるようになっておりま

す。最近におきましては、コンビニ収納の問い合わせも多くあっているところでご

ざいますので、時代に合った納付方法も今後検討が必要かと考えているところでご

ざいます。ただ、しかしながら、当方には納税組合もありますとおり、全体の約１

６％を占めている貴重な組合でございますので、そちらも維持も勘案しながら、バ

ランスの良い納付体制にしていくことが体制強化の一つにつながるものと考えてい

るところでございます。 

いずれにしましても、地方税法など法律、条例に基づいて、しっかりとした徴収

業務を行うこと、また広報、ケーブルテレビ、ホームページの掲載、租税教室の実

施等を通して、納税者の方の納税意識を高めていただくことが一番ではないかと考

えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、いろいろな対策、それぞれの対策についてですね、それぞ

れ説明をいただきました。本村では納税組合もありますから、納税組合は大変利点

があると思います。是非それはまた続けていただきながらですね、財源確保に努め

ていただければと思います。 

先ほどもご説明にありましたけれども、最近の税収納率はですね、かなり上向い

ているようであります。その高収納率を維持して、さらに１００％へ向上していく

ためには、たゆまぬご苦労かと思います。村民の方の納税相談には十分受けていた

だきながら、ただいまのお考え、是非取り組んでいただきまして、さらに公正かつ

公平な村税負担の確保及び債権管理の一層の適正化を願いまして、この１点目の質
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問を終わります。 

次に、２点目の質問ですが、小学校部活動の社会体育移行についてであります。

これにつきましては、少し前の回覧の中に、山江村小学校部活動社会体育移行に関

するＱ＆Ａのお知らせがありました。社会体育移行に関する質問、答弁が書いてあ

るわけですね。それを見ましてだいぶわかりましたが、既に通告をいたしておりま

したので、予定の質問をさせていただきます。その回覧にもありましたが、これま

で熊本県では、小学校部活動が児童のスポーツ活動を担っていましたけれども、さ

まざまな課題、少子化に伴う困難さやニーズの多様化もあると思いますが、平成３

０年度末には、熊本市を除く全ての小学校の運動部活動は社会体育へ移行するとの

方針ですので、本村としまして、これまでの課題や移行へ向けた考え方の基本方針

などお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。平成２７年３月、熊本県教

育委員会は、児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針を策定いた

しました。内容といたしましては、小学校の運動部活動は社会体育へ移行する。中

学校、高等学校の運動部活動は社会体育と連携する。児童生徒の発育、発達に応じ

た運動部活動を行う。指導者の資質向上を図るという四つの基本方針でございまし

て、先ほど議員申されましたとおり、小学校の運動部活動は、平成３０年度までに

社会体育へ移行するというものでございます。その方針に基づきまして、本村も小

学校運動部活動の社会体育移行に向け、準備委員会を設立しまして取り組んでいる

ところでございます。 

ご質問のこれまでの課題についてですけども、まず課題として挙げられますの

が、指導者の確保でございます。アンケートの結果を見ますと、活動時間帯として

放課後が最も求められている時間帯でございますけども、現状としては社会体育の

指導者が活動できる時間帯は、夜間か休日がほとんどでございます。 

次に、保護者の負担でございます。活動組織への入会費及び活動クラブへの毎月

の会費などの活動費や活動場所までの送迎など、保護者の負担が多くなると考えら

れます。山田地区、万江地区の児童及び保護者の負担も考慮して、活動する会場や

時間帯などを考える必要もございますし、マイクロバスとかですね、まるおか号な

ど練習会場までの送迎なども考える必要があると考えております。 

そのような中で、県の基本方針、検討委員による会議やアンケートでの課題を踏

まえ、本村の基本方針を作成したところでございます。方針１として、小学校の運

動部活動は社会体育へ移行するを掲げまして、社会体育移行に向けた取り組みの推

進、村及び学校の実態に応じた活動体制づくりや指導者の確保、学校体育施設の積
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極的な活用などを進めているところでございます。 

方針２といたしまして、児童の発育、発達段階に応じた活動を行うということで

ございます。児童の発育、発達段階に応じた複数の種目のバランスの良い実践、そ

れから児童のバランスの取れた心身の成長を図るための適切な大会参加や休養日の

設定、好ましい人間関係や社会性を育成する場とするなどでございます。 

方針３といたしまして、指導者の資質向上を図るでございますが、指導者に必要

な知識や技能等習得のための研修会の実施、科学的根拠に基づいた指導内容、指導

方法及びスポーツ医科学の積極的な習得などを考えているところでございます。 

以上、三つの基本方針を柱として、社会体育移行に向け取り組んでいるところで

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、三つの基本方針について話していただきました。 

では次に、本村の社会体育移行へ向けての準備状況についてであります。これま

で熊本県では、小学校部活動は熊本独自の歴史があり、他県に比べて学校のウエイ

トが大きく特異なものであったことから、つまり先生方も大変な労力であったわけ

であります。移行にはさまざまな段階があると思いますが、ＰＴＡやコミュニティ

スクールでの報告状況や各関係団体の連携を含め、準備状況をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。本村の取り組みといたしま

して、平成２７年度に学校教諭及びＰＴＡ代表者、協議団体の代表者、総合型スポ

ーツクラブの代表者など、２４名で組織します検討委員会を設立しまして、部活動

の現状や課題などの意見交換、課題シートの取りまとめ、保護者へのアンケート調

査の実施などを行い、移行に向けての基本方針及びイメージを作成いたしました。

その結果、本村は１年前倒しの平成２９年度末までに小学校運動部活動を社会体育

へ移行する方向で進めていくことといたしました。 

また平成２８年度は、検討委員会を開催いたしまして、学校教諭及び保護者代表

者、総合型スポーツクラブの代表者など１６名で組織します準備委員会を設立いた

しまして、５回程度会議を開催いたしました。内容といたしましては、先進地の視

察研修、総合的な運動プログラムの必要性、それから送迎体制の整備、受け入れ組

織の設置、指導者の育成、クラブの週間活動スケジュール、各クラブの入部対象

者、保護者への説明会の実施などを行ってきたところでございます。 

平成２８年２月に、村内小中学校児童の保護者を対象にアンケート調査を実施い

たしました。回答率は５８.８６％でございました。意見といたしましては、「社会
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体育に移行された場合、個人負担が発生する」「勝利優先でなく、参加体験型のク

ラブであってほしい」「指導者は確保できるのか」「活動場所はできるだけ学校で」

「山田地区と万江地区で地域差が生じないように」「学校行事等を考慮して、練習

日や試合数を決めてほしい」などがございました。 

それから平成２８年１１月には、教育に関して山江村の重点施策等を協議いたし

ます総合教育会議を開催いたしまして、教育委員、ＰＴＡ代表者、学校運営協議

会、教育関係団体代表者など総勢１５名の出席を得まして、小学校運動部活動の社

会体育移行についての意見を聴取したところでございます。 

以上でございます。  

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 準備状況については、検討委員会からアンケート方針から、そ

れからまた準備委員会に変わって、またアンケートもとられたということでありま

す。 

では、社会体育への移行に向けたですね、先ほどの回覧はここにもありますけれ

ども、一応教育委員会社会教育係から発行されていますが、完全移行した後のです

ね、これまで学校が行ってきた事務を含めた作業ですね、この受皿はどこになりま

すか。また、代表者についてもお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。これまで行ってきました準

備委員会や教育関係者などの意見も踏まえまして、現時点では、社会体育完全移行

後の受皿といたしまして、本村の総合型スポーツクラブ「わいわいクリスポやま

え」を考えております。この事務局については、教育委員会に置くこととしており

ます。また、代表者につきましては、現在もですけども、ジュニアスポーツクラブ

を指導しておられる一般会員の方が会長をされておりますので、引き続きこの体制

でということで考えております。ちなみに、現時点の会員数としましては、ジュニ

ア会員が６３名、一般会員が１８名ということでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 失礼しました。先ほどの質問にはまだ先があったんですが、途

中ですみません。総合型スポーツクラブ「わいわいクリスポやまえ」ですね、一応

受皿ということで了解いたしました。 

それから、社会体育化によって、本村のスポーツや競技種目はですね、どのよう

に変わりますかですね。例えば山田小学校では、部活動種目を前期と後期に分けて

行われていますことや種目はご承知のことでありますが、前期は特に夏場ですね、
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バレーボール、ソフトボール、陸上、行われていまして、後期としては主に冬場で

すね、バトミントンとかサッカー、陸上などがあります。また万江小学校では、夏

はソフトボール、水泳、秋は相撲大会や音楽祭の練習、冬はまたサッカーなど、こ

のように山田小学校、万江小学校ともに、現在も内容ある部活動を展開いただいて

いるわけでありまして、これは先生方や地域のコーチの方などの大変なご労苦もあ

ると思います。 

そのようなそれぞれの種目によって、今後は指導者の方を確保することが大事で

すけれども、そのような種目の維持について、さらに回覧にもありましたが、社会

体育に移行される理由の一つに、児童がやりたい、保護者がさせたい種目が学校に

ないなどあります。また、その回覧にありました総合運動クラブの役割とかです

ね、などそのようなこれまでの種目は維持できるのか、また今後希望する種目につ

いては、どのような見通しでしょうか、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。現在活動しております村内

小学校の部活動につきましては、今議員が申されたとおりでございます。山田小学

校、万江小学校それぞれ各種目の活動をしてございます。そのようなこれまでの学

校でのですね、部活動の種目、中学校部活動種目との関連性、指導者の確保、アン

ケートによる児童や保護者が参加したい種目のニーズ調査などを踏まえまして、活

動クラブを「わいわいクリスポやまえ」のスポーツクラブとして現在活動中でござ

いますバドミントン、サッカー、少年剣道、空手道、この４種目に加えまして、現

在休部中の少年野球、バレーボール、それから新規種目といたしまして、女子ソフ

トボール、陸上競技、それから先ほど議員申されました、これはまだ仮称でござい

ますけども「総合運動クラブ」の９クラブを予定しているところでございます。 

この「総合運動クラブ」につきましては、どちらかといえば運動が苦手な児童が

おられるかと思いますが、そのような児童を対象に、競技力向上が主というよりも

ですね、運動の楽しさや喜びを味わうようなスポーツ活動、それから複数の種目を

ですね、実施することによりまして、バランスの取れた体力づくりを目的としたク

ラブとして考えているところでございます。それから、このクラブにつきまして

は、平成２９年度からこのジュニアスポーツの指導を兼ねたコーディネーターをで

すね、教育委員会のほうで雇用しておりまして、本年度途中からですね、試験的に

活動を実施する予定でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 大体これまでの種目ですね、その維持、それから現在総合運動

クラブですか、総合型スポーツクラブですね、この中にも大体先ほど９クラブほど
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あるということでございます。総合運動クラブについてもですね、例えば体育の今

話がありましたように、不得手な児童とかですね、そういう方の居場所とかいうこ

とにも十分気を向けていただければと思います。 

では、この質問の最後にですが、小学校部活動の社会体育移行に必要な予算や運

営についてですけども、施行後もその体制のバランスの取れた維持管理、運営を続

けなければなりませんから、移行後の安定した運用に必要な予算の確保について、

可能な部分でお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。まず平成２９年度の村の予

算といたしましては、先ほど申しましたコーディネーターの人件費、それから指導

者講習会の経費、先進地研修の旅費、準備委員会の会議等の活動経費など、２５０

万円程度を計上しているところでございます。それから平成３０年度につきまして

は、移行後もですね、組織を運営していくための必要な人件費、それからその活動

のための助成金、それから指導力向上に向けた指導者講習会の経費など、そのよう

な予算が必要になると見ておるところでございますが、可能な限りですね、補助事

業等がございましたら、その補助事業を活用していきたいと検討しておるところで

ございます。 

それから、この活動組織「わいわいクリスポやまえ」の運営のための予算といた

しましては、入会者からの会費が必要になります。それから、村からの先ほど申し

ました助成金などが収入源というふうになるかと思いますが、それを基にいろいろ

な教室とかイベントを行うための事業費、先ほど申しました九つのクラブへの活動

助成金、各種大会参加の旅費、それからスポーツ用具等の購入費、それからイベン

ト等を行う際のチラシの印刷費、それから活動を行うについて保険料ですね、など

の支出が必要になるかというふうに見込んでおります。 

また、その活動クラブの予算としましては、各クラブ加入者から毎月まず会費を

取る必要があるかと思います。それから、この運営組織「わいわいクリスポやま

え」からですね、各クラブへ経費として活動助成金が来るかと思います。それから

いろいろな事業収入、例えば廃品回収とかですね、そのようなものを行った際の事

業収入などが活動の収入源になるかと思いますが、それを基にまず各クラブへの登

録料ですね、県の組織とかですね、そういう登録料、それから大会へ出る際の参加

料、指導者の謝金、それから交通費などですね、そのような支出が必要になるので

はないかというふうに現時点では見てるところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 私も２９年度の当初予算は見ましたけれども、そこには今申さ
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れました人件費とかさまざまな経費、旅費とか活動費とかいうことであります。実

際にはクリスポやまえとかのですね、この活動費というのはそれが始まってから、

それに対する予算というのは、お話のようにいろいろな必要がありますから、出て

くるんだろうと思います。 

最後にですね、これまでの小学校部活動のときも、保護者の方は部活動を維持す

るため育成会などがありまして、その会費も年間に幾らか必要だったと思います

が、社会体育移行後の育成会やその会費など、その活動費は小学校部活動のときと

比べてどうなるでしょうか。また、村よりそのための活動費の補助はないでしょう

か。一応把握いただいている分でお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。現時点ではですね、学校部

活動の活動費、それから社会体育移行後のスポーツクラブの活動費についてはです

ね、比較をまだしてない状況でございますが、移行後の保護者の負担といたしまし

ては、先ほど申しましたけども、この運営組織の「わいわいクリスポやまえ」への

入会費とそれから児童が所属する先ほど言いました九つのクラブのいずれかに入ら

れるかと思いますけども、そのクラブへの月々の会費が考えられます。 

この運営組織への入会費についてはですね、一律の額になるかと思いますが、各

スポーツクラブにつきましては、現在の学校の部活動も同様かと思いますけども、

大会へのですね、参加の頻度とか、それから部員数などによりましてですね、月々

の会費が若干相違が出てくるのではないかと、それぞれで違うのではないかという

ふうに見ております。平成２８年２月に行いました保護者へのアンケート調査を見

てみますと、「妥当だと思われる月謝」の問いにですね、「３,０００円程度」が最

も多い結果でございました。このようなですね、アンケート調査も踏まえ、それか

ら現在の各学校の部活動の会費ですね、それぞれ違うかと思いますので、その会

費、それから現在活動しているバドミントン、サッカー、少年剣道、空手道などの

現在の会費ですね、どのぐらい会費を納めておられるかなど調査いたしまして、社

会体育移行後もですね、学校部活動と比較してですね、保護者の負担が過大になら

ないよう準備委員会で今後検討していきたいというふうに考えております。 

村としましては、これまでどおり運営組織「わいわいクリスポやまえ」の助成金

をこれまでも交付しておりますが、この助成金をまず「わいわいクリスポやまえ」

のほうへ交付しまして、今度はその「わいわいクリスポやまえ」からですね、各ク

ラブへ今度は活動費を助成する仕組みを今後も続けていきたいというふうに考えて

おりますので、この移行後の活動に必要な経費、それから入会者からの会費などを

基にですね、そしてまた村内、ほかにも団体がございますので、その団体との公平
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性も考慮して、助成金額を検討していきたいというふうに思っているところでござ

います。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 保護者の方の負担、負担というのもですね、今ご説明ありまし

たが、入会金とかそれぞれのクラブの会費、それはもう種目によって変わると思い

ますが、先ほどの質問につきましてはですね、実は八代市の市立小学校運動部活動

の社会体育移行に関する基本方針案の中で、ここは５本の柱でまとめてあります

が、その中の２番目にですね、「家庭の経済力に起因するスポーツ機会の喪失を防

ぐ」とありました。つまり「活動費については、今後少々高くなっていくのではと

考えられるが、家庭の経済格差によって子どもたちからスポーツをする機会が奪わ

れるようでは残念なことであるので、この点は検討すべき重要な要素であると考え

る」と、八代市教育委員会議事録にありましたので、本村ではどうかなと思ったと

ころであります。ご検討いただければと思います。 

県教育委員会では、この社会体育への移行を３１年度から完全実施を求めている

ようですが、本村では先ほど課長よりありました３０年度には完全移行を目標とい

うことで、スムーズな移行と本村の特色ある社会体育になりますよう願いまして、

この質問を終わります。 

では、３点目の学校のトイレ施設環境改善について伺います。この質問につきま

しても、実は近いうちに村では学校トイレの修理などの予定があるようですが、通

告後にそれは聞きましたので、予定どおりに質問をさせていただきます。 

これまでの例えば公衆トイレなどのイメージですが、臭い、汚い、暗いといった

３Ｋなどといわれるイメージでしたけれども、それが最近はその印象が変わりまし

て、例えば駅とか公園とか、パブリックなトイレや和式トイレもきれいに清掃、管

理されていることに近年気付きまして、そのような公園は公園全体もさらにきれい

な感じがしまして、気分が良くなります。また、各家庭も上下水道によりまして、

トイレの環境も大変良くなっていると思います。 

ところで、本村の学校ですけども、３校とも校舎は現在耐震基準を満たしている

ということですので、耐震化の次に改善が必要と思われる施設は、全国的な調査に

おいて、小中学校では１位がトイレで６割から７割が学校トイレの改善が必要と考

えられているようです。家庭やパブリックトイレがきれいになる中で、学校トイレ

整備は遅れているような調査結果でした。実際には子どもたちも我慢をしているよ

うで、子どもたちの心理に悪影響を与えたり、身だしなみの指導はされても、手洗

い場やトイレの環境は衛生上問題があるとされているようです。 

それで本村ではどうかと思いますので、学校トイレが抱える課題や改修事例、和
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式、洋式、便器のですね、設置数など、各学校の現状をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。平成２８年度に熊本県が公

立小中学校施設のトイレの状況の調査を実施いたしました。平成２８年４月１日現

在で、山田小学校では洋式便器が１０基、和式便器が２２基で、洋式便器率は３

１.２５％でございます。万江小学校につきましては、洋式便器が６基、和式便器

が８基で、洋式便器率は４２.８６％、山江中学校につきましては、洋式便器が１

９基、和式便器が２２基で、洋式便器率は４６.３４％でございまして、この山江

村全体では４０.２％でございました。この数値につきましては、県内４７自治体

の中で洋式便器率の高いほうから２８番目に位置しております。ちなみにですね、

これは全国的に行われた調査でございますが、全国平均は４３.３％、それから熊

本県の平均は４０.４％でございますので、本村は県平均並みぐらいで、全国平均

に３.１％下回っている状況でございます。 

また、トイレについて学校が抱えております課題としましては、やはり最近はで

すね、家庭のトイレが洋式化、洋式が増えているということもございまして、洋式

便器をですね、使用する児童生徒が増加傾向にあるというようなことでございます

ので、休み時間のですね、トイレが混雑するような状況であるというようなことで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、村内のですね、状況をお知らせいただきました。私も各学

校のトイレ設置状況につきましてはですね、私もその通告の後にいろいろ調べてみ

ましたら、文科省の公立小中学校施設トイレの状況調査結果について、報道発表さ

れていました。ご覧になっているかと思いますが、今ですね、課長よりありました

ようにですね、全くそのとおりでございました。文科省が発表したこの日はです

ね、平成２８年１１月１０日、語呂合わせで「いいトイレの日」となっています。

今回、文科省は熊本地震を受けて、初めて学校トイレ調査を実施されたそうです。

全都道府県と全市町村もありまして、その中で山江村は設置数がですね８７で、洋

式の設置率がですね、先ほどおっしゃいましたように４０.２％、県内４５市町村

の平均は４０.４％でご答弁にあったとおりでございます。 

山江の方針としてですね、その資料では洋式、和式をおおむね半々に設置する方

針のようでありました。またその通告後に聞きましたことじゃありますけども、山

江村では学校のトイレ改修についても予定があるようですが、学校のトイレ環境改

善、また今度の文科省のトイレ調査も熊本地震を受けてということですから、災害
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避難時のトイレ機能確保についても、その改修の内容とかありましたらお願いしま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。学校トイレの環境改善につ

きましては、平成２９年度に山田小学校の屋外トイレの建て替えによります和式便

器からの洋式化ですね、洋式便器へ替えるということ、それから併せまして多機能

トイレも設置を予定しております。 

それから、小学校校舎内の和式便器の洋式化、洋式便器に変える予定といたしま

しては、山田小学校８基、それから万江小学校２基、洋式便器に整備をいたしまし

て、新規で保健室内に１基設置したいと考えております。なお、小学校校舎内の洋

式便器の整備につきましては、先ほど議員申されましたように、本定例会の補正予

算に計上しておるところでございます。 

また、村内小中学校で、現時点で洋式便器率が一番高かった山江中学校でござい

ますけども、この山江中学校につきましては、平成３０年度以降にですね、まず校

舎内のトイレの洋式化、それからグラウンド利用者のための屋外トイレですね、こ

れが今ございませんので、その設置についても検討したいというふうに考えている

ところでございます。 

それから災害避難場所として考えられます体育館のトイレでございますけども、

現時点では使用頻度が高い校舎内外のトイレの洋式化をまず優先いたしまして、財

政状況を見ながら、年次計画で整備できればというふうに考えているところでござ

います。 

学校トイレの整備につきましては、完全洋式化にしたほうがいいのか、または一

部和式を残してですね、洋式化にしたほうがいいのか、児童生徒とかですね、使わ

れる方のニーズ調査も行いながら、今後検討していきたいというふうに考えている

ところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 本村のですね、トイレ改修の予定のところをちょっとお話いた

だきました。和式を洋式に、また多機能トイレを付けるとかですね、あります。現

在は洋式化率が４０.２％ですけれども、今度の改修によりまして、その洋式率は

何パーセントぐらい上がるでしょうか。簡単にお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。今回の洋式化に伴いまし

て、洋式便器がですね、５０基、それから和式便器が４１基ということで、全部で

９１基になる見込みでございまして、率にしまして５４.９５％、約５５％になる
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見込みでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 県の平均、現在は４０.４％ですから、約５５％に予定ではな

るということであります。一応本村の目標としては５０％ぐらいで、完全に和式を

なくすのもどうかという考えは私にもあるわけですけれども、一応ほかの町村では

ですね、大体８５％が洋式トイレを多く設置する方針ということでありましたの

で、本村でもですね、そのようにもう少し上がるといいかなと思います。 

先ほど話しましたけれども、校舎の耐震化が終わりました後、次に改修希望が多

いのはトイレだそうです。次に空調とかＩＣＴの整備だそうですが、本村は空調も

ＩＣＴも進んでいますので、あとは全校舎、全トイレの環境が良くなりますと、ま

た手洗い場とかもですね、そういうのが良くなりますと、子どもたちは安全・安

心、快適で衛生的な環境の中で充実した授業とともに、精神的にも気分よく学校生

活が送れるのではないかと思います。また、３校の児童生徒さんも皆さん優秀です

から、トイレ環境も大切にきれいに使ってもらえるのではと思います。よろしくお

願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を２時５０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４１分 

再開 午後２時５０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に５番、立道徹議員より、１、村有施設の管理について、２、防災対策につい

て、３、公共工事についての通告が出ております。 

立道徹議員の質問を許します。５番、立道徹議員。 

 

立道 徹君の一般質問 

 

○５番（立道 徹君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、５番議員、立

道が通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

さて、今年もいよいよ梅雨の季節となってきました。昨年はですね、県北部では

大雨により大きな災害が発生し、１年たった現在でも復旧工事が行われている状況
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でございます。本年はですね、本村をはじめ全国においても大きな災害が発生しな

いようお祈り申し上げたいと思います。 

それでは、早速質問に入らせていただきます。まず初めには、村有施設でありま

す尾寄崎地区のヤマメ養殖場と平成２年に廃校になった山田小尾寄崎分校の校舎を

整備した尾寄崎キャンプ場の施設の現状と、その経営状況及び利用状況について答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松尾企画調整課長。 

○企画調整課長（松尾充章君） それでは、ご質問にお答えいたします。二つの施設の

ご質問がございましたので、まずヤマメの養殖場についてご説明申し上げます。ヤ

マメの養殖場、正式名称は山江村淡水魚養殖施設という施設名になっております

が、ヤマメの養殖場という呼び名がですね、皆さんご承知だと思いますので、私の

ほうも養殖場というふうに呼ばせていただきます。この施設につきましては、先駆

的な特産物の開発と林業地域の活性化、雇用の確保を図る目的で、昭和６３年度に

内水面漁業振興対策事業により山田尾寄崎地区に整備されたものです。間もなく整

備後３０年を迎えようとしております。近年では集中豪雨による崩土により、水路

がふさがり、水路に水が供給できず養殖魚が窒息したりですね、逆に大量の水が水

槽に流入し、養殖魚が川へ逃げ出してしまうなどの事案が出ております。だいぶ施

設のほうもですね、老朽化をしておりますが、大規模な改修等を近年村のほうで行

っているという事案はございません。施設の管理につきましては、山江村ヤマメ生

産組合へ管理委託を行っており、毎年管理委託契約書を締結しております。近年で

は組合員の構成が難しくなり、現在お一人での組合組織となっております。ちなみ

に委託費は無償となっておりまして、管理、運営に関する経費は、ヤマメ生産組合

の負担となっております。 

続きまして、養魚場の利用状況でございます。現在成魚、稚魚合わせて約７万匹

のヤマメを養殖されておられます。人吉球磨管内のホテル、旅館等に鮮魚として卸

販売をされているほか、お中元、お歳暮の宅配サービス、ヤマメの塩焼きとして各

種イベントに出店販売をされておられます。また、ヤマメのオイル漬けや甘露煮等

の加工品販売も行っておられまして、その販売規模は全国的に展開をされておられ

ます。 

経営状況につきましては、年間数百万円収入があっているとお聞きしております

けれども、施設の維持管理に相当な経費を要しているため、収支的には黒字が出た

り赤字が出たりというような状況になってるというお話を伺っております。 

続きまして、尾寄崎キャンプ場についてお答えいたします。先の議会でも質問が

なされておりましたので、重複する答えになるかもしれませんが、山田小学校尾寄
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崎分校跡地の有効活用として、地域の活性化を図る目的で平成２年度に第３期山村

振興対策事業により施設の整備を行っております。キャンプ場施設におきましても

整備後二十数年が経過しており、皆さんご承知のとおり、だいぶ老朽化が進んでい

る状況です。飲み水につきましては、山水を使用しておりまして、大雨後の管理に

苦労されている状況でありますし、現在、温水器が故障しておりまして、シャワー

のほうも水だけ、いわゆるお湯のシャワーが出ないというような状況になっており

ます。また施設内でもですね、床の一部が腐食しておる状況でもございます。施設

の管理につきましては、尾寄崎キャンプ場等施設管理組合へ管理委託を行ってお

り、管理委託契約書をこちらも毎年締結しております。こちらも委託費は無償とな

っておりますが、浄化槽管理費、消防設備管理費については、村のほうで負担をい

たしております。こちらにつきましても、現在お一人での管理ということになって

おります。 

尾寄崎キャンプ場の利用、経営状況につきましては、施設の老朽化や近隣に新設

された同様の施設の影響から、利用される方は年々減少している現状でございま

す。最盛期には、年間６００名を超える利用があっておりますが、一昨年は２７１

名、昨年は１７６名の利用というふうになっております。経営状況につきまして

も、収入は数十万単位ということでございまして、電気料などの支払い、また施設

の軽微な修繕等を行うとですね、ほとんど費用は残らないということで、ここ数年

は人件費につきましては、ほとんどもらっていないというような状況になっている

ということです。最盛期の時期には、地域の方々が交代で管理を行い、日当などを

払っていた時期もあったようですが、キャンプ場の管理については、ここ数年ボラ

ンティア的なものになってるということでございます。 

このキャンプ場につきましては、先ほどから申しておりますとおり、施設の老朽

化が大変進んでおります。国の補助金等を活用して大規模な改修等も計画をしたい

というふうに考えておりますが、まずは地元の方とですね、話合いを行いまして、

今後の活用方法についても協議をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） キャンプ場がとても問題でございます。私たちもですね、現場

を視察して見てきましたけど、本当にかなり傷んでおります。早急にですね、地元

の方といろいろ話し合いながら、その対策というか、どのように、これから改修す

るのか、解体するのか、その辺も一刻も早く対応していただきたいと思います。 

どこの地区にも言えますけど、高齢化が進む中、この地域の振興、また活性化な
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ど、今後の方向性ですね、どのように考えておられるか、このことは村長から答弁

をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 尾寄崎キャンプ場、また尾寄崎地域の今後の振興、活性化をど

う考えるかということでございました。特にヤマメの養殖場とキャンプ場を要し

て、村有施設を要しております。その村有施設を今まで活用されながら、中心に活

性化を図られたということではありましたけれども、議員のご指摘のとおり、施設

も老朽化をしてきている、また残る人もなかなか全員でですね、協力し合うとい

う、高齢化が進んできたというようなこともあろうかと思います。 

養殖場、またキャンプ場をどうするかという件ではありますけれども、まずはで

すね、その地域の方の意思をやっぱり確認する必要があるんじゃなかろうかと思っ

ているところであります。地域の方がしっかりそのキャンプ場あたりをまた新しく

つくり替えてもらいながら、人をいっぱい行きながら交流したいんだ、またこの地

域を活性化させていくんだというようなことがありまして、またそのことがこの村

づくりについてですね、非常に有効だということの検証も、税金を投入するわけで

すので必要かと思いますけれども、その付近の確認をさせていただきたいと思いま

す。 

これは尾寄崎の問題だけではなくてですね、全村的な課題も見え隠れいたしま

す。いわゆる限界集落というような問題でありますが、その地域をいかに活性化さ

せていくかというようなことについては、東北の震災はですね、よく見てみます

と、津波に飲み込まれて本当に住んでいる所が津波でなくなった。要するに家の基

礎しかなくなったというような所が多々あるわけでありますけれども、そういう状

況からいかに復興していくのか、また日常の生活を取り戻していくのかということ

は、その地域の強いですね、住む人たちの意思とお互い助け合う、また全国的な方

々が協力し合うというコミュニティがあってこそだと思うわけであります。その付

近ところをしっかり地域と話合いをさせてもらいながらですね、今後の対応につい

て考えていきたい。ただ、その限界集落だから何もしないということではなくてで

すね、当然限界集落といいますか、そういう地域に住んでいる人たちは、「出てき

たらいかがですか」と言われても、「やっぱり住み慣れた所が一番暮らしやすいん

だ」というようなことを言われるわけでありますので、それはそれでしっかりその

暮らしを守っていかなくちゃいけないということと併せて考える必要があるのかと

思っております。 

もし今後ともということであれば、地域おこし協力隊を張り付けるというような

こともできるわけでありますが、その地域コミュニティがなくなったらですね、協
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力隊１人でやれと言っても、到底苦しい話ではありますので、もしそういう意思が

ないということであれば、その村有施設につきましては、尾寄崎を訪れられる人は

山紫水明な地域でありますから、何らかの手立てが要るんだろうと。人手を要しな

いそういう活用しやすい施設として姿を変えるということもですね、考えていきた

いと思っているところでありますので、この件は、先般はもうキャンプ場について

はですね、管理はしがたいというような管理者の方もですね、そういう意見をおっ

しゃったというふうに伺っておりますが、またさらにそういう管理者の方、またそ

の地域の方々との意見をちょっと聞いてみたいと。それからまたいろんな検討をさ

せていただければと思っているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ちょっと山江村にとってはいい話があるんですけど、先日です

ね、地元の方からお話を聞く機会がありまして、この地域の活性化、また山江村の

活性化のためにですね、ヤマメ養殖場だけではなく、ヤマメの釣り堀をつくる計

画、そしてまたこの地区に住んでおられた出身者の方がですね、Ｕターンして、こ

れは女性の方ですけど、このキャンプ場をどうにかして改修して、民泊等をしたら

どうかという方もおられますので、この地区全体をですね、公園施設にしたいとも

言われておりました。自然に触れてですね、いろんな企画でお客さんを呼んで、こ

れも一つの活性化につながるのではないかと思っております。そのときにはです

ね、行政の方もいろんな面からご指導していただければと思っております。 

次の質問に入りたいと思います。次に、村営住宅の件でございますけど、新寺の

下団地、これは昭和４８年建立ですかね。それと林田団地、これは昭和４９年、ど

ちらもですね、築４４年、４３年とたっております。かなり年数がたっておりま

す。今後の方向性でありますけど、つまり地震に対する耐震構造のお考えはあるか

ないか。またそれが無理だったら、そろそろ建て替えのお考えはあるか、答弁をお

願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。まずは新寺の下団地、それ

から林田団地の状況について説明いたします。新寺の下団地は、議員申されました

ように、昭和４８年度に建設されました準耐火構造平屋建住宅で５棟建設されまし

て、１棟が４戸から６戸の長屋住宅で、築４４年を迎える建物でございます。現在

は２４世帯、５７名の方が入居されているところでございます。一方、林田団地で

ございますけれども、昭和４９年度に建設された準耐火構造２階建住宅で６棟建設

されました。１棟がそれぞれ４戸、２階建住宅で築４３年を迎える建物でございま

す。現在は２４世帯、７９名の方が入居されている状況でございます。 
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公営住宅法施行令での公営住宅等整備基準で規定されている耐用年数は、準耐火

構造平屋建の新寺の下団地は３０年、それから準耐火構造２階建の林田団地は４５

年の基準となっているところでございます。ともに準耐火構造で建築されており、

構造形式、それから平面、立面、形状などから、耐震性性ありとされております

が、旧建築耐震基準で建築された住宅ですので、耐震化の対策としての耐震診断等

の調査、検討が今後必要かと思われるところでございます。 

議員のご質問の今後についての方向性ですけれども、平成２５年度に策定しまし

た山江村公営住宅等長寿命化計画の改善計画に基づきました計画では、新寺の下団

地は、耐用年数を経過しており、経年劣化は見られますが、日常的に不便になる箇

所は補修、修繕を行っていく計画ですので、全般的に比較的程度は良く、安全性か

らも特に支障はないため、建て替え等も検討されますけれども、敷地等の問題もあ

り、修繕、改善などを進め、長寿命化型改善事業として整備しながら維持していく

計画でございます。また、林田団地におきましては、近年、外壁及び屋上などの改

善を行っておりまして、日常的に良好な状態が保たれているということで、今後も

維持管理を進めながら、必要であれば補修、修繕を続けながら対応していく計画で

ございます。 

いずれにしましても、点検等を実施しながら、支障を来す箇所は補修、修繕を行

い、住民の要望にできる限り対応しながら、維持管理を行っていく計画でございま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） これは何年か前に、林田団地にお住まいの方で、２階ですの

で、階段の手すりをですね、付けたいということで、これも多分白川課長にもちょ

っとお聞きしたことがあったと思うんですけど、それはそういう高齢化社会になっ

てきますので、その辺はもう自費で付けるということが原則でしょうか。ちょっと

お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 住宅の公営住宅法としましては、基本構造等がある場合に

は、申請をいただき模様替え申請というのがあります。日常的支障であればです

ね、まず担当係のほうから出向きまして状況等を確認し、支障であれば付けていく

と。日常的支障でなければ個人で修繕、補修されるということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） じゃあいろいろ相談した場合は、村のほうも補助的なことがあ

るということでよろしいんですかね。それでよろしいですね。 
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○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） はい。とりあえずですね、公営住宅につきましては、現状

を確認したいということで、まずは現状を確認して、その後検討し進めるというこ

とで整備したいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） いろいろですね、かなり団地のほうも古くなっております。い

ろいろ補修等でカバーしていくというようなお考えのようですので、くれぐれも相

談あたりがあったらですね、行政のほうもいろいろ検討して、少しでも負担になら

ないよう、ご検討していただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

次の質問に入りたいと思います。昨年発生した熊本大地震、まだまだ現在も復

旧、復興には時間がかかる状況でございますけど、この熊本地震から学ぶ本村の防

災対策、そして災害マップの活用など、防災・減災力を高める対策について答弁を

お願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 昨年発生いたしました熊本地震では、関連死を含め２００

名を超える犠牲者が出ております。震災後の避難所運営や避難者対応に、いろいろ

な課題が浮き上がってきております。 

このようなことから、本村におきましては、まず地域防災計画、それに山江村災

害対策本部設置運営マニュアル等のですね、見直しを行っております。平成２８年

度におきましては、これまで策定をしておりました地震に対する防災体制配備基準

及び職員の参集基準のですね、見直しを行っております。このほか、災害対策本部

の組織及び業務内容の見直し、避難所運営マニュアルの策定、災害廃棄物処理計画

などの策定の追加を行っております。平成２９年度におきましては、建築物等災害

予防計画の見直しによりまして、民間住宅の耐震化のですね、補助が受けることが

できるような体制を整備いたしておりまして、本年度予算化をいたしております。

こういったことで、住宅のですね、耐震化を推進することといたしております。 

また、災害マップなどということでございますけれども、防災・減災力を高める

取り組みといたしまして、球磨川水系防災・減災ソフト対策事業の補助金を受けま

して、ハザードマップの作成を進めております。このハザードマップは、村内全１

６区を全て作成する計画でございまして、平成２７年度３地区、平成２８年度４地

区の計７地区を作成済みでございます。作成いたしましたハザードマップは、全家

庭へ配付いたしまして、防災・減災のツールとして活用いただこうと思っておりま

す。平成２９年度におきましては、４地区程度の作成を予定しておりまして、先日

の防災会議時に、未作成の区長さん方へ概要を説明したところでございます。現
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在、本年度作成いただく区を調整中でございます。作成に当たりましては、住民説

明会を開催いたしまして、地区の方々と危険箇所の現地確認を行い、マップを作成

しております。このことで防災意識を高め、日頃から避難経路の確認や安全確保を

心がけていただき、防災・減災に努めていただこうということで考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） いろいろですね、対策としては素晴らしいものがありますけ

ど、昨年ですね、現在までですけど、本村、また各地区においての防災訓練等の実

施状況はいかがでございましょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 防災訓練等の実施状況でございますけれども、昨年は１１

月に山江村総合防災訓練を実施しております。また、地域におきましては、避難訓

練を実施していただきまして、実際に農村環境改善センターのほうへ避難をいただ

き、その後防災講話を行っております。本年度におきましては、１１月に県南地域

の総合防災訓練を予定いたしておりまして、本村も参加いたします。このほか、地

域におきましては、消火訓練とＡＥＤの操作講習会の開催であるとか、自主防災組

織による防災無線を活用した避難訓練を実施したいというふうなご相談があってお

りますので、これも近日中に開催する予定でございます。また、地域の老人クラブ

におきましても、防災に関する研修会を行いたいというふうな申し出があっており

ますので、防災専門家も派遣いたしまして防災講話を実施する予定でございます。 

防災訓練以外にもですね、こういった防災意識を高めるためのソフト事業として

の取り組みも計画をいたしております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） やはり防災訓練、大変必要だと思います。特にですね、まだ連

携プレーというか、高齢化が進んでおりますので、老人あたりのですね、カバーす

るそういう体制づくりも必要だと思います。 

次にですね、これからまた台風シーズンになってまいります。特に老朽化してる

空き家ですが、台風により飛散して、隣の家とかなんかに災害を発生する恐れもあ

りますので、このような空き家については、どのような防災対策を考えておられる

か答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田総務課長。 

○総務課長（北田愛介君） 空き家につきましては、基本的に所有者、または管理人の

責任において管理をすべきであると思っております。しかしながら、先ほど申され
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ましたように、老朽化した空き家が周辺へ被害を及ぼすようなことがございます。

国におきましては、これを受けまして、平成２６年１１月に空き家対策に関する特

別措置法が制定されておりまして、平成２７年５月２６日から施行されておりま

す。背景には、先ほど申しましたような適正な管理が行われていない空き家が防災

上、衛生上、景観上、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすというふうな状況でご

ざいます。特別措置法では、「空き家等の所有者の責任として、周辺の生活環境に

悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努めるものとする」というふうに

明記してございます。しかし、空き家の所有者や管理者が近くにいない、都会へ引

っ越してしまったようなケースが山江村でも多ございます。 

このようなことから本村では、村内の空き家の状況につきまして、調査を行って

おりますけれども、所有者や管理人の調査を行いまして、調査時点では１１２件の

空き家が確認されておりまして、そのうち倒壊等の恐れがあるものが１１件、さら

に倒壊により周辺に影響を及ぼすような危険な空き家が２１件確認されておりま

す。特に周辺住民の方からですね、危険であると相談のあった２件につきまして

は、村長名で納税管理者の方へ、空き家等の対策に関する特措法に基づいた改善を

お願いしております。２件ともですね、改善の回答をいただいておりますけれど

も、１件は改修を行っていただきましたが、もう１件は平成２８年５月、昨年の５

月には改修するということで回答いただいておりましたけれども、熊本のほうで震

災に遭われまして、そのままになっているような状況でございます。 

今後、このような周辺に影響を及ぼすような空き家が増えてくるということが予

想されます。そういうことから、現在改善をお願いしておるような状況でございま

すけれども、今後につきましては、この特措法に基づきます各種の法的措置ができ

るようなですね、村の条例を整備すべきではないかということで、現在その検討を

しながら準備を進めており、村のほうでそういった対策が具体的にできるような仕

組みをつくるような計画をいたしております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） この空き家対策、空き家にはいろいろですね、問題があると思

います。本当は村長が前からよく言われてますように、山江を希望される他町村か

らの希望者もたくさんおられるのにですね、空き家もたくさんあるんですけど、そ

の辺がどうも私には理解できないのでございますけど、その辺、今後もですね、空

き家に対しては徹底的にじゃないけど、本当その辺は厳しく取り締まりじゃないで

すけど、お願いしたいと思います。 

最後の質問に入りたいと思います。現在、万江地区の下之段橋橋梁架替工事が施
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工中であります。橋梁工事においてはですね、約四、五年ほどの期間を要し、多額

の費用もかかると思いますけど、本村でもですね、たくさんの橋がありますが、中

でも万江地区の柚木川内橋、これは昭和３８年ですかね、に完成し、今年で５４年

目ですかね、になると思います。この橋の架け替えの計画は今後考えておられる

か、答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。まずは村内には村道橋とし

て管理している橋梁は８３橋あります。橋梁の長寿命化計画により、点検及び修

繕、補強、補修、架け替え等の計画をしているところでございます。昨年２８年度

では、国のインフラ整備計画により、５年に１度の近接目視の点検を実施したとこ

ろでございまして、全８３橋のうち１０橋が判定区分が３とされました。判定区分

３というのは、早期措置と判断される区分でございます。本村でも通学路や主要道

路など優先順位を付け、架け替え等や補強、補修に取り組むよう計画を進めている

ところでございまして、今後の橋梁整備は、判定区分３とされた橋梁の詳細点検調

査を行い、補強、補修を順次整備する橋梁整備計画を進めてまいります。 

ご承知のとおり、現在は下之段橋を架け替え工事中でありまして、今年度下部工

の右岸側、平成３０年度、上部工、それから平成３１年度が既設橋の撤去となる計

画でございます。 

ご質問の柚木川内橋の架け替えでございますけれども、路線測量、地質調査測

量、それから橋梁詳細設計などの調査業務は、下之段橋上部工が完了する次年度、

現在のところですけれども、平成３１年度以降から事業着手と考えているところで

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 足早先５年後ぐらいですかね。この橋がですね、やはり流され

た場合は、この地区の方は横手方面の山を越えて行く道があるんですけど、この横

手方面の道もですね、大変厳しいところがあると思います。このことを踏まえて、

是非この橋の架け替え工事をお願いしたいと思います。 

もう１点がですね、村道吐合宇那川線でございますけど、この道路もですね、平

成５年、大水害において、道路も完全になくなって崩壊し、尾寄崎地区は完全に孤

立状態になりました。その災害復旧工事からも約２０年たっております。最近はで

すね、道路の陥没があちこちに発生し、とても危険な状態でございます。その原因

を考えますと、ブロック積の根元が洗掘され、裏の採石を洗い流して陥没したと考

えられますけど、特にこの時期、梅雨時期には水量も増して、ますます危険な状態

になると思いますが、今後どのような方法で対処されるか、答弁をお願いしたいと
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思います。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 村道吐合宇那川線でございますけれども、議員申されまし

たように、平成５年の大雨による集中豪雨により、災害関連事業として道路災害復

旧工事を行い、現在の道路となったところでございます。整備後２０年以上を経過

しまして、道路も経年劣化や法面の崩落、河川護岸のブロック基礎部の河床の洗堀

など、近年見られまして、道路陥没の被害が発生しているところでございます。 

ご質問の対応策ということですけれども、現在は、道路点検等で確認された警備

な補修箇所につきましては、シルバー人材センターのパトロールと併せまして、作

業を行っているところでございまして、また、村民からの異常箇所の連絡があった

場合は、建設課現業職員によりまして随時対応をしているところでございます。さ

らに突発的な陥没、亀裂、崩壊など大がかりな補修を要する場合は、山江村災害時

支援活動に関する協定から村内の建設業者と行政区別に担当区割りをしております

ので、管轄区域での作業により復旧作業を行うようにしております。また、大雨等

で河川氾濫などによる災害が発生した場合においては、災害復旧事業によりまして

対応したいと考えております。経年劣化等で支障を来している箇所につきまして

は、補修、修繕を行いまして、大規模な補強、補修については予算的な問題もあり

ますので、今後検討していきたいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 現在はですね、落石防護防災工事が行われております。特にで

すね、この護岸のほうも本当に危険な状態で、目を向けていただきたいと思ってお

ります。 

先ほど言いましたとおり、上流にはですね、今後活性化のために頑張ろうという

計画もされている方もいらっしゃいますので、お客様を呼ぶためにもですね、安心

・安全な村道の確保に努めていただきたいと思います。 

これをもちまして、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を３時４０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時２８分 

再開 午後３時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、１０番議員、松本佳久議員より、１、山江村の教育方針についての通告が

出ております。 

松本佳久議員の質問を許します。１０番、松本佳久議員。 

 

松本佳久君の一般質問 

 

○１０番（松本佳久君） １０番議員、松本佳久です。平成２９年６月議会一般質問を

行います。質問事項は、山江村の教育方針についてであり、答弁を求める者は、教

育委員会及び村長としております。質問の中でも、特に先生方の勤務時間や去年文

部科学省が取りまとめた学校現場における業務の適正化に向けてについて質問し、

執行部、教育委員会の答弁を求めたいと思います。 

今さら、今ここで私が改めて言わなくとも、教育の大切さはもう皆さんよくご存

じのとおりです。今、私たちのこの便利な暮らし、豊かな暮らし、安心・安全なく

らしは、ひとえに長年にわたる先輩方の努力の賜であり、中でも子どもたちの教育

に、昔から力を入れて来られた結果だったからだと考えております。明治７年に山

田小学校や城内小学校、その他の学校がスムーズにスタートできましたことも、そ

の背景には、その前の寺子屋教育の歴史や文化の積み重ねがあったからだとも考え

ています。私は昭和２５年生まれで、戦後教育を受けた者の１人です。誰でもそう

でしょうが、小学校１年生以来の担任の先生の名前は今でも全員覚えております

し、また先生方に感謝もしております。教育が大切だからこそ、先生方のことを恩

師と呼ぶのだと考えております。教育の大切さを考えるときに、教育こそが国を救

う、村を救う、教育こそが人類を救うと言っても過言ではないとさえ考えておりま

す。 

さて、質問の通告文にも記載しておりますが、パリに本部を置いているＯＥＣＤ

（経済協力開発機構）が２０１３年（平成２５年）２月に国際教員指導環境調査を

行っております。これは２０１４年６月に結果が公表されております。調査に参加

したのは、ＯＥＣＤ加盟国等３４カ国及び地域で、この中には日本、韓国、シンガ

ポールなどアジアの国々から、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリ

ス、フランス、スペイン、スウェーデン、クロアチア、セルビア、そのほか３４国

及び地方など、世界中の広い範囲に及んだところで調査があっております。それぞ

れ各国２００校、各学校２０名の先生方を抽出して調査してあり、日本では中学

校、中等教育学校前期課程、全国１９２校。先生方の内訳は、校長先生１９２名、

教員３,５２１名の方の調査でした。合計して３,７１３名です。この調査の結果か
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ら、文部科学省も業務の適正化に向けて、今後取り組むべき政策を立案しているよ

うであります。 

その中で、このＯＥＣＤの報告書の中で、非常に特徴的なことを書いてあります

が、それは先生方の勤務時間についてであります。この報告書によれば、先生方の

１週間の勤務時間は、参加３４カ国中ダントツの５３.９時間であり、参加国平均

の３８.３時間よりも大幅に長い結果となっております。またその中身では、１週

当たりの授業時間は、日本が１７.７時間であるのに対し、参加した国の平均は１

９.３時間とあまり変わりませんが、しかしほかのところで、例えば事務業務は、

参加した国平均が２.９時間であるのに対し、日本では５.５時間、事務業務に要す

る時間は５.５時間、そのほかスポーツ、文化等課外活動、部活動などだと思いま

すが、それは参加した国平均が２.１時間に対して、日本は７.７時間の調査結果が

出ております。それらのほかの要因も加わって、３４カ国の中では一番勤務時間が

長いという結果となっております。 

ＯＥＣＤの報告ではこのようになっておりますが、山江村の現状について、教育

委員会としてはどのように認識されておられるのか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。今議員言われましたように、

平成２５年度のですね、経済協力開発機構が行いました調査のご説明がございまし

たけれども、今言われましたように、日本が非常に時間が多いということで、５

３.９時間ということで、参加国でも一番多かったということですけども、その内

容あたりを見てみますと、やはりどうしても部活動とかスポーツ活動、それから事

務業務ですね。それから授業の準備が教員の場合は必ず要りますので、この時間等

で多いということでございます。これは先ほど説明ありましたように、中学校が中

心と考えていただければ大丈夫かと思いますけれども、そういう結果が出ておりま

す。 

それから、文部科学省が平成２８年度に行いました教員勤務実態調査によります

と、学校内勤務時間が週６０時間を超える教諭がですね、小学校で３３.５％、そ

れから中学校が５７.６％となっておりまして、これは教諭の場合は週４０時間が

労働基準法で定められておりますけれども、週２０時間以上の時間外労働をしてい

るというような実態が出たわけでございます。週勤務時間の平均は、小学校の教諭

で５７時間２５分、それから中学校で６３時間１８分となっております。 

そこで、山江村の教員の勤務時間の状況でございますが、山江村教育委員会で

は、教員の勤務時間につきましては、毎月学校より一人一人の勤務時間を一覧表に

して提出をしていただいております。それを基に、ワークライフバランスの観点か
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ら指導や改善を行っているところでございます。 

山江村の教員の勤務実態について、ちょっと申し上げます。平成２３年度でござ

いますけど、このときからＩＣＴ機器の整備を行っております。それで平成２４年

度には、通知表、それから出席簿、指導要録等のですね、作成を行う校務支援シス

テムを導入いたしました。そして平成２５年度から本格的な運用を始めたわけでご

ざいます。そういうことで出張等を含めまして、校務のデジタル化を図ったわけで

ございます。それから、現在はですね、シンクライアントの方式で、学校の情報は

家庭で持って帰って仕事をするというか、それはできません。昔は私たちが教員の

頃は、家で持って帰ってしてたわけですけれども、情報の流出ということでセキュ

リティの関係上持って帰れませんので、本村ではどうしたかといいますと、Ｗｉｎ

ｄｏｗｓログインシステムというのを導入いたしました。これはですね、どうして

もしなければいけない業務がございますので、それを家庭でできないかということ

で、もちろんその情報の安全性を確保した上でございますけれども、そういうシス

テムを導入いたしまして、平成２８年度の小学校教諭、山江村でございますが、週

平均勤務時間は４８時間２６分、国と比べますと８時間５９分のマイナスというこ

とで、少ないということでございます。それから、中学校の教諭でございますけれ

ども、これが週平均勤務時間が５３時間１８分、これは国と比べますと１０時間の

マイナスということで、少ないほうでございます。 

先生方のいろいろご意見を聞いてみますと、非常に効率的に仕事ができるという

ことと、その分をですね、子どもと遊ぶ時間にしまして、非常にこう子どもと遊ん

でいろんなことが良くなったということも聞いておりますし、それから、土日学校

に来なくてもいいと、どうしてもしなければならないことが出た場合には、家でで

きるのでストレスがたまらないというような意見もいただいております。さらには

ですね、教材作成を行いますＩＣＴ支援員も雇用しておりますし、それから子ども

の心のケアを行いますスクールソーシャルワーカーの配備なども行いまして、教諭

の負担軽減を図っているところでございます。それから、毎週水曜日はですね、定

時退勤日といたしまして、定時に退勤しましょうという取り組みも行っておりま

す。 

教育委員会といたしましては、さらにワークライフバランスの観点からですね、

事務業務の効率化、それから先ほどもありましたが、小学校部活動の社会体育への

移行などを行いながらですね、先生が子どもと向き合う時間をより多く取りまし

て、先生方が生き生きと意欲的に指導に当たれるように、さらに充実した勤務環境

を構築していきたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 
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○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 丁寧な答弁をありがとうございます。まず、先ほどのＯＥＣ

Ｄの報告書の中でもですよ、ＩＣＴについても触れてあります。その報告では日本

では子どもたちがですね、９.９％は利用している、しかし３４カ国平均では３７.

５％が利用しているといって、これでは低いですけど、多分山江村の子どもたちは

この参加国平均よりもずっと高い、１００％に近い子どもがＩＣＴを利用してるん

じゃないかなと教育長の答弁を聞きながら思ったところです。 

それから、そのＷｉｄｏｗｓログインシステムとかを利用して家庭でも仕事がで

きる、これについては後でもう一度聞きたいと思っております。それでその先生方

の労働時間は全国平均よりも少ないんだと、小学校で４８時間、中学校で５３時間

ということでございます。私は万江小の近くに住んでおりまして、田んぼも万江小

の近くにあります。４月、５月は入学式や体育大会の都合もあったろうとは思いま

すが、多分一番早い先生はもう６時過ぎには来られます。７時ぐらいには大体全員

の先生方が来られて、７時１５分ぐらいかな、子どもが来る前にはほとんどの先生

が来られているようですし、夜は私も農業しておりますので、８時ぐらいまでは田

んぼにいることもありますが、それでも電気がついてるし、ホタルを見に行ったと

きは９時ぐらいに電気がついてるときもありました。それやら考えれば、こらあ先

生たちはだいぶ長く働いておられるんじゃないかなという気がします。 

そういう中で、さっき毎月報告書が上がってくると言われましたけど、学校はや

っぱり役場のようにタイムカードか何か押す、どのようなシステムになっておりま

すか。そのＷｉｄｏｗｓログインシステムとそのタイムカードのシステムについて

２点お伺いします。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） 勤務時間につきましては、パソコンにシステムを組み込んで

おりますので、朝来てから自分のところをクリックしてポンと押しますと、そこで

出勤、それから帰るときはそこの自分のとこにまたクリックしてリターンを押しま

すと、そこで退勤時間が出ますので、それが月間ですね、月に合計されましてどれ

ぐらいの超過時間だというのが出てきます。途中で毎日打っていきながらですね、

６０時間を超えたら赤になります、その合計が。それで先生たちも、あ、これじゃ

いかないということで、意識しながらやっぱりこう勤務時間のですね、時間内に終

わるようにというような心がけをしているわけでございます。そういうふうにし

て、パソコンを使いながら管理しながら自分で意識をしながら取り組んでいるとい

うようなところでございます。 

それから、Ｗｉｎｄｏｗｓログインシステムでございますけれども、これはシン
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クライアント方式でやっておりますので、そこにデータがございますので、そこに

家のパソコンから読み込みにいって、データをですね。そして自分の家のパソコン

でできるというようなシステムでございます。だから、家で自由なときにいつでも

できるということで、本当に今まででしたら学校に来なければできなかったんです

けれども、特に距離が遠い先生なんかはですね、結構時間をかけて土日も来ていた

先生がいたんですけれども、このシステムを導入しまして、本当に先生方からは喜

ばれているというような状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 今、パソコンのＯＮ、ＯＦＦで時間を測られるということで

すけど、よく議会がやる方法は現地調査ですけど、そのようなことも是非やられて

はどうかというふうに考えております。それから、水曜日は定時退社ですか、水曜

日は早く帰る。原則として土日は休みとなっていると思うんですけど、土曜日も熱

心に仕事をされる先生もおられるようです。そういうこともありますので、是非実

態調査といいますか、そういうのをされてはいかがかと思っております。 

（新聞切込みを示しながら）これは先生方じゃありません。熊本地震があった後

の熊本市や熊本県の職員がやっぱり過労死ライン何とかかんとかと書いてあります

けれども、月に８０時間、あるいは１００時間を超えると、過労死ラインになって

くるんだということもありますので、是非そのような労働時間管理といいますか

ね、そういうところにも先生方が倒れることがないようにですね、やっていただけ

ばと考えております。 

それで、先ほど少し教育長の答弁の中にもあったんですが、そういうようなその

ＯＥＣＤの報告が来たからかどうか、文科省は「学校現場における業務の適正化に

向けて」という通知を去年の６月に出しております。これは政令指定都市、それか

ら各都道府県に来ており、その中では、各都道府県の教育委員会は市町村の教育委

員会へ十分な周知、必要な指導、援助、助言をしなさい、お願いしますと書いてあ

ります。それをちょっと分厚い資料だったですけど、かいつまんでみますと、例え

ば、これまでの日本型学校教育は、国内、国外で高く評価されているということを

書いてありますし、また、これまでのように、先生方は献身的であるべきだとか、

そういうことを固定化して、それを先生方は献身的な教員であるべきだということ

を前提とした学校の組織体制では、質の高い学校教育を持続、発展させることが困

難であるとか、教員が担うべき業務を大胆に見直し、働き方を改善する。これが文

科省の資料として出てきているようでございます。 

それでその改革の基本的な考え方としてですね、とにかく先生方の長時間労働を
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是正するんだと、これは文科省の方針であり、熊本県の教育委員会にも来てるし、

恐らく山江村教育委員会でもそのようにやっておられることだろうと思います。 

そして次に、業務は大胆に見直しをして、業務の適正化を図るんだと、そして先

ほど教育長答えていただきましたけど、教員が子どもたちと向き合える環境をつく

るんだという方向に進んでいるようであります。先ほど小学校の部活動について

は、西議員からの質問に対し、またその答弁もあったところで、私たちもよくわか

ったところでありましたけれども、中学校の部活についてはどのようになっている

のか。それから、文科省から来た改革の基本的な考え方、教員の長時間労働の是

正、業務の大胆な見直し等については、山江村ではどのように取り組んでおられる

のか質問をします。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。先ほど申されましたように、

学校現場における業務の適正化についての文書につきましてですけども、この通知

文につきましては、文科省よりまいっております。それから文科省ではですね、昨

年４月に、それを受けまして、次世代の学校指導体制にふさわしい教職員の在り方

と業務改善のためのタスクフォースというのを庁内に設けまして検討を行っており

ます。その報告の取りまとめも行っているところでございます。この中で、部活動

における休業日の設定の徹底をはじめとした運営の適正化、それから勤務時間管理

の適正化の必要性を示しているところでございます。 

そこで、山江村教育委員会といたしましては、以下の４点について計画を策定し

て、今取り組んでいるところでございます。まず、１点目は、教職員の先ほどから

言いますように、長時間労働という働き方を見直す改革でございます。それから２

点目が、教職員の部活動における負担軽減、これも教職員の長時間労働につながる

わけでございますけれども。それから３点目が、教職員の業務に、先ほど申し上げ

ましたようにＩＣＴを効果的に活用した業務改善を図ると。それから４点目が、労

働安全体制の見直しでございます。もしそういう働き過ぎによりまして、先生方が

体調を崩すとかですね、そういうこともございますので、そういう労働安全体制の

見直しを行うというようなことでございます。その４点を計画を立てて今取り組ん

でいるところでございます。その計画でよろしいでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 多分文科省の通知では２７年から始めて、２８年でほとんど

作って、２９年実働というふうになっておりますが、ただいま教育長が答弁されま

したような方向でいくのではないかと考えております。 

それで、労働安全体制について、山江村でも平成２６年３月２０日に教育委員会
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規定第１号として、山江村立学校職員安全衛生管理規定をつくってもらっておりま

す。この中で、衛生推進委員会の設置等々がありますけれども、これはどのような

活動をされておりますか。それから、医師は今山江村ではどなたを指定されておら

れますか。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） 労働安全体制でございますけれども、これは労働安全衛生法

では、もうご承知かと思いますけれども、労働者が５０人以上の事業所におきまし

ては、安全委員会、または衛生委員会を設置しなければならないとなっておりま

す。それから、時間外労働が月１００時間を超えた場合は、本人の申し出があれば

面接指導をしなければならないとなっております。 

本村の学校規模はそれには該当いたしませんけども、教職員の労働安全を図る上

から、各学校に衛生委員会を設置しております。校長が安全衛生責任者として、学

期に１回、学校衛生委員会を開催し、教職員の労働安全に努めているところでござ

います。 

それを受けまして、教育委員会におきましては、先ほど申されましたように、山

江村学校安全衛生管理規定がございました。今年４月に見直しまして、一部改正を

行いまして、教育委員会内に統括安全衛生管理者を置くことにしました。これは私

が務めるということでございます。この衛生管理者は、各学校の教職員の安全衛生

に関して指導を行うということでございます。また、統括安全衛生委員会を教育委

員会で開くというようなところもございます。現場の状況を見ながら、ちょっと考

えていきたいと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 今、答弁がありましたその統括何とか委員というのがその５

０人以下、小規模校では複数の学校が集まったときに設けるという、特例的なもの

でやっておられる、はい。 

それで、私は学校には滅多に行きませんが、時々しか行かなくて大変だなと思う

ことが、どの先生も忙しいんでしょうけど、例えば山田小であれば、４０人ぎりぎ

りのクラス、３８人、３９人で、教室いっぱいです。あるいは万江小であれば、複

式学級の担任の方は、授業の準備等も大変だと思うんですが、そのようなことに対

する何かチームティーチングというのかな、何か手立てはございませんかね。何か

ありますか。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。教材等のつくりといいます
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か、そういうことだと思いますけども、先ほど言いましたように、教材作成につき

ましては、特に今本村ではＩＣＴ教育が進んでおりますので、機器を活用しまし

て、ＩＣＴ支援員等が教材あたりをですね、教員の要望に応じまして授業の実態に

応じまして、お願いしておけばつくってくれますので、先生がつくる必要もないと

いうようなところで、そしてまた効率的にできますので、子どもたちにもわかりや

すいというようなところで、先生方も授業がしやすいということで、相乗効果かな

と思っているところでございます。そういう感じで、教材研究につきましてはです

ね、そういうＩＣＴ支援員等も活用しておりますし、それから学習支援員も配置を

しております。山田小２名、それから山江中１名、それから万江小１名ですね、こ

れは特に入学当初は、子どもたちがなかなか落ち着かないということもございまし

て、そういう面で支援員を配置して、そういう子どもたちの指導に当たっていると

いうようなところでございます。 

それから、先ほど申し上げました教材づくり等につきましては、放課後等におき

まして、あるいは休み時間等におきましてですね、いわゆるチームをつくりまし

て、お互い話し合いながら、分担をしながら軽減するといいますか、そういう形で

行って授業に当たっているというようなところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 先生方の勤務状況、労働環境について、いろいろ質問してき

たところですが、まずは先生方が幸せでなくては子どもは幸せになれないと思って

おります。是非教育委員会、あるいは財政的な支援を村長のほうからも、教育に対

してさらなる支援を、是非お願いしたいと思っているところであります。 

ここまでいろいろ質問してきましたが、そのような先ほど西議員の質問でも、近

いうちに洋式トイレが８０％か何かになるらしいですし、もう山江村の学校環境は

素晴らしいです。ＩＣＴでも恐らく日本でも１番か２番か知りませんが、上のほう

を行ってるんじゃないかと思いますし、そういうところで、今山江村は非常に注目

されているところだと思います。この教育に関してもですね。 

それで、教育長が考えられる理想的な教育といいますか、山江村立でいえば小学

校、中学校があるわけですけれども、教育とはこういうものでなければならんとい

うのがあれば、是非お伺いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。私の理想とするということで

ございますけれども、一番はやはり子どもたちの安全・安心な学校づくりだと思っ

ておりますので、まずは命あっての学校だろうと思いますので、まず私はいつも先

生方に言っておりますのは、子どもたちの安全確保ですね、これを一番にしており
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ます。その次が学力向上だろうと思っております。それで学力向上につきまして

は、教員の指導力を上げなければいけないし、授業改善を行っていかなければいけ

ないということで、今は本当に先ほど申されましたように、ＩＣＴ教育が非常に進

んでおりますし、またうまく皆様のお陰をもちまして進んでおりますので、非常に

子どもたちも素晴らしい学力を身に付けておりますし、先生方も非常に生きがいを

感じながら指導に当たっておられます。そういうお互いの相乗効果があって、こう

いう成果が出てるんだろうと思っているところでございます。 

そういうことで、私としましては、そういう山江村の子どもたちをやっぱりグロ

ーバルな人材に育てたいということは考えているところでございます。それで、私

が考えますグローバル人材といいますのは、いわゆるＩＣＴ教育ですね、ＩＣＴが

うまく使えて、あとは英語力だと私は思っています。だからこの前質問ございまし

たけれども、英語教育に力を入れるというような方向で、今後ですね、進めていき

たいと思っておりますし、来年度からは、小学校英語が教科化になるということの

移行措置になります。それもいち早く山江村教育委員会としましては、手を挙げま

して、進めてまいりたいというようなことで考えておりますので、そういうことで

子どもにつきましては、そういう子どもたちが育ちますように、子どもたちが世界

で活躍する、日本で活躍する、そういう人材を育てていきたいなということで考え

ているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 是非そのような理想の教育を推進していただきたいと思いま

す。と同時に、実際学校の管理は校長先生がされると思いますが、校長先生も教育

委員会の下でおられますからですね、先生方の体調管理にも十分気を付けていただ

きたいと考えております。 

そして今、教育長申されましたような素晴らしい教育を推進するには、必ず財政

的支援が必要であります。それらのことも含めて、村長はどのような教育が理想と

考えておられますか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうからその教育行政について、指針を述べるというのは

いかがかと思いまして、しっかりとした支援をするというようなことが私の立場で

あろうかと思います。 

ただ、ちょっと考え方を述べさせてもらいますと、実は教育長はですね、先ほど

言いました先生方の時間を超過する労働の問題についてはですね、先般のＩＣＴソ

リューションの中で、企業ブースでですね、そのことも併せて発表しておられま

す。従いまして、私から見て感じるのは、山江村はそういう、現場の先生方はどう
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思ってるか私ちょっと聞いてませんけれども、非常にモデル的にですね、そういう

仕組みをつくっておられる。それを発表して、よその先生方が、学校が、教育委員

会が聞きながら、真似していくとは言いませんけれども、そういうモデル的な取り

組みをされてるというのは言えるかと思います。 

ただ、今教育もですね、この世の中もそうですけれども、第４次産業革命が起き

ていると言われております。第４次産業革命とは何かということでありますが、要

するにＩｏＴとかＩＣＴとかＡＩとかですね、人工知能がもう将棋で人間に勝つ、

自動車が自動運転できる、今では離合するのももうどこで待つかということを計算

して人工知能が待てと判断する、そんな実用化もいずれされるというようなふうに

聞いております。そういうまたビッグデータをどう使うかというようなことであり

まして、これは時代の大きな流れですね。流れでありますから、もう好もうが好ま

ざろうが、そういう時代が流れているということであります。 

従いまして、ＩＣＴ教育も、当然のごとくですね、この全国に浸透していくんだ

ろうと思うわけでありまして、逆を言うと、ＩＣＴ教育の講演を聞いていまして、

慶応大学の元の塾長、安西先生という方が話されましたのは、「今は第４次産業革

命の中にあって、現代の教育は、江戸時代の寺子屋から明治の近代教育に変わるよ

うな変化を迎えているような時期なんだ」というようなことを言われまして、私も

びっくりするやらなるほどやら目からうろこやらということを思ったところであり

ます。 

いずれにしましてもですね、そういう時代変化の中で、しっかりとして子どもた

ちがその時代に対応した能力を身に付けていくということを期待して、ＩＣＴ教育

も１０年計画でありますから、しっかり支援をしていきたい。それからまた２０２

１年からは、そのＩＣＴ教育の次のセカンドステージに入ろうかと思います。グロ

ーバルな人材を育てるということで、英語教育も実は導入されますし、小学校で、

プログラミング教育も実は始まるということになっております。そういうやっぱり

グローバルな人材もしっかり支援したいという教育委員会の意向を、私としてもし

っかりこう支援をしていきたいと思っているところであります。 

いずれにしましても、そういう子どもたちがグローバルな人材と言いながらも、

しっかり山江に残る人は残るわけでありますから、当然そういう子どもたちはいろ

んなＩＣＴを駆使しながら、農業、林業を続けていくんだろうと思います。という

ことを期待をしているわけであります。 

もう一つですね、と言いながらですね、という私もアナログであります。人間は

基本的にアナログでありますから、そのアナログの人間が、そういうＩＣＴ、Ｉｏ

Ｔをどう使っていくのかというようなことになるわけであります。ということで、
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じゃあ教育の基本は何なんだろうということになるわけですけれども、それはやは

り家庭の中における教育が基本になってくるんだろうという、その不易な部分、変

わっていけない部分についてはですね、しっかり家庭における子どもの教育を受け

持ってもらいたいと思いますし、またその学校、地域はその子どもたちをしっかり

そういう力を付けていく、見守っていくというようなことに変わっていくし、そう

いうふうに推進していかなくちゃいけないんだろうということを思っているところ

です。 

これは私の思いでありますが、その教育行政に関してはですね、しっかり今後と

も協力し合いながら、子どもたちを見守っていく、協力していくということを申し

上げたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 教育長申されますように、グローバル人材の育成、是非お願

いしたいと思います。そしてやはりまず山江を知って、そして世界を知るような人

材を是非育成していただけばと考えております。また、村長言われますように、財

政支援も考えながら応援していくということでございますので、私たち議会として

も研究したいと思っております。 

今、日本国全体でいえば、少子高齢化が進行しています。先日の新聞では２０１

６年生まれの赤ちゃんは、１００万人を切ったそうであります。これは明治３２年

以来、統計を取り始めてから初めて１００万人を割ったと書いてありました。少子

化対策もみんなで考えていかなくてはなりませんが、でもせっかく産まれてきてく

れた、この大事な私たちの宝物、赤ちゃんをですね、みんなで大事に、大切に大切

に育てようではありませんか。そのようなことを申して、一般質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） これで通告がありました一般質問は全て終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時１６分 
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